
ページ
数

所管部局等 所管課室

１　防災の推進

１　防災意識の向上と避難行動の実践 Ｐ．１８

防災に関する普及啓発 1 － 1 － 1 18 危機管理部 危機管理課、災害対策課

「マイ避難」の推進 1 － 1 － 2 18 危機管理部 危機管理課

学校における防災教育の実施 1 － 1 － 3 18 危機管理部、教育庁
危機管理課、災害対策課、義務教育課、特
別支援教育課、健康教育課

防災訓練の促進 1 － 1 － 4 18 危機管理部 災害対策課

震災教訓等の伝承 1 － 1 － 5 18 文化スポーツ局、教育庁 生涯学習課、社会教育課

２　地域防災活動の充実 Ｐ．１８

自主防災組織の活動促進 1 － 2 － 1 18 危機管理部 災害対策課

自主防災組織新規設立の支援 1 － 2 － 2 18 危機管理部 災害対策課

地域防災活動の中心となる人材の育成 1 － 2 － 3 18 危機管理部 災害対策課

災害ボランティアセンター等との連携強化 1 － 2 － 4 18 危機管理部、保健福祉部 災害対策課、社会福祉課

３　消防防災活動の充実 Ｐ．１８

消防団の充実強化に向けた取組 1 － 3 － 1 18 危機管理部 消防保安課

防災機関が連携した各種訓練の実施 1 － 3 － 2 19
危機管理部、保健福祉部、
土木部、警察本部

消防保安課、災害対策課、地域医療課、道
路管理課、河川整備課、砂防課、空港施設
室、災害対策課（県警）

テロ等対応能力の向上に向けた訓練の実施 1 － 3 － 3 19 危機管理部 危機管理課

消防防災ヘリコプターによる消防防災活動の実施 1 － 3 － 4 19 危機管理部 災害対策課

災害派遣医療チーム（DMAT）等の整備 1 － 3 － 5 19 保健福祉部 地域医療課、障がい福祉課

４　防災体制の整備 Ｐ．１９

迅速な避難行動に向けた取組 1 － 4 － 1 19 危機管理部 災害対策課

効果的でわかりやすい防災情報の発信 1 － 4 － 2 19 危機管理部 災害対策課

避難行動要支援者個別避難計画の作成支援 1 － 4 － 3 20 危機管理部、保健福祉部 災害対策課、保健福祉総務課

避難所の運営改善や福祉避難所の機能強化 1 － 4 － 4 20 危機管理部、保健福祉部 災害対策課、保健福祉総務課

避難所における災害派遣福祉チーム（DWAT）の派遣
体制の整備

1 － 4 － 5 20 保健福祉部 社会福祉課

受援体制の整備 1 － 4 － 6 20 危機管理部 災害対策課

市町村等との連携による各種被災者支援制度の運
用

1 － 4 － 7 20
危機管理部、避難地域復興
局

災害対策課、生活拠点課

被災宅地危険度判定士による支援 1 － 4 － 8 20 土木部 都市計画課、まちづくり推進課

被災建築物応急危険度判定士による支援 1 － 4 － 9 20 土木部 建築指導課

２　原子力発電所周辺地域の安全確保の推進

１　原子力発電所の安全監視とALPS処理水への対応 Ｐ．２８

原子力発電所の安全監視 2 － 1 － 1 28 危機管理部 原子力安全対策課

廃炉の進捗状況等の情報提供 2 － 1 － 2 28 危機管理部 原子力安全対策課

ALPS処理水への対応 2 － 1 － 3 28 危機管理部 原子力安全対策課

Ｐ．２８

環境放射能の監視、測定及び公表 2 － 2 － 1 28 危機管理部 原子力防災課

ALPS処理水のモニタリング強化 2 － 2 － 2 28 危機管理部 原子力防災課

３　原子力防災体制の充実・強化 Ｐ．２８

原子力防災訓練 2 － 3 － 1 28 危機管理部 原子力防災課

原子力防災資機材の更新 2 － 3 － 2 28 危機管理部 原子力防災課

原子力防災研修会の開催 2 － 3 － 3 28 危機管理部 原子力防災課

柱立記号

２　環境放射線モニタリングの実施と体制の充実・分かりやすい情報発信　　

令和６年度の実績及び令和７年度の対応方針 資料２
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３　防犯の推進

１　防犯意識の向上 Ｐ．３４

防犯に関する情報提供、指導を通じた取組 3 － 1 － 1 34 警察本部 地域企画課

地域安全情報の発信 3 － 1 － 2 34 警察本部 生活安全企画課

子どもの安全教育の充実 3 － 1 － 3 34 教育庁、警察本部
高校教育課、特別支援教育課、健康教育
課、少年女性安全対策課

サイバー犯罪被害防止 3 － 1 － 4 34 警察本部 サイバー犯罪対策課

２　防犯活動の充実 Ｐ．３４

防犯ボランティア活動支援 3 － 2 － 1 34 生活環境部、警察本部 生活環境総務課、生活安全企画課

各主体が連携した地域安全活動の推進 3 － 2 － 2 34 警察本部 生活安全企画課、地域企画課

被災者等による自主防犯組織への支援 3 － 2 － 3 34 警察本部 生活安全企画課

３　防犯環境の整備 Ｐ．３４

地域社会の連携による子どもの安全確保　 3 － 3 － 1 34 教育庁、警察本部
義務教育課、特別支援教育課、健康教育
課、少年女性安全対策課

学校における安全確保 3 － 3 － 2 34 教育庁 高校教育課、特別支援教育課、健康教育課

犯罪が起こりにくい環境整備 3 － 3 － 3 35 警察本部 生活安全企画課

４　防犯体制の整備 Ｐ．３５

地域に密着した警防活動の推進 3 － 4 － 1 35 警察本部 地域企画課

金融強盗、「なりすまし詐欺」等被害の防止 3 － 4 － 2 35 警察本部 生活安全企画課

店舗対象の強盗事件等被害の防止 3 － 4 － 3 35 警察本部 生活安全企画課

４　虐待等対策の推進

１　虐待等防止のための意識の向上 Ｐ．４０

暴力、虐待防止の周知啓発　 4 － 1 － 1 40 保健福祉部、こども未来局 高齢福祉課、障がい福祉課、児童家庭課

障がい者の権利擁護の推進 4 － 1 － 2 40 保健福祉部 障がい福祉課

施設等にける虐待防止対策 4 － 1 － 3 40 保健福祉部、こども未来局 高齢福祉課、障がい福祉課、児童家庭課

２　虐待等の防止体制の強化 Ｐ．４０

関係機関連携によるＤＶ防止対策　 4 － 2 － 1 40 こども未来局 児童家庭課

児童相談所による総合的な支援の強化 4 － 2 － 2 40 こども未来局 児童家庭課

高齢者虐待に関する市町村ネットワークへの支援 4 － 2 － 3 40 保健福祉部 高齢福祉課

障がい者虐待防止ネットワーク構築 4 － 2 － 4 40 保健福祉部 障がい福祉課

３　虐待等の被害者又はその家族等への支援 Ｐ．４０

関係機関連携によるＤＶ被害者支援 4 － 3 － 1 40 こども未来局 児童家庭課

虐待を受けた児童への保護・支援　 4 － 3 － 2 40 こども未来局 児童家庭課

高齢者虐待の被害者等への支援　 4 － 3 － 3 41 保健福祉部 高齢福祉課

５　交通安全の推進

１　交通安全意識の向上 Ｐ．４６

段階的かつ体系的な交通安全教育の推進 5 － 1 － 1 46
総務部、生活環境部、教育
庁、警察本部

私学・法人課、生活交通課、健康教育課、高
校教育課、交通企画課

住民参加と協働の推進 5 － 1 － 2 46 生活環境部、警察本部 生活交通課、交通企画課

２　交通安全活動の充実 Ｐ．４６

民間団体等の主体的活動の推進 5 － 2 － 1 46 生活環境部、警察本部 生活交通課、交通企画課

交通ボランティア活動支援 5 － 2 － 2 46 生活環境部、警察本部 生活交通課、交通企画課

交通規則遵守の推進 5 － 2 － 3 46 警察本部 交通企画課

３　道路交通環境に配慮した交通安全対策の推進 Ｐ．４６

通学路交通安全プログラムに基づく交通安全対策 5 － 3 － 1 46 土木部 道路整備課

事故分析による事故削減対策 5 － 3 － 2 46
生活環境部、土木部、警察
本部

生活交通課、道路計画課、道路整備課、交
通企画課、交通規制課

地域の特性に応じた交通規制 5 － 3 － 3 46 警察本部 交通規制課

地域住民と連携した「人」優先の道路交通環境整備 5 － 3 － 4 46 土木部、警察本部 道路整備課、交通規制課
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６　医療に関する県民参画等の推進

１　疾病に対する正しい知識の普及啓発 Ｐ．５０

生活習慣病に関する正しい知識の普及啓発 6 － 1 － 1 50 保健福祉部 健康づくり推進課

感染症に対する正しい知識等の普及啓発 6 － 1 － 2 50 保健福祉部 感染症対策課

心の健康や自殺予防に関する知識の普及啓発・相談
支援

6 － 1 － 3 50 保健福祉部 障がい福祉課

認知症に関する理解促進 6 － 1 － 4 50 保健福祉部 高齢福祉課

２　献血等医療提供に関する県民参加の促進 Ｐ．５０

献血運動の普及啓発　 6 － 2 － 1 50 保健福祉部 薬務課

骨髄バンクやアイバンクドナー登録の促進 6 － 2 － 2 50 保健福祉部 地域医療課

３　行政と医療関係団体との連携の強化 Ｐ．５０

医療提供体制の構築 6 － 3 － 1 50 保健福祉部 地域医療課

関係機関連携による献血の促進 6 － 3 － 2 50 保健福祉部 薬務課

市町村との連携強化 6 － 3 － 3 50 保健福祉部 障がい福祉課

４　東日本大震災・原子力災害の影響を踏まえた健康管理 Ｐ．５１

放射線の影響に対する健康管理 6 － 4 － 1 51 保健福祉部 県民健康調査課

被災者の心のケア 6 － 4 － 2 51
総務部、保健福祉部、こども
未来局

私学・法人課、社会福祉課、障がい福祉課、
児童家庭課

児童生徒の望ましい運動習慣や食習慣の確立 6 － 4 － 3 51 教育庁 健康教育課

７　食品の安全確保の推進

１　県民の食品の安全確保に関する意識の向上 Ｐ．５６

食の安全に関する情報の共有と普及啓発の推進 7 － 1 － 1 56
生活環境部、保健福祉部、
農林水産部

消費生活課、食品生活衛生課、環境保全農
業課、林業振興課

食の安全に関するリスクコミュニケーションの促進 7 － 1 － 2 56 保健福祉部、農林水産部 食品生活衛生課、農林企画課

食育の推進 7 － 1 － 3 56
保健福祉部、農林水産部、
教育庁

健康づくり推進課、農産物流通課、健康教育
課

２　食品の安全対策の強化 Ｐ．５６

ふくしまHACCPの導入普及に関する取組 7 － 2 － 1 56 保健福祉部 食品生活衛生課

流通・販売段階における監視・指導の強化 7 － 2 － 2 56 保健福祉部、農林水産部
食品生活衛生課、環境保全農業課、農産物
流通課

食の安全を確保するための検査体制の充実・強化 7 － 2 － 3 56 保健福祉部、教育庁 食品生活衛生課、薬務課、健康教育課

関係機関との連携強化 7 － 2 － 4 56
生活環境部、保健福祉部、
農林水産部

消費生活課、食品生活衛生課、環境保全農
業課

３　食品中の放射性物質対策への取組 Ｐ．５６

放射性物質測定の実施と測定結果の発信 7 － 3 － 1 56
生活環境部、保健福祉部、
商工労働部、農林水産部、
教育庁

消費生活課、食品生活衛生課、産業振興
課、環境保全農業課、農産物流通課、畜産
課、林業振興課、健康教育課

放射性物質対策の情報共有とリスクコミュニケーショ
ンの促進

7 － 3 － 2 56
生活環境部、保健福祉部、
農林水産部

消費生活課、食品生活衛生課、農産物流通
課、林業振興課

８　生活環境の保全

１　生活環境保全に関する意識の向上 Ｐ．６０

水・大気環境に関する普及啓発 8 － 1 － 1 60 生活環境部 水・大気環境課

廃棄物等の適正処理推進に向けた普及啓発 8 － 1 － 2 60 生活環境部 一般廃棄物課、産業廃棄物課

地球温暖化対策等に向けた意識啓発 8 － 1 － 3 60 生活環境部 環境共生課

環境教育の充実と指導者の育成 8 － 1 － 4 60 生活環境部 生活環境総務課

２　環境保全対策の強化（監視、調査を含む） Ｐ．６０

工場・事業場に対する監視の強化 8 － 2 － 1 60 生活環境部 水・大気環境課

産業廃棄物の適正処理推進や不法投棄対策の実施 8 － 2 － 2 60 生活環境部 産業廃棄物課

県民総ぐるみの地球温暖化対策 8 － 2 － 3 60 生活環境部 環境共生課

３　生活環境保全のための体制の整備 Ｐ．６０

事故発生時の対応 8 － 3 － 1 60 生活環境部 水・大気環境課

市町村の取組支援 8 － 3 － 2 61 生活環境部 一般廃棄物課、産業廃棄物課

不法投棄広域化への対応 8 － 3 － 3 61 生活環境部 産業廃棄物課

参加と連携・協働による環境保全活動の推進 8 － 3 － 4 61 生活環境部 環境共生課

事業者等への支援 8 － 3 － 5 61 商工労働部 経営金融課

４　放射性物質に対する正しい知識の普及と環境汚染からの回復 Ｐ．６１

環境放射線モニタリングの実施 8 － 4 － 1 61 危機管理部、生活環境部 原子力防災課、自然保護課

除染等の着実な実施 8 － 4 － 2 61 生活環境部 中間貯蔵・除染対策課

中間貯蔵施設の安全確保 8 － 4 － 3 61 生活環境部 中間貯蔵・除染対策課

放射線教育の推進 8 － 4 － 4 61 教育庁 義務教育課
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９　消費者の安全確保の推進

１　消費者の安全意識の向上 Ｐ．６６

消費者への情報提供 9 － 1 － 1 66 生活環境部 消費生活課

世代ごとの特性に応じた消費者教育・啓発の実施 9 － 1 － 2 66 生活環境部 消費生活課

情報活用能力の向上 9 － 1 － 3 66
企画調整部、こども未来局、
教育庁

デジタル変革課、こども・青少年政策課、高
校教育課、義務教育課

消費者団体の育成 9 － 1 － 4 66 生活環境部 消費生活課

２　消費者のための安全対策の強化 Ｐ．６６

不当表示・取引に対する事業者への指導 9 － 2 － 1 66 生活環境部 消費生活課

安全三法に基づく販売事業者への立入検査の実施 9 － 2 － 2 66 生活環境部 消費生活課

消費者事故等に関する情報の周知 9 － 2 － 3 66 生活環境部 消費生活課

福島県消費者安全確保地域協議会の開催及び情報
共有

9 － 2 － 4 66 生活環境部 消費生活課

市町村における消費者安全確保地域協議会の設置
や消費生活協力員・協力団体の活用に向けた支援

9 － 2 － 5 66 生活環境部 消費生活課

３　消費者被害の防止と救済 Ｐ．６６

県消費生活センターの相談対応機能強化 9 － 3 － 1 66 生活環境部 消費生活課

市町村相談窓口の充実等の支援 9 － 3 － 2 67 生活環境部 消費生活課

製品事故の原因調査 9 － 3 － 3 67 生活環境部 消費生活課

4



１　防災の推進
じ

指標番号 指標名 現況値
令和７年度

目標値

(1) 防災意識の向上と避難行動の実践

　1-1-1 防災に関する普及啓発

　Ｒ４年度に公表した地震・津波被害想定調査
調査結果の概要版（リーフレット）や啓発用資料
を活用するなど、市町村と協力して調査結果等
を広く周知することで、県民一人一人の防災に
対する意識付けを図る。

地震・津波被害想定
調査結果活用震災対
策事業

  Ｒ４年度に公表した被害想定調
査結果を一人でも多くの方に
知ってもらい、感震ブレーカーの
設置や家具の固定など一人一人
が事前に対策することによって、
その被害を減らすことが出来る
ことを知ってもらい防災意識の
向上及び事前の対策強化を図
る。

①市町村防災訓練３回、②その他イベント１
回に参加し、住民の防災意識向上に取り組
んだ。

特になし
＜Ｒ７年度の状況＞
  規模・内容・手法を維持して継続

地震・津波被害想定
調査結果活用震災対
策事業

－
危機管理

部
災害対策課

　1-1-2 「マイ避難」の推進

　1-1-3 学校における防災教育の実施

　主に小学校を対象とした防災出前講座を実
施し、地域防災力の向上を促す。

そなえるふくしま防
災事業（再掲）

　そなえるふくしまノートやマイ避
難ノートなどを活用した出前講座
を開催し、県民に対して、「防災意
識の向上」に資する防災啓発の取
組を実施する。

防災出前講座受講者数　3,421人 　方部別の実施状況に偏りがある

＜Ｒ７年度の状況＞
　規模・内容・手法を一部見直しして継続
＜今後の方向性＞
　災害が激甚化・頻発化していることから、より多くの県
民に対して、広く防災啓発を行い防災意識を高めて災
害発生時の適切な避難行動につなげていく必要があ
る。
　講座内容を児童自身が考える項目を盛り込むなど、出
前講座等の啓発効果をより高め、防災意識の深化を図
る。

そなえるふくしま防
災事業

1-10

大規模災害に備え
て、避難場所の確認
や食料の備蓄などを
行っていると回答し
た県民の割合

41.80% 69.80%
危機管理

部
危機管理課
災害対策課

　高校生向けの啓発として、Ｒ４年度に公表し
た地震・津波被害想定調査に係る啓発資料を
活用するとともに、要望に応じて職員を派遣し
て説明を行う。

－

　Ｒ４年度に公表した被害想定調
査結果を一人でも多くの方に
知ってもらい、感震ブレーカーの
設置や家具の固定など一人一人
が事前に対策することによって、
その被害を減らすことが出来る
ことを知ってもらい防災意識の
向上及び事前の対策強化を図
る。

　Ｒ４年11月25日に公表した福島県地震・
津波被害想定調査結果に基づき、高校生向
けの啓発リーフレットを作成した。その上で
教育庁関係機関に対して授業等での活用を
依頼するとともに、出前講座の実施周知を
行った。

　教育庁関係機関からの出前講座の依頼
が無かった。

＜Ｒ７年度の状況＞
　規模・内容・手法を一部見直しして継続
＜今後の方向性＞
　教育庁関係機関からの要望が見込まれない場合は、
各種イベント等を通して学生に対しても周知啓発を行
う。

－ －
危機管理

部
災害対策課

　各学校において、避難訓練や教科横断的な取
組等により、防災教育の充実を図るよう促す。
　児童生徒への防災教育が充実するよう、学校
安全指導者養成研修会を実施する。（３地区）

学校安全教室推進事
業（健康）

　県内学校の安全教育担当者を
対象に効果的な安全対策の在り
方について研修を行う。（健康）

　福島県学校安全指導者養成研修会を実施
した。（10/3相双地区、10/8県北地区、
10/10県南地区）（健康）

－

＜Ｒ7年度の状況＞
　規模・内容・手法を維持して継続
＜今後の方向性＞
　Ｒ６年度は中央研修の内容の伝達講習により、防災意
識を高める教育の充実を図った。Ｒ７年度も同様に行
う。（健康）
　各学校において、避難訓練や教科横断的な取組等に
より、防災教育の充実を図るよう促す。

学校安全教室推進事
業（健康）

－ 教育庁

義務教育課
特別支援教育
課
健康教育課

　震災学習の教材開発に苦慮する教員がいる
ことから、学校現場での震災、防災教育に寄与
するために、教職員対象の研修会を行う。

福島県災害時学校支
援チーム「HOPE-F」

　教育庁職員及び県立学校教員
により、福島県災害時学校支援
チーム「HOPE-F」を構成する。
発災時の学校再開支援を行うと
ともに、学校等で行われる防災教
育の取組を推進する。また、チー
ム員以外の教職員を対象とした
研修会を開催する。

令和７年度新規事業 －

＜令和７年度の状況＞
　新規事業として、チーム員の募集を開始した。研修会
を行い、学校等での防災教育に寄与するとともに、発災
時に備える。

福島県災害時学校支
援チーム「HOPE-F」

－ 教育庁
教育総務課
社会教育課

2

　「ふくしまマイ避難ノート」や
「マイ避難シート作成専用サイ
ト」等を活用して、災害を自分
ごとと捉え、日頃から適切な避
難行動を考える「マイ避難」の
定着・実践に向けた啓発活動に
取り組みます。

　「災害の被害の大きさ」や「命を守るための避
難の必要性」を県民に浸透させ、マイ避難の定
着を図るため、各種媒体を用いた啓発を実施
するとともに、子育て世代を中心とした災害に
関する様々な「体験」ができる総合防災イベント
を昨年度より規模を拡大して開催する。また、
マイ避難推進員や地域防災サポーターによる講
習会を開催して、マイ避難シートの作成の促進
を行う。加えて、マイ避難シートを作成できる防
災アプリの機能改修を行い,より防災意識の高
揚、防災行動の「実践」につなげていく。

災害からいのちを守
る啓発事業

令和６年度取組内容

3

　防災をテーマとした学校行事
や授業において、自然災害発生
のメカニズムや本県の災害リス
ク、災害時の正しい行動、負傷
者に対する応急処置について
学ぶことにより、防災を身近な
問題として認識させ、危険を予
測し、自らの判断で行動できる
よう取組を進めます。

施策推進に向けた具体的取
組

No.
取組に関わる事業

名

今年度（令和７年
度）取組に関わる

事業名
今年度（令和７年度）の対応方針事業内容に係る課題事業の進捗（令和６年度実績）事業の概要

令和６年度の実績及び令和７年度の対応方針

1

　防災に関する出前講座やセミ
ナーの実施、ホームページ・各
種広報媒体やイベント等による
普及啓発、県危機管理センター
見学の積極的な受入などを通
じて、地震や津波、風水害等を
始めとした様々な災害に対す
る県民一人一人の防災意識の
高揚を図ります。

1-11

１　いのちを守る啓発事業
（１）マイ避難推進講習会
災害リスクエリアに居住する住民
に対し講習会を開催し、県民にマ
イ避難シートの作成等を説明し、
防災行動の変容を促す。
（２）広報委託
様々な媒体ににより県民に対す
るマイ避難の普及定着を図る。
２　マイ避難普及定着事業
（１）防災イベント
防災イベントを開催し、県民に対
する防災知識等の習得機会を創
出する。（11/２開催）
３　防災DX推進事業
（１）防災アプリの運用保守
防災情報を一元化し、県民の防災
意識の向上を図る。

１　いのちを守る啓発事業
（１）マイ避難推進講習会
　　　受講者2,599人
（２）広報委託
　　　TV（CM、企画)、新聞、ラジオ、WEB、
SNSで広報実施
２　マイ避難普及定着事業
（１）防災イベント
　　　来場者6,600人
３　防災DX推進事業
（１）防災アプリの運用保守

１　いのちを守る啓発事業
    実施地域に偏りがある
２　マイ避難普及定着事業
（１）防災イベント
　　３年連続で郡山市の開催であり、他地域
での防災啓発が必要。来場者に防災意識を
高めていただくことはもとより、防災行動
の実践に移していただくための仕掛けの
強化が必要

＜Ｒ７年度の状況＞
　規模・内容・手法を継続
＜今後の方向性＞
１　いのちを守る啓発事業
（１）マイ避難推進講習会
  防災士資格を有する防災サポーターによるマイ避難推
進講習会に重点を置くことで、実施地域の偏在の解消
に努める。
２　マイ避難普及定着事業
（１）防災イベント
　近年災害が頻発しているいわき市で初めて開催する。
イベントの内容を抜本的に見直し、災害を疑似体験でき
るプログラムや防災食ワークショップを新たに盛り込む
など、来場者に防災行動の実践に移していただくため
の仕掛けを強化

災害からいのちを守
る啓発事業
そなえるふくしま防
災事業

危機管理課
災害対策課

災害に備えて、自分
（自宅）の避難計画を
作成していると答え
た県民の割合

8.00% 18.62% 以上
危機管理

部

関連指標
担当部局 担当課

　主に小学校を対象とした防災出前講座を実
施し、地域防災力の向上を促す。

　そなえるふくしまノートやマイ避
難ノートなどを活用した出前講座
を開催し、県民に対して、「防災意
識の向上」に資する防災啓発の取
組を実施する。

防災啓発の実施
　①危機管理センター施設見学での防災講
座受講者数　1,352人
　②防災出前講座受講者数　3,421人

方部別の実施状況に偏りがある

＜Ｒ７年度の状況＞
　規模・内容・手法を一部見直しして継続
＜今後の方向性＞
　災害が激甚化・頻発化していることから、より多くの県
民に対して、広く防災啓発を行い防災意識を高めて災
害発生時の適切な避難行動につなげていく必要があ
る。講座内容を児童自身が考える項目を盛り込むなど、
出前講座等の啓発効果をより高め、防災意識の深化を
図る。

そなえるふくしま防
災事業

1-8
危機管理課
災害対策課

自分の暮らす地域
は、自然災害や大規
模な火災などに対し
て安心して暮らせる
災害に強い地域だと
回答した県民の割合

47.7% 47% 以上
危機管理

部
そなえるふくしま防
災事業
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１　防災の推進
じ

指標番号 指標名 現況値
令和７年度

目標値

令和６年度取組内容
施策推進に向けた具体的取

組
No.

取組に関わる事業
名

今年度（令和７年
度）取組に関わる

事業名
今年度（令和７年度）の対応方針事業内容に係る課題事業の進捗（令和６年度実績）事業の概要

令和６年度の実績及び令和７年度の対応方針

関連指標
担当部局 担当課

　1-1-4 防災訓練の促進

4

　将来想定される地震等の災
害について県民へ広く周知を
図るとともに、地域や市町村に
おける防災訓練の実施を促進
します。

　Ｒ４年度に公表した地震・津波被害想定調査
の調査結果の概要版（リーフレット）や啓発資料
を活用するなど、調査結果等を広く周知するこ
とで、県民一人一人の防災に対する意識付け
を図る。
　また、広域津波避難訓練を沿岸市町と連携し
て実施するとともに、県内5方部で地方防災訓
練を実施予定。

地震・津波被害想定
調査結果活用震災対
策事業(再掲)

　住民の津波に対する避難意識
向上のために、沿岸市町村と連
携して、有事に備えて平時より避
難訓練を実施する

　自衛隊と共同して実施する「みちのくア
ラート２０２４」にて、県が主導する防災訓練
に沿岸３市町に参加してもらい、発災時の
連携強化に取り組んだ。
　また、沿岸市町と連携した広域津波避難
訓練を10月から11月にかけて行い、地震・
津波被害想定調査結果に基づく啓発を行っ
た。

　各市町が訓練の実施日や内容等を決定
するが、県が主導となった訓練が出来てい
ない。

＜Ｒ７年度の状況＞
　規模・内容・手法を一部見直しして継続
＜今後の方針＞
　沿岸市町の学校・企業・福祉施設等を対象に地震・津
波避難訓練「シェイクアウト訓練」を実施し、県民の防災
意識の向上目指す。

地震・津波被害想定
調査結果活用震災対
策事業

－
危機管理

部
災害対策課

　1-1-5 震災教訓等の伝承

東日本大震災・原子
力災害伝承館管理運
営事業

　甚大な災害に見舞われた福島
県の記録及び教訓、復興のあゆ
みを着実に進める過程を収集、保
存及び研究し、風化させることな
く後世に引き継ぎ、国内外へ共有
するとともに、福島イノベーショ
ン・コースト構想の推進及び本県
の復興の加速化に寄与すること
を目的に設置する東日本大震災・
原子力災害伝承館（以下「伝承
館」）の管理運営を指定管理者に
委託する。

○伝承館管理運営
　入館者数　８６，５５１人、収集資料点数：１
０,５９９点、一般研修：3４６団体（１４,５１２
人）、専門講座：６団体（1２６人）、展示：企画
展２回・県外出張展示３回・海外出張展（フラ
ンス）１回、調査研究：研究活動報告会、学術
研究集会を実施
○復興のあゆみ・魅力発信
　１０月、３月にイベント実施、モニターツ
アー３回実施、県外で県内1２伝承施設のパ
ネル展を開催

・甚大な複合災害に見舞われた福島県の記
録及び教訓、復興のあゆみを風化させるこ
となく後世に引き継ぐため、伝承館での来
館体験の向上を通じて、新規来館者層を開
拓するとともにリピート利用を促し、来館
者の増に務める必要がある。

＜Ｒ７年度の状況＞
　規模・内容・手法を維持して継続
＜今後の方向性＞
・当該事業は総合計画の基本指標に、プラスの影響を与
えた。
（当該事業は、伝承館の管理運営であり、伝承館の来館
者数に直結するため。）
・伝承館の資料収集や調査・研究の成果を活かして、復
興の進展を踏まえた展示更新、魅力的な企画展開催及
び研修内容の充実を図ることで、来館体験を向上しリ
ピート利用を促す取組。
・震災学習に利用する事前学習教材の普及、伝承館を核
とした交流促進など、来館者の裾野を拡大する取組。
・上記により、令和７年度以降も成果が期待できる。

東日本大震災・原子
力災害伝承館管理運
営事業

　被災地図書館支援事業
　被災地域の図書館及び公民館図書室が行う、
学校図書室支援活動や地域住民の学習環境を
整えるため、地域を知り、支えるための資料を
収集し、移動図書館車（あづま号）による巡回貸
出を行う。

被災地図書館支援事
業

１　被災地図書館支援事業
　被災地域の図書館及び公民館
図書室が行う学校図書館支援活
動や地域住民の学習環境を整え
るため、移動図書館車の巡回によ
る資料の貸出を行う。

　被災８町村を移動図書館（あづま号）で巡
回し、本の貸出、巡回施設の読書活動運営
支援を行った。

　未だ休館中の自治体へは、教育委員会担
当職員へ研修会・会議等への参加を呼び掛
けるなど、連絡を密に取って、何かあれば
いつでも相談してもらえる体制をとってい
る。一方で、巡回先町村からの資料要望が
多数あり、現状予算の中では震災学習用資
料を十分に購入・貸出できない状態のた
め、被災地図書館の全ての要望に応えられ
るだけの資料を揃えるまでに至っていな
い。

＜Ｒ7年度の対応方針＞
　規模・内容・手法を維持して継続
＜今後の方向性＞
（成果が十分に確保できる見通し）
　当該事業は計画の基本指標にプラスの影響を与えた。
なぜなら、当該事業は移動図書館による被災地への資
料貸出冊数が増加傾向にあることや被災地の図書館
サービスの向上につながったためプラスの影響を与え
たといえる。課題の解決としては、引き続き必要な予算
確保に努め、また、限られた予算の中で貸出の多い児童
資料の購入比率を上げるなどして、被災町村の要望に
応え、サービスの維持・継続を図ることがあげられる。

被災地図書館支援事
業

1-14

住民やNPOなどに
よる地域活動に積極
的に参加していると
回答した県民の割合

15.5% 21.9% 以上 教育庁 社会教育課

－

5

　東日本大震災・原子力災害や
自然災害等に関連する資料等
を収集・保存し、広く県民に情
報提供して、その教訓を次世代
に伝承します。

　東日本大震災・原子力災害伝承館
・常設展示の他、企画展を２回開催
「福島と放射線」、「長期避難と祭り」
・Ｒ６年度の入館者数：８６,５５１人

次世代につなぐ震災伝承事業
・東日本大震災・原子力災害ふくしま語り部ネッ
トワーク会議（２回開催）
・伝承者育成プログラム検討プロジェクトチー
ム会議（２回開催）
・県外語り部派遣（年間44人派遣）
・伝承者育成講座（全４回）
・伝承者英語講座（全４回）
・交流会開催

次世代へつなぐ震災
伝承事業

　語り部団体等のネットワーク化
や、人材育成、県外等への語り部
派遣を行うことで、語り部等の持
続的な活動の仕組みづくりに取
り組み、次世代への震災の記憶と
教訓の伝承につなげていく。

・伝承者育成講座（全4回）　14人を育成し
た。
・伝承者育成英語講座（全4回）3人を育成
した。
・3.11被災地視察研修（令和6年10月10
～11日）
・ふくしま震災伝承者交流会（令和6年11月
19日）
・ふくしま震災等語り部県外派遣者数44人

・発災から14年が経過し、語り部の高齢化
による後継者の不足などが課題となって
おり、語り部の発掘や人材育成をする必要
がある。
・県外からのニーズが高いため、県外語り
部派遣数をより拡大する必要がある。
・インバウンド増加に対応するため、新たに
中国語でスピーチできる語り部を育成する
必要がある。

＜Ｒ７年度の状況＞
　規模・内容・手法を一部見直しして継続
＜今後の方向性＞
（成果が十分に確保できる見通し）
・当該事業は総合計画の基本指標に、プラスの影響を与
えた。
（当該事業により語り部の活動が拡大し、講話の聴講者
の複合災害に対する関心を喚起し東日本大震災・原子
力災害伝承館に訪れる循環ができるため。）
・伝承者育成講座修了者を、ふくしま語り部ネットワーク
会議会員に新たに登録し、交流会を通じて、新たな人材
発掘や質の向上を図る。
・県外語り部派遣数を拡大する。
・新たに中国語で震災講話ができる語り部を育成する。

次世代へつなぐ震災
伝承事業

文化ス
ポーツ局

生涯学習課

6



１　防災の推進
じ

指標番号 指標名 現況値
令和７年度

目標値

令和６年度取組内容
施策推進に向けた具体的取

組
No.

取組に関わる事業
名

今年度（令和７年
度）取組に関わる

事業名
今年度（令和７年度）の対応方針事業内容に係る課題事業の進捗（令和６年度実績）事業の概要

令和６年度の実績及び令和７年度の対応方針

関連指標
担当部局 担当課

(2)地域防災活動の充実

　1-2-1 自主防災組織の活動促進

地区防災計画を策定した実績の無い市町村
30市町村30地区を対象に、防災士等を派遣
するなどして策定に向けた支援を実施する。

社会全体で災害対策
に備えるための防災
体制強化事業

　地区防災計画の策定支援、未策
定市町村への制度理解研修を行
う。

　地区防災計画未策定市町村の職員と県職
員、地域の防災士等と協働でワークショップ
を開催し計画作成の支援を行った。
　県中、相双、いわき地区の9市町17地区
において地区防災計画の策定を支援した。

地区防災計画の策定を支援した地区が担
い手不足により継続して計画の更新や作
成のノウハウを地区に継承することができ
ていないのが課題である。

＜Ｒ７年度の状況＞
　規模・内容・手法を一部見直して継続
＜今後の方向性＞
　地域の防災士を活用して地域で持続可能な形で実施
する。また、この地区防災計画をツールに地域の防災活
動をとおして地域コミュニティの醸成・再生を図る取組
としている。

地域防災力強化支援
事業

1-14

住民やNPOなどに
よる地域活動に積極
的に参加していると
回答した県民の割合

15.5% 21.9% 以上
危機管理
部

災害対策課

　自主防災組織が実施する研修や訓練につい
て、市町村が負担または補助する経費の一部
を助成する補助事業を実施する。

福島県自主防災組織
活動促進・資機材整
備事業補助金

　自主防災組織が実施する研修
や訓練について、市町村が負担ま
たは補助する経費の一部を助成
する補助事業を実施する。

　6市町37団体に補助金を交付。
　市町村への周知を実施しているが、なお
周知の徹底が必要。

＜Ｒ７年度の状況＞
　規模・内容・手法を維持して継続。
＜今後の方向性＞
 自主防災組織の活動促進や設立に係る事業について、
未活用の市町村を訪問して事業の周知を図る。

福島県自主防災組織
活動促進・資機材整
備事業補助金

1-1
自主防災組織活動カ
バー率

73.6% 82.6%
危機管理
部

災害対策課

　1-2-2 自主防災組織新規設立の支援

7

　市町村へ必要な助言を行うと
ともに、自主防災組織のアドバ
イザーを派遣するなどして、自
主防災組織の新規設立を支援
します。

　新規に自主防災組織を設立する団体に加え、
既存の団体が実施する防災資機材の整備につ
いて、市町村が負担又は補助する経費の一部
を助成する補助事業を実施する。

福島県自主防災組織
活動促進・資機材整
備事業補助金（再掲）

　新規に自主防災組織を設立す
る団体に加え、既存の団体が実施
する防災資機材の整備について、
市町村が負担又は補助する経費
の一部を助成する補助事業を実
施する。

　5市町13団体に補助金を交付。
　市町村への周知を実施しているが、なお
周知の徹底が必要。

＜Ｒ７年度の状況＞
　規模・内容・手法を維持して継続。
＜今後の方向性＞
 自主防災組織の活動促進や設立に係る事業について、
未活用の市町村を訪問して事業の周知を図る。

福島県自主防災組織
活動促進・資機材整
備事業補助金

1-1
自主防災組織活動カ
バー率

73.6% 82.6%
危機管理
部

災害対策課

　1-2-3 地域防災活動の中心となる人材の育成

8

　地域における共助の中心とな
る人材を一人でも多く育成す
るため、地域の指導的立場にあ
る方（町内会長）等を対象に、自
主防災組織の活動に関する研
修会を開催します。

　県中、相双地方で自主防災組織リーダー研修
会を開催し、先進事例や避難所運営等に係る
演習を行うことにより地域防災活動の人材育
成を図る。

社会全体で災害対策
に備えるための防災
体制強化事業

　自主防災組織のリーダーや町内
会長等を対象とした研修会の開
催。

　先進事例の講話や避難所運営等に係る演
習を行うことにより地域防災活動の人材育
成を図った。
　郡山市(2回実施)、南相馬市で計3回自主
防災組織リーダー研修会を開催し延べ265
名に研修を行った。

共助活動の担い手の掘り起こしが必要。

＜Ｒ７年度の状況＞
　規模・内容・手法を維持して継続
＜今後の方向性＞
　自主防災組織の活動促進や設立に係る事業につい
て、市町村を訪問して事業説明を行い、事業の周知を図
る。また、自主防災組織等の活動の担い手として防災士
利活用事業(地域防災サポーター事業)により、他の事
業と連動して地元で防災活動を促進する人材の育成、
支援を行っていく。

地域防災力強化支援
事業

1-1
自主防災組織活動カ
バー率

73.6% 82.6%
危機管理
部

災害対策課

　1-2-4 災害ボランティアセンター等との連携強化

　「福島県災害ボランティアネットワーク連絡
会」（事務局：県社協）に参画し、平時から関係
機関間での情報共有を実施するなど、災害時
の円滑な被災者支援に向け、連携協力関係の
強化を図る。

－ －
　Ｒ6年5月28日に開催された連絡会に参
加し、関係機関との情報共有や意見交換を
実施した。

 特になし。

＜Ｒ7年度の状況＞
　規模・内容・手法を維持して継続
＜今後の方向性＞
　「福島県災害ボランティアネットワーク連絡会」（事務
局：県社協）に参画し、平時から関係機関間での情報共
有を実施するなど、災害時の円滑な被災者支援に向け、
連携協力関係の強化を図る。

－ －
危機管理
部

災害対策課

　地域福祉の推進のため、ボランティア活動へ
の参加機会の醸成、活動の普及を図るととも
に、平時、災害時を問わずボランティア活動が
円滑に行われるよう情報共有、意見交換等の
会議を行い、体制の整備と強化を図る。

福祉ボランティア活
動強化支援事業

　ボランティア活動への参加機会
の醸成、活動の普及を図るととも
に、平時、災害時を問わずボラン
ティア活動が円滑に行われるよう
体制の整備及び強化を図る。

・ボランティア活動普及・促進のための研
修・セミナー等を開催（延べ13回）
・災害ボランティアに関する連絡会、担当者
会議、研修会の開催（延べ４回）

　災害時にボランティア活動が円滑に行わ
れるよう、平時からの備えや体制整備、連
携強化を図る必要がある。

＜Ｒ７年度の状況＞
　規模・内容・手法を維持して継続
＜今後の方向性＞
　引き続きボランティア活動への参加機会の醸成、活動
の普及を図るとともに、平時、災害時を問わずボラン
ティア活動が円滑に行われるよう体制の整備及び強化
を図る。

福祉ボランティア活
動強化支援事業

1-14

住民やNPOなどに
よる地域活動に積極
的に参加していると
回答した県民の割合

15.5% 21.9% 以上
保健福祉
部

社会福祉課

(3)消防防災活動の充実

　1-3-1 消防団の充実強化に向けた取組

ふくしま消防団サポート企業の募
集、高校生等を対象とする消防団
活動を中心とした消防防災出前
講座や消防団員確保対策研修会
を開催するとともに、県と市町村
が連携し、地域の実情に応じた消
防団員の確保に向けて市町村を
支援する。

　８校にて出前講座を実施し、消防団の活動
内容について周知を図った。
　ふくしま消防団サポート企業など、消防団
活動を支援する制度や、機能別消防団につ
いて、市町村や消防団幹部を対象とした研
修会で周知した。

　消防団自体は広く周知されているが、活
動内容が十分知られていないことから、Ｓ
ＮＳなどを活用しながら、具体的な活動内
容も周知する必要がある。

消防団入団促進支援
事業

＜Ｒ７年度の状況＞
　規模・内容・手法を一部見直しして継続
＜今後の方向性＞
　消防団活動について、特に若者への周知を強化するた
め、SNSを活用して、動画による広報を行うとともに、
SNSを活用した広報手法に関する研修会を開催する。
　また、消防団員の確保に向け、先進的な取り組みを
行っている市町村の事例を紹介する。

危機管理
部

消防保安課1-2
消防団員数の条例定
数に対する充足率

82.7% 88.4%

6

　自主防災組織の活動を促進
するため、市町村や自主防災組
織を対象とした研修会等を開
催し、地域における地区防災
マップや地区防災計画の作成
を支援します。

消防団入団促進支援
事業

10

　高校等における消防防災出前
講座の開催や事業所訪問、消防
団員の魅力向上につながるよ
うなインセンティブ事業の実施
等により消防団への理解と加
入の促進を図るとともに、市町
村に対し火災予防活動や大規
模災害時の活動など一定の消
防団活動のみを行う機能別団
員制度の導入を促進します。

　高校生を初めとする若者の消防団への理解
を深め、消防団への加入促進に繋げるため県
立高校、専門学校等を対象にふくしま消防出前
講座を実施する。
　消防団員確保に向け、市町村担当者、消防団
幹部及び一般消防団員を対象に、多様な消防
団員確保の制度や先進的な取り組み等の紹介
を行う研修会を１２月頃に開催する。
　機能別団員制度が未導入の市町村に対して、
研修会などを通じて、県内外の事例を紹介する
など、導入に向けた支援を行う。

9

　大規模災害時に、被災者支援
の重要な役割を果たしている
災害ボランティア等が円滑に活
動できるよう、災害ボランティ
アセンターを設置･運営する社
会福祉協議会やボランティア団
体、その他関係団体との連携協
力関係の強化を図ります。

7



１　防災の推進
じ

指標番号 指標名 現況値
令和７年度

目標値

令和６年度取組内容
施策推進に向けた具体的取

組
No.

取組に関わる事業
名

今年度（令和７年
度）取組に関わる

事業名
今年度（令和７年度）の対応方針事業内容に係る課題事業の進捗（令和６年度実績）事業の概要

令和６年度の実績及び令和７年度の対応方針

関連指標
担当部局 担当課

　1-3-2 防災機関が連携した各種訓練の実施

　Ｒ6年10月19日に伊達市において福島県総
合防災訓練を実施し、各関係機関との連携強
化を図る。

県総合防災訓練の実
施負担金

　災害対策基本法第48条に基づ
く防災訓練を県内各地で実施す
ることにより、防災関係機関の連
携強化や地域住民の防災意識の
高揚を図る。

　Ｒ6年10月19日に伊達市で総合防災訓
練を実施、消防・警察・自衛隊をはじめとす
る関係機関と災害対応に関する連携を確認
した。

　劇場型ではなく、より実践的な訓練を
行っていくべきか検討が必要。

＜Ｒ７年度の状況＞
　規模・内容・手法を一部見直しして継続
＜今後の方向性＞
  観閲式ではなく、訓練参加機関にとって実効的な訓練
実施を目指しつつ、引き続き訓練を通じて関係機関と
の連携強化を図る。

県総合防災訓練の実
施負担金

1-8

自分の暮らす地域
は、自然災害や大規
模な火災などに対し
て安心して暮らせる
災害に強い地域だと
回答した県民の割合

47.7% 47% 以上
危機管理
部

災害対策課

　「多数傷病者対応訓練」、「原子力防災訓練」及
び「国民保護共同訓練」など、一般災害からテ
ロ事案まで多種多様な災害を想定した訓練に
参画し、DMATや各医療機関、消防機関等との
医療救護活動における連携の強化を図る。

災害時救急医療体制
整備事業
原子力災害緊急時医
療活動事業

　「福島県地域防災計画」に基づ
き実施する「総合防災訓練」を始
め、避難指示区域内を想定して実
施する「大規模火災対応訓練」、
「多数傷病者対応訓練」などの各
種訓練を実施する。

・11月１日に双葉町で「多数傷病者対応訓
練」、11月9日に田村市で「原子力防災訓
練」住民避難訓練、を実施し、特殊災害発生
時の医療救護活動の手順確認を行うことが
できた。また、令和6年11月14日に白河市
でテロ事案を想定した「国民保護訓練」を
（実動）実施した。

　「原子力防災訓練」は実災害を想定した規
模での避難退域時検査訓練要員の確保が
課題、「多数傷病者訓練」及び「国民保護訓
練」は訓練参加医療機関がいくつかの特定
の医療機関に偏っていること。

＜Ｒ7年度の状況＞
　規模・内容・手法を維持して継続
＜今後の方向性＞
 「原子力防災訓練」をＲ7年11月に富岡町で昨年度と同
等規模の訓練要員の参画を目標に進めるとともに、他
県から原子力災害医療派遣チーム派遣に係る実動訓練
を実施。「多数傷病者訓練」「国民保護訓練」はより多く
の医療機関の参画を促す。

災害時救急医療体制
整備事業

1-12
災害医療コーディ
ネーター数

36 人 30人
保健福祉
部

地域医療課

トンネル防災訓練

　トンネル内での火災事故は重大
な事故につながることから、事故
が発生した際に迅速かつ効果的
な情報連絡や消火活動、救助活
動が行えるように、消防署、警察
署と合同で交通事故発生を想定
した防災訓練を実施した。

国道121号大峠トンネル：9/7、
国道115号土湯トンネル：9/13、
国道289号甲子トンネル：9/15、
原町川俣線八木沢トンネル：10/16

－

＜Ｒ７年度の状況＞
　規模・内容・手法を維持して継続
＜今後の方向性＞
　国道115号土湯トンネル、国道121号大峠トンネル、
国道289号甲子トンネル、国道401号博士トンネル、原
町川俣線八木沢トンネルで防災訓練を実施する。

トンネル防災訓練

－

　水防技術と防災意識の向上を
目的に、各市町村や水防団（消防
団）を対象とした、河川堤防の漏
水・越水対策に係る水防工法技術
指導を実施する。

1.阿賀川水防訓練(実施日：R6.5.29、参加機
関：阿賀川河川事務所、県土木部(喜多方・会津
若松・南会津)、会津美里町、喜多方市、下郷村、
会津若松市、湯川村、会津坂下町、西会津町等)
2.福島県水防訓練（実施日：R6.6.9、参加機
関：県土木部、相双管内12市町村、県消防防災
航空センター、福島県建設業協会相馬支部)
3.太陽の国水防訓練(実施日：R6.8.27、参加
機関：県指導員、太陽の国職員)
4.伊達市消防団水防講習会(実施日：R6.9.8、
参加機関：県指導員、伊達市)
5.磐梯町消防団水防講習会(実施日：
R6.12.7、参加機関：県指導員、磐梯町)

　技術指導を担う指導員の人員確保及び
質の向上を図っていくことが課題である。

＜Ｒ７年度の状況＞
  水防工法技術指導の規模・内容・手法を維持して継続
・福島県水防訓練（実施日：R7.6.1、参加機関：県土木
部、県北管内8市町村、県消防防災航空センター、福島
県建設業協会県北支部・二本松支部)

－

－

　職員の災害時における対応力
や判断力の向上や関係機関との
連携強化を目的に、豪雨災害を
想定した災害対応模擬訓練（ロー
ルプレイング方式）を実施。

　訓練実施日:Ｒ6年５月20日～Ｒ6年6月5
日
　参加機関：県災害対策課、県土木部、各地
方振興局、59市町村）

　災害報告様式への入力漏れや市町村から
の聞き取り漏れなどがあった、

＜Ｒ7年度の状況＞
　規模・内容・手法を維持して継続
＜今後の方向性＞
　訓練実施日：6月3日
一部市町村はR7年5月19日～6月10日の土木部災害
対応模擬訓練で対応

令和7年度福島県土
砂災害防災訓練（情
報伝達訓練）

－

　福島空港における航空機事故
等の緊急事態に対処するため、福
島空港消火救難総合訓練を実施
する。

　Ｒ６年１１月１０日実施 －

＜Ｒ７年度の状況＞
　規模・内容・手法を維持して継続
＜今後の方向性＞
　部分訓練をＲ７年12月実施する予定

－

　自治体主催の訓練に積極的に参画し、消防、
自衛隊等関係機関との更なる連携強化を図る
ほか、災害対処能力向上のため、水難救助訓練
や土砂災害対処訓練等大規模災害を想定した
実戦的かつ効果的な訓練を実施する。

－

　他機関主催の訓練に参加し、関
係機関との連携強化を図ったほ
か、災害警備部隊の対処能力向
上を目的に災害現場を想定した
実戦的訓練を実施した。

　警察主体の訓練／９回
　他機関主催の訓練／５回

－
＜Ｒ7年度の状況＞
 規模・内容・手法を維持して継続

－ 1-8

自分の暮らす地域
は、自然災害や大規
模な火災などに対し
て安心して暮らせる
災害に強い地域だと
回答した県民の割合

47.7% 47% 以上 警察本部
災害対策課（県
警）

ふくしま消防力強化
事業
（小事業：避難地域消
防団再編支援事業）

＜Ｒ７年度の状況＞
　規模・内容・手法を一部見直しして継続
＜今後の方向性＞
　同様の訓練を定期的に実施し、関係機関との連携強化
に取り組む。

1-2
消防団員数の条例定
数に対する充足率

82.7% 88.4%

1-8

自分の暮らす地域
は、自然災害や大規
模な火災などに対し
て安心して暮らせる
災害に強い地域だと
回答した県民の割合

47.7%

　「福島県地域防災計画」に基
づき実施する「総合防災訓練」
を始め、避難指示区域内を想定
して実施する「大規模火災対応
訓練」、「多数傷病者対応訓練」
などの各種訓練を実施し、防災
関係機関、市町村、自主防災組
織、医療機関、地域住民等との
連携強化を図ります。

・国道115号土湯トンネル、国道121号大峠ト
ンネル、国道289号甲子トンネル、原町川俣線
八木沢トンネルで防災訓練を実施する。
・水防技術と防災意識の向上を目的に、各市町
村や水防団（消防団）を対象とした、河川堤防
の漏水・越水対策に係る水防工法技術指導を
実施する。(福島県水防訓練を除いて計4回）
・福島県水防訓練にて、相双管内の市町村を対
象に水防工法技術指導を実施する（R６.６.９：
南相馬市）。
・Ｒ５年度福島県土砂災害防災訓練（情報伝達
訓練）
　Ｒ５年５月22日～６月９日実施
【参加市町村】
59市町村
・Ｒ５年７月　Ｒ５年度福島空港消火救難部分訓
練を実施。

ふくしま消防力強化
事業
（小事業：避難地域消
防団再編支援事業）

　浪江町において、県内消防本部等が参加し避
難指示区域内での大規模火災を想定した訓練
を実施する。
　また、飯舘村において、相馬消防本部や消防
団が参加し、避難地域での火災を想定した訓練
を実施する。
　さらに、富岡町において、双葉郡の消防団が
参加し、大規模火災を想定した訓練を実施す
る。
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　被ばく対策など、通常の火災とは異なる
装備での活動が必要であり、応援隊側での
装備の充実や訓練が必要である。
　また、消防団も団員が減少しており、消防
本部や他の消防団との連携がさらに必要
である。

　１０月に避難指示区域内での大規模火災
を想定した訓練を実施した。
　なお、飯舘村と相馬消防本部との図上訓
練、双葉８町村と双葉消防本部との合同訓
練（実動訓練）を実施予定だったが、岩手県
大船渡市で発生した大規模林野火災の対応
により中止となった。

①避難地域12市町村における消
防体制の再構築
　市町村間における相互応援体
制の拡充を図るべく実働訓練費
用を補助する。
②消防団による相互応援の強化
　他市町村からの消防団による
応援活動を促進するため、応援を
行う消防団の活動経費を支援す
る。

消防保安課

道路管理課
河川整備課
砂防課
空港施設室

土木部47% 以上

危機管理
部

8



１　防災の推進
じ

指標番号 指標名 現況値
令和７年度

目標値

令和６年度取組内容
施策推進に向けた具体的取

組
No.

取組に関わる事業
名

今年度（令和７年
度）取組に関わる

事業名
今年度（令和７年度）の対応方針事業内容に係る課題事業の進捗（令和６年度実績）事業の概要

令和６年度の実績及び令和７年度の対応方針

関連指標
担当部局 担当課

　1-3-3 テロ等対応能力の向上に向けた訓練の実施
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　「福島県の国民の保護に関す
る計画」に基づき、市町村や国
等と連携・協力して「国民保護
訓練」を実施し、大規模テロ等
における対処能力の向上を図
ります。

　テロ事案発生時の初動対処や警察・消防等関
係機関との連携強化を図るため、国（内閣官
房・消防庁）、県及び白河市と共同で、大規模テ
ロを想定した国民保護共同図上訓練を実施す
る。

国民保護訓練

　国民保護法第42条に基づき、
国民保護措置を的確かつ迅速に
実施するため関係機関と連携し
て訓練を実施し、武力攻撃事態等
が発生した場合に、県民に及ぼす
影響が最少となるよう体制を整
備する。

　Ｒ６年１月23日に訓練を実施した。警察・
消防等関係機関17機関130名が参加し、
テロ事案発生時の初動措置や関係機関相互
の連携強化を図った。

　訓練参加者からのアンケートによると、対
策本部内の班・グループを超えた情報の共
有・連携が不十分だったとの評価。

＜Ｒ７年度の状況＞
　住民避難のシミュレーションを行うため、検討会方式
の図上訓練を実施する。
＜今後の方向性＞
　R7年度は、これまで検討ができていなかった住民避
難の具体化を目的とした訓練を実施する。

国民保護訓練 －
危機管理
部

危機管理課

　1-3-4 消防防災ヘリコプターによる消防防災活動の実施

13

　消防防災ヘリコプターを活用
して救助活動や消火活動など
の消防防災活動を行うととも
に、平時から必要な訓練を実施
します。
　また、近隣自治体との災害時
応援協定や消防庁の緊急消防
援助隊の応援制度に基づき、大
規模災害時の応援・受援体制の
強化を図ります。

　年間を通じて、各市町村・消防本部等からの
要請に基づく救助、消火活動等を行うととも
に、平時から合同訓練等を実施し、連携体制の
強化を図る。
　また、災害時応援協定を締結している近隣県
との合同訓練を実施するほか、緊急消防援助
隊のブロック訓練等に参加する。

消防防災ヘリコプ
ター運航事業

　消防防災ヘリコプターにより、
空からの広域的かつ機動的な消
防防災活動を実施する。

・要請に基づく緊急運航件数:111件
（内訳）
　救急：23件
　救助：32件
　災害応急対策：0件
　火災防ぎょ：10件
　広域航空消防応援活動：46件
・消防本部等との合同訓練回数
　17回実施
・近隣県との合同訓練回数
　2回実施
・緊急消防援助隊航空部隊受援訓練（2/7）

－

＜Ｒ7年度の状況＞
　規模・内容・手法を維持して継続
＜今後の方向性＞
　年間を通じて、各市町村・消防本部等からの要請に基
づく救助、消火活動等を行うとともに、平時から合同訓
練等を実施し、連携体制の強化を図る。
　また、災害時応援協定を締結している近隣県との合同
訓練を実施するほか、緊急消防援助隊のブロック訓練
等に参加する。

消防防災ヘリコプ
ター運航事業

－
危機管理
部

消防保安課

　1-3-5 災害派遣医療チーム（ＤＭＡＴ）等の整備

　医療従事者を対象としたDMAT養成研修及
び技能維持研修等を実施し、災害時の医療体
制の強化を図る。
　化学物質や生物剤等による多数傷病者を想
定したCBRNE研修を実施し、バイオテロなど
不測の事態にも対応できる医療従事者の育成
を図る。

－

・8月11日～12日に福島県CBRNE研修を
実施し、特殊災害（CBRNE災害）の発生現
場において、消防や警察によって現場を離
脱し、医療機関へ搬送されてきた傷病者へ
の適切な対応に係る研修を実施した。
・11月23日～24日に福島県DMAT養成
研修を実施し、災害医療に関する講義や災
害現場での活動を想定した実動訓練を実施
した。
・R7年２月2２日～2３日に警察、消防及び
医療機関が参加した福島県MCLS研修を
開催し、大量殺傷型テロ災害時等に発生し
た多数傷病者への対応に関する講義を行う
とともに多数傷病者を想定した実動訓練を
実施した。

　DMAT養成研修及び技能維持研修等の
インストラクターの拡充が課題

＜Ｒ７年度の状況＞
　規模・内容・手法を維持して継続
＜今後の方向性＞
　DMAT養成研修及び技能維持研修を11月に実施予
定。
　福島県CBRNE研修は医療従事者に加え消防、警察の
参加により10月に実施予定。
　福島県MCLS研修を令和８年１月に実施予定。

災害時救急医療体制
整備事業

1-12
災害医療コーディ
ネーター数

36 人 30人
保健福祉
部

地域医療課

　福島県DPAT養成研修を開催し、災害医療に
関する講義や災害現場での活動を想定した訓
練を実施するとともに、DPAT装備品の整備
などの体制整備を行う。

DPAT派遣チーム整
備事業

・令和6年9月27～28日に埼玉県・千葉
県・東京都・神奈川県で開催された大規模
地震時医療活動訓練へ参加し、災害医療に
関する講義や災害現場での活動を想定した
訓練を実施した(9/28先遣隊5名参加）。
・福島県DPAT養成研修会を令和6年12月
1日に開催（郡山市、参加者59名）。
・災害派遣精神医療チーム（DPAT）装備品
の整備などの体制整備を行った。

　災害発生時に本庁へ登庁しDPATの派遣
等の調整を行う「DPAT統括者」が２名、災
害発生後48時間以内に派遣する「DPAT
先遣隊」を擁する病院が１箇所のみと数が
少ないことから、国が主催するDPAT研修
等を通した体制の増強を要する。

＜Ｒ７年度の状況＞
　規模・内容・手法を維持して継続
＜今後の方向性＞
　演習等を含んだ国の基準を満たしたDPAT養成研修
会を開催することにより、DPAT隊員の養成とDPAT
の技能強化を図る。
　また、災害対策本部が開催する総合防災訓練に参加
し、大規模災害時に迅速・的確に対応できる体制整備を
図る。

DPAT派遣チーム整
備事業

－
保健福祉
部

障がい福祉課

(4)防災体制の整備

　1-4-1 迅速な避難行動に向けた取組
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　Ｒ３（2021）年５月の災害対
策基本法の改正に伴う避難情
報の変更等を踏まえ、県民へ避
難情報や警戒レベル情報の意
味、テレビのデータ放送をはじ
めとした防災情報の入手方法
などを継続的に周知していき
ます。
　また、災害の発生が予想され
る場合には、気象台と連携して
市町村や関係機関へ防災情報
を提供するともに、必要な避難
情報が漏れなく早期に発令で
きるよう市町村を支援します。

　昨年度に引き続き、県公式防災Xやヤフー防
災アプリによる情報発信に加え、テレビのデー
タ放送を活用した周知に努める。
　また、福島地方気象台の協力を得て気象防災
ワークショップを昨年度に引き続き各方部にお
いて実施し、市町村職員が早期かつ適切に避
難情報を発令できるようノウハウや判断力の
習得を支援する。

Ｒ６年度気象防災
ワークショップ

　市町村防災担当者等が、気象台
から発表される各種防災気象情
報を適切に理解し、それに基づく
適切なタイミングでの防災体制の
強化や避難情報発令に関する判
断のポイントを学ぶことを目的
に、県と福島地方気象台が連携し
たワークショップを実施すること
で、市町村等の防災対応力向上
を図る。

R6.6.12　相双地方開催（参加者13名）
R6.6.19　会津地方開催（参加者12名）
R6.7.18　県中地方開催（参加者15名）
R6.7.29　県北地方開催（参加者6名）
R6.8.22　いわき地方開催（参加者8名）
R6.8.27　南会津地方開催（参加者6名）
R6.9.11　県南地方開催（参加者14名）

　企画の趣旨上、出水期前の開催を想定し
調整を行っているが、同時期は市町村防災
担当の繁忙期と重なり、参加者の確保が課
題。

＜Ｒ７年度の状況＞
　規模・内容・手法を維持して継続
＜今後の方向性＞
　企画の趣旨上、開催時期の変更は困難だが、市町村の
防災担当のみならず、災害時には同様に対応を要する
県及び市町村の土木部門へも参加枠を広げ、参加者数
の向上を図る。

Ｒ７年度気象防災
ワークショップ

－
危機管理
部

災害対策課

　1-4-2 効果的でわかりやすい防災情報の発信

　災害発生時、被災地に迅速に駆
けつけ救急治療を行う専門的な
訓練を受けた災害派遣医療チー
ム（DMAT）を整備するととも
に、DMAT隊員の機能強化を図
る研修を実施します。
　また、災害拠点病院、消防防災
機関、ドクターヘリ等との連携を
図りながら、支援及び受入に対応
できる医療体制の強化を図ると
ともに、災害派遣精神医療チーム
（DPAT）の整備を図ります。

－

　県公式防災ツイッターにおいて発信してい
る災害関連情報について、日本人と外国人
の両方に伝わるよう、福島県国際交流協会
と連携し、引き続き「わかりやすい日本語」
による発信を行った。
また、災害関連情報はもちろんのこと、平時
から防災に関する情報を発信し、自助・共助
の促進に向けた周知啓発に取り組みを行っ
た。

－

＜Ｒ７年度の状況＞
　規模・内容・手法を継続
＜今後の方向性＞
　福島県総合防災情報システムと連動し、県防災アプリ
や防災✕にリアルタイムで発信する。

－ 47% 以上

14

　災害発生時、被災地に迅速に
駆けつけ救急治療を行う専門
的な訓練を受けた災害派遣医
療チーム（DMAT）を整備する
とともに、DMAT隊員の機能
強化を図る研修を実施します。
　また、災害拠点病院、消防防
災機関、ドクターヘリ等との連
携を図りながら、支援及び受入
に対応できる医療体制の強化
を図るとともに、災害派遣精神
医療チーム（DPAT）の整備を
図ります。

－16

　平時から県ホームページや各
種広報媒体を活用して、「マイ
避難」をはじめとした災害への
備えを呼びかけるとともに、市
町村が作成する各種ハザード
マップ等を周知して県民へ地域
の災害リスク等を伝達します。
　また、気象台等と連携して、気
象情報や土砂災害警戒情報、火
山の噴火警報などを県公式防
災ツイッター等で発信し、県民
の注意喚起を行います。
　さらに、県民が防災情報（気
象情報、河川の水位情報、住民
避難情報、避難所開設情報等）
をわかりやすく入手できるよう
にするため、情報通信ネット
ワークの充実強化や防災情報
の発信の在り方について検討
を進めます。

　県公式防災ツイッターにおいて発信している
災害関連情報について、日本人と外国人の両
方に伝わるよう、福島県国際交流協会と連携
し、引き続き「わかりやすい日本語」による発信
を行う。
また、災害関連情報はもちろんのこと、平時か
ら防災に関する情報を発信し、自助・共助の促
進に向けた周知啓発に取り組む。

災害対策課1-8

自分の暮らす地域
は、自然災害や大規
模な火災などに対し
て安心して暮らせる
災害に強い地域だと
回答した県民の割合

危機管理
部

47.7%

9



１　防災の推進
じ

指標番号 指標名 現況値
令和７年度

目標値

令和６年度取組内容
施策推進に向けた具体的取

組
No.

取組に関わる事業
名

今年度（令和７年
度）取組に関わる

事業名
今年度（令和７年度）の対応方針事業内容に係る課題事業の進捗（令和６年度実績）事業の概要

令和６年度の実績及び令和７年度の対応方針

関連指標
担当部局 担当課

　1-4-3 避難行動要支援者個別避難計画の作成支援

　全市町村を対象とした合同フォローアップ
ミーティングを開催し、県内市町村作成事例や
策定支援ツールの活用方法等について共有し、
市町村の計画作成及び実効性確保の促進を図
る。（年２回）
　また、未作成市町村へのオンラインサロンを
複数回実施し、各市町村の状況に応じた個別支
援を行うことで、未作成市町村での計画作成の
促進を図る。

避難行動要支援者個
別計画作成支援事業

　市町村における避難行動要支
援者の個別避難計画作成及び実
効性確保を支援するため、全市町
村を対象にした研修会等を開催
するとともに、個別訪問や地区防
災計画作成と連携した作成支援
等、各市町村の進捗状況に応じた
伴走型支援を実施する。

令和６年１１月２７日に市町村を対象とした
研修会を開催し、全国の先進事例に取り組
む自治体職員の講話や県内の取り組み事例
の紹介を通じて、ノウハウの共有を行った。
また、市町村への訪問や電話を通じて取組
上のヒアリングを実施し、個々の課題や進捗
状況に応じた助言を行った。

　未作成市町村はゼロであるが、個別避難
計画は、要支援者ごとの計画が必要であ
り、また、市町村が主体的に作成すること
が重要であるため、作成数が１件のみの市
町村があることや作成済みの計画が県に
よる作成支援で作成されたののみでは十
分とは言えない。したがって、今後も、市町
村に対し、計画作成支援を継続して実施し
ていく必要がある。

＜Ｒ７年度の状況＞
　規模・内容・手法を維持して継続
＜今後の方向性＞
　個別避難計画の作成には、市町村担当者の専門的なノ
ウハウや、作成業務の負担軽減が重要であるため、県が
作成した「個別避難計画策定支援ツール」等を活用しな
がら、オンラインや訪問による助言、市町村職員を対象
とした研修会等を実施し、計画作成を継続支援してい
く。

避難行動要支援者個
別計画作成支援事業

1-9
避難行動要支援者個
別避難計画策定市町
村数

59 市町村 55市町村
危機管理
部

災害対策課

　昨年度に作成した個別避難計画作成ツール
を用い、引き続き作成を支援するとともに、市
町村担当者会議において、事例紹介を行うな
ど、優良事例等の情報共有を図る。

－
　市町村における避難行動支援
者個別避難計画の策定を支援す
る。

・災害対策課とともに、市町村を対象とした
個別避難計画作成促進に向けた研修会を
通して、好事例の紹介や計画作成に関する
周知等を行った。

　計画の策定は全ての市町村で行っている
ものの、策定率が低い市町村がある。

＜Ｒ7年度の状況＞
　規模・内容・手法を維持して継続
＜今後の方向性＞
　計画の策定は全ての市町村で行っており、市町村が自
走できるよう支援する必要がある。

－ 1-9
避難行動要支援者個
別避難計画策定市町
村数

59 市町村 55市町村
保健福祉
部

保健福祉総務
課

　1-4-4 避難所の運営改善や福祉避難所の機能強化

　Ｒ５年３月に改訂した県で作成している「避難
所運営作成の手引き」について、５月８日以降
に新型コロナウィルス感染症の感染症法上の
位置づけが変更となることをうけ、国等が示す
最新の知見を取り入れた上で再度改定し、避難
所の運営改善や機能強化を図る。
　また、別途実施する個別避難計画作成支援事
業について、防災部局と保健福祉部局が連携し
て取り組み、福祉避難所への直接避難等の視
点も取り入れることで、福祉避難所の運営体制
等の機能強化に努める。

－ －

　Ｒ７年３月に改訂した、県で作成している
「避難所運営マニュアルの手引き」につい
て、国が示す最新の知見を取り入れた上で
留意点を記載し、避難所の運営改善や機能
強化を図った。
 また、別途実施した避難行動要支援者個別
避難計画作成支援事業について、防災部局
と保健福祉部局が連携して取り組み、福祉
避難所への直接避難等の視点も取り入れる
ことで、福祉避難所の運営体制等の機能強
化に努めた。

－ － － 1-8

自分の暮らす地域
は、自然災害や大規
模な火災などに対し
て安心して暮らせる
災害に強い地域だと
回答した県民の割合

47.7% 47% 以上
危機管理
部

災害対策課

　市町村防災担当者等会議において、福祉避難
所に係るポイントやDMAT等の保健医療活動
を行うチームについて説明する。
　「福祉避難所への福祉・介護人材の派遣に関
する協定」を締結している福島県社会福祉事業
団、「福祉避難所における福祉機器等の調達に
関する協定」を締結している福島県福祉機器協
会と最新の緊急連絡先等を共有し、災害時に
備えて連携体制の再確認を図る。

－

　市町村における福祉避難所の
指定を支援するとともに、大規模
災害発生時には、各種協定に基
づき福祉機器等の物的支援や福
祉・介護専門人材の派遣を行う。

・市町村防災担当者会議において、DMAT等
の専門職チームについて周知した。
・　「福祉避難所への福祉・介護人材の派遣に
関する協定」を締結している福島県社会福祉
事業団、「福祉避難所における福祉機器等の
調達に関する協定」を締結している福島県福
祉機器協会と最新の緊急連絡先等を共有し、
災害時に備えて連携体制の再確認を図った。
・県内各保健所主催の研修会や防災セミ
ナー、県防災イベント「そなえるふくしま
2024」等において、福祉避難所の認知度向
上を図った。
・令和6年能登半島地震の対応を踏まえ、福
島県福祉避難所指定・運営ガイドラインの改
訂を行った。

　県内の市町村において、58市町村が福
祉避難所を１箇所以上指定しており、残り
の１町においても指定を促進する必要があ
る。

＜Ｒ７年度の状況＞
　規模・内容・手法を維持して継続
＜今後の方向性＞
　福祉避難所を指定していない町に対して個別で聞き
取り等を実施して取組の促進を図る。
　市町村対象の県内各保健福祉事務所主催の会議等を
活用して、福祉避難所に関する情報提供を行い、指定の
促進及び福祉避難所運営の充実を図る。

－ 1-8

自分の暮らす地域
は、自然災害や大規
模な火災などに対し
て安心して暮らせる
災害に強い地域だと
回答した県民の割合

47.7% 47% 以上
保健福祉
部

保健福祉総務
課

　1-4-5 避難所における災害派遣福祉チーム（ＤＷＡＴ）の派遣体制の整備

　1-4-6 受援体制の整備

20

　大規模災害時に備えて、官民
の連携強化により災害対応が
効果的に行えるよう、民間企業
や関係団体との連携協定の充
実を図ります。
　また、市町村が災害時に他の
自治体からの応援職員を円滑
に受け入れ、増大する業務に速
やかに対応できるよう、市町村
の災害時受援計画の策定を支
援し、被災者の生活再建や災害
復旧が迅速に行える体制を整
備します。

　災害時における物資輸送や荷役作業の協力
支援に関する協定を新たに締結したところで
あり、引き続き協定の充実に取り組んでいく。
　また、受援計画未策定の市町村を対象に、受
援計画の雛形等を用いながら、個別フォロー
アップを実施し、災害時の円滑な応援受援がで
きる体制を整備する。

－

　市町村の受援計画策定を支援
するため、２カ年（Ｒ３～Ｒ４）かけ
て重点的に策定支援研修を実施
し、Ｒ５年度以降、計画未策定の
市町村を訪問の上、個別フォロー
アップを実施した。

　市町村の計画策定又は、計画策定に向け
た取組が一定程度進んだが、職員不足によ
り手が回らなかったり、近年被災経験の少
ない市町村では、受援のイメージが湧かな
い、必要性が感じられないといった個別の
事情により策定が遅れている。

　小規模自治体に対しては、それぞれの実
情に合わせた個別の支援が必要であると
ともに、被災経験の少ない市町村に対して
は、被災自治体の経験を共有するような取
組が必要である。

＜Ｒ7年度の状況＞
　規模・内容・手法を維持して継続
＜今後の方向性＞
　受援計画未策定の市町村を対象に、受援計画の雛形
等を用いながら、引き続き個別フォローアップを実施
し、計画策定を支援する。

市町村受援計画策定
支援事業

1-4
災害時受援計画の策
定市町村数

29 市町村 59市町村
危機管理
部

災害対策課

　大規模災害時において、障がい
者や高齢者等の要配慮者に対す
る福祉的支援体制を整備するた
め、福祉・介護関連団体等との福
祉支援ネットワークを構築すると
ともに、福祉・介護専門職で構成
する「災害派遣福祉チーム」を養
成する。

・チーム員養成基礎研修、チーム員養成スキ
ルアップⅠ研修、スキルアップⅡ研修を開
催
・福島県広域災害福祉支援ネットワーク協議
会を開催

　災害対策基本法の改正によりDWATの
活動範囲が拡大したことから、活動内容の
整理や、他支援者との連携が必要。また、Ｒ
６年能登半島地震を踏まえ、近年頻発する
大規模災害を想定した県外での活動も視
野に入れ、研修内容の検討を進めていく必
要がある。

1-14

　チーム員養成基礎研修、チーム員養成スキル
アップⅠ研修、スキルアップⅡ研修を開催す
る。
　福島県広域災害福祉支援ネットワーク協議会
を開催する。
　災害派遣福祉チーム員の募集及び、チームの
派遣に関する協定に係る協力法人等募集を実
施する。

19

　大規模災害発生時における要
配慮者の支援体制を整備する
ため、福祉や介護等の専門職団
体を中心とした災害福祉支援
ネットワークの構築に取り組み
ます。
　また、避難所において災害関
連死につながる二次被害を防
止するため、避難所等における
福祉ニーズの把握や、緊急に介
入が必要な要配慮者のスク
リーニング、福祉避難所や福祉
施設等との連携・調整、要配慮
者の相談に応じた関係機関へ
の情報提供や支援のコーディ
ネート等を行う、災害派遣福祉
チーム（DWAT）の整備に努め
ます。

広域災害福祉支援
ネットワーク構築支
援事業

17

　市町村の避難行動要支援者
個別避難計画作成を支援する
ため、必要な助言を行います。
　また、市町村（防災部局・福祉
部局）や地域（自主防災組織等）
や民間事業者（福祉事業者やタ
クシー事業者等）等が広く連携
して、地域性を考慮したより実
効性の高い計画を作成できる
よう、計画作成事例の収集を行
うとともに、市町村へ横展開し
て情報の共有を図ります。

18

　市町村等と連携しながら、避
難所に必要な物資を備蓄する
とともに、企業との災害時応援
協定に基づく物資支援等を活
用して、避難所における生活環
境の改善やプライバシーの確
保、新型コロナウイルス感染症
対策等に取り組みます。
　また、災害時に要配慮者が安
全に避難できるよう、市町村に
おける福祉避難所の指定を促
進するとともに、福祉機器等の
調達等、福祉避難所の機能強
化を支援します。
　なお、災害時には、避難所ア
セスメントシート等を活用して
避難所に係る情報をきめ細や
かに収集し、物資の提供や保健
師の派遣などを速やかに実施
します。
　

＜Ｒ７年度の状況＞
　規模・内容・手法を一部見直しして継続

広域災害福祉支援
ネットワーク構築支
援事業

住民やNPOなどに
よる地域活動に積極
的に参加していると
回答した県民の割合

15.5% 21.9% 以上
保健福祉
部

社会福祉課

10



１　防災の推進
じ

指標番号 指標名 現況値
令和７年度

目標値

令和６年度取組内容
施策推進に向けた具体的取

組
No.

取組に関わる事業
名

今年度（令和７年
度）取組に関わる

事業名
今年度（令和７年度）の対応方針事業内容に係る課題事業の進捗（令和６年度実績）事業の概要

令和６年度の実績及び令和７年度の対応方針

関連指標
担当部局 担当課

　1-4-7 市町村等との連携による各種被災者支援制度の運用

　内閣府と連携し市町村向け説明会を開催す
ることで、速やかな住家被害認定調査の実施や
罹災証明書の発行を行うことができる体制の
整備を支援する。

－
　市町村における住家被害認定
調査の実施を支援する。

　発災時には、市町村向け説明会や現地で
の研修を実施するとともに、　平時には、調
査手法や市町村の業務管理者向けの研修
会を開催することで速やかな住家被害認定
調査の実施や罹災証明書の発行を行うこと
ができる体制の整備を支援した。

　被害認定調査を含めた災害対応業務全
般について、横断的にマネジメントを行う
ことができる人材を育成していく必要があ
る。

＜Ｒ7年度の状況＞
　規模・内容・手法を一部見直して継続
＜今後の方向性＞
　被害認定調査研修や災害対応全般におけるマネジメ
ントの研修を通して、「ふくしま災害時相互応援チーム」
の体制を強化することで、早期の被災者の生活再建を
図ることのできる体制の構築を支援する。

ふくしま災害時相互
応援チーム体制強化
事業

1-8

自分の暮らす地域
は、自然災害や大規
模な火災などに対し
て安心して暮らせる
災害に強い地域だと
回答した県民の割合

47.7% 47% 以上
危機管理
部

災害対策課

被災者生活再建支援
金の支給

　被災者生活再建支援法に基づ
き、自然災害により生活基盤に著
しい被害を受けた者に対して、都
道府県が拠出した基金を活用し
て支援金を支給することにより、
その生活の再建を支援するもの。

・被災者生活再建支援金の支給
基礎支援金：３３２,８７５千円（３４５件）
加算支援金：583,375千円（335件）
（Ｒ６年度支給金額・件数）
・東日本大震災に係る災害弔慰金等市町村
担当者会議の開催（オンライン開催）

　東日本大震災に係る被災者生活再建支
援金の申請期間については、帰還困難区域
を抱える町の被災家屋の解体や住宅の再
建が、申請期間内に完了することが困難で
あるため、Ｒ８年４月10日まで延長されて
いる。（これまで１年ごとに延長）

＜Ｒ７年度の状況＞
　規模・内容・手法を維持して継続
＜今後の方向性＞
　事業内容に係る課題を踏まえ、Ｒ８年４月11日以降の
申請期間延長等の取り扱いについては、改めて町の意
向を確認し判断する。

被災者生活再建支援
金の支給

災害見舞金の交付

　「災害弔慰金の支給に関する法
律」に基づき、東日本大震災によ
る被災者に対し、災害弔慰金等を
支給するとともに、災害援護資金
の貸付を実施する。

・災害弔慰金４件、災害障害見舞金０件支給
災害援護資金１件貸付（Ｒ７年３月末日時
点）
・東日本大震災に係る災害弔慰金等市町村
担当者会議の開催（オンライン開催）

　避難の長期化に伴い、震災関連死の判断
が困難になってきている。また、災害援護
資金の借受人が経済的理由により償還が
困難となる事例が発生している。

＜Ｒ７年度の状況＞
　規模・内容・手法を維持して継続
＜今後の方向性＞
（その他）
　当該事業は計画の基本指標（避難者数の減少）にプラ
スの影響を与えたものと思われる。（見舞金を交付する
ことにより、被災者の生活再建が進んだため。）
　弔慰金・見舞金に申請期間終了の予定がなく、今後も
一定の申請が見込まれることから、規模・内容を維持し
て継続する。

災害見舞金の交付 －
避難地域
復興局

生活拠点課

　1-4-8 被災宅地危険度判定士による支援

22

　地震・大雨等の大規模な災害
により、宅地が大規模かつ広範
囲に被災した場合に、市町村の
要請により被害の発生状況を
迅速かつ的確に把握し、二次災
害の軽減、防止を図ります。

　被災宅地危険度判定士養成講習会（60名程
度）を実施する。（R6.1）

都市計画総務事業
　被災宅地危険度判定士を養成
し、その認定を行う。

　養成講習会を１回開催するとともに、既登
録判定士への更新依頼を行い、計８４名を
新規及び更新認定した。

　判定士の登録更新を５年ごとに行う必要
があるが、高齢等を理由に更新を辞退する
者があること、また、活動実績が少ないこ
となど、登録者数がなかなか伸びない。

＜Ｒ7年度の状況＞
　規模・内容・手法を維持して継続
＜今後の方向性＞
　被災宅地危険度判定士の養成講習会を実施するとと
もに、判定士制度の周知に務める。

都市計画総務事業 1-6
被災宅地危険度判定
士の人数

527 人 700人 土木部
都市計画課
まちづくり推進
課

　1-4-9 被災建築物応急危険度判定士による支援

23

　大規模地震時には、市町村の
要請により被災した建築物を
調査し、その後に発生する余震
などによる建物の倒壊等の危
険性を判定することにより、生
命に関わる二次被害の防止を
図ります。

　被災建築物応急危険度判定士の養成講習会
を実施する。（R6.10月、R7.2月）
　判定活動を行う判定士を指導・支援する被災
建築物応急危険度判定コーディネーターの養
成講習会や判定士向けの判定模擬訓練を実施
する。

建築指導関連事務経
費

　被災建築物応急危険度判定士
を養成し、その認定を行う。

　養成講習会を２回開催し、計100名を認
定した。
　コーディネーター養成講習会を開催し、
28名を登録した。また、模擬訓練を実施
し、24名が参加した。

　判定士の登録更新を５年ごとに行う必要
があるが、高齢等を理由に更新を辞退する
者が多く、登録者数がなかなか伸びない。

＜Ｒ7年度の状況＞
　規模・内容・手法を維持して継続
＜今後の方向性＞
　被災建築物応急危険度判定士の養成講習会を実施す
るとともに、周知を徹底する。
　被災建築物応急危険度判定コーディネーター養成講
習会や判定士向けの判定模擬訓練を実施する。

建築指導関連事務経
費

1-7
被災建築物応急危険
度判定士の人数

1,967 人 1,920人 土木部 建築指導課

・市町村から送付される被災者生活再建支援
金支給申請書を取りまとめ、支給事務を行う都
道府県センターに速やかに送付する。
・「災害弔慰金の支給に関する法律」に基づき、
東日本大震災による被災者に対し、災害弔慰金
等を支給するとともに、災害援護資金の貸付を
実施する。
・東日本大震災に係る災害弔慰金等市町村担
当者会議を開催（オンライン開催）する。

21

　住家被害の調査においては、
先進地を参考に市町村や各種
団体と連携しながら認定調査
の迅速化・効率化に努め、罹災
証明書の速やかな発行を支援
します。
　また、被災者生活再建支援制
度による支援金や災害弔慰金
等の支給、災害援護資金の貸し
付けなどの各種支援制度につ
いて県民へわかりやすく情報提
供し、早期の生活再建を支援し
ます。

11



２　原子力発電所周辺地域の安全確保の推進
計画終期における福島県安全で安心な県づくりの推進に関する基本計画の取組状況じ

指標番号 指標名 現況値
令和７年度

目標値

(1) 原子力発電所の安全監視とＡＬＰＳ処理水への対応

　2-1-1 原子力発電所の安全監視

　2-1-2 廃炉の進捗状況等の情報提供

2

　廃炉の進捗状況や県の安
全監視の取組等について
は、ホームページや広報紙
等を通じて迅速かつ分かり
やすい情報提供を行いま
す。

　廃炉の進捗状況や県の安全監視の取組
について、広報紙「廃炉を知る」やホーム
ページなどにより県民に対し情報提供を
行う。

原子力安全監視対
策事業（再掲）

　廃炉に向けた取組及び県の
監視の取組について情報収
集を行い、様々な広報媒体を
通じて県民に情報提供を行
い理解の促進を図る。

　現地確認や調査結果の報告書、各種
会議の結果について、原子力安全対策
課ホームページに掲載した。
　また、広報誌「原子力行政のあらまし」
を作成し、関係機関等に配付した。
　広報紙「廃炉を知る」（年４回発行）を
作成し、立入調査の状況や県の放射線
モニタリング状況などの情報発信を
行った。

　福島第一原発の廃炉に向けた取
組について、その進捗状況やトラブ
ル等への対応について、引き続き
正確で分かりやすい情報を提供し
ていく必要がある。

＜Ｒ７年度の状況＞
　規模・内容・手法を維持して継
続
＜今後の方向性＞
　各種媒体を通じた正確で分かり
やすい情報発信に努める。

原子力安全監視対
策事業

－ 危機管理部
原子力安全対策
課

　2-1-3 ＡＬＰＳ処理水への対応

3

　ALPS処理水について
は、国が前面に立ち、安全
はもとより国内外に向けた
正確な情報発信や万全な風
評対策等に関係省庁が一
体となって取り組むよう引
き続き求めていきます。
　また、県においても、風評
払拭に向けて、効果的な情
報発信を進めていきます。

　ALPS処理水の問題は日本全体の問題
であることから、国が前面に立ち、行動計
画に基づき責任を持って取り組むよう、引
き続き様々な機会を捉えて国に求めてい
く。
　ALPS処理水の取扱いについて、国・東
京電力の取組を確認するとともに、その結
果等について、広報紙やホームページなど
により情報発信を行う。

原子力安全監視対
策事業（再掲）

　ALPS処理水の海洋放出に
ついては、日本全体の問題で
あることから、国が前面に
立って、関係省庁がしっかり
と連携し、行動計画に基づき
政府一丸となって、万全な対
策を講じ、最後まで全責任を
全うするよう、国（経済産業
大臣）への要望を行うほか、
全国知事会等など様々な機
会を捉えて国への要望を実
施する。

　国への要望については、知事から経済
産業大臣に対し、安全確保の徹底や国
内外への正確な情報発信などについ
て、様々な機会を捉えて要望を行った。
　また、ALPS処理水の海洋放出の実績
や県の放射線モニタリング結果等を、広
報紙やホームページなどにより情報発
信を行った。

　ALPS処理水の海洋放出は長期
間にわたるため、引き続き、国に対
し、万全の対策を講じるよう様々な
機会を捉えて国へ要望していく必
要がある。

＜Ｒ７年度の状況＞
　規模・内容・手法を維持して継
続
＜今後の方向性＞
　国に対し、万全の対策を講じる
よう様々な機会を捉えて要望を
行うとともに、県においても、風
評払拭に向けた情報発信を進め
る。

原子力安全監視対
策事業

－ 危機管理部
原子力安全対策
課

(2) 環境放射線モニタリングの実施と体制の充実・分かりやすい情報発信

　2-2-1 環境放射能の監視、測定及び公表

4

　原子力発電所周辺地域に
おいて環境放射能監視テレ
メータシステムによる環境
放射線の常時監視を実施す
るとともに、原子力発電所
周辺の土壌、飲料水等の環
境試料について、定期的に
放射能の分析測定を行い、
その結果について公表しま
す。

　原子力発電所周辺地域においては、原子
力発電所の廃炉作業が行われることから、
発電所からの放射性物質の新たな放出を
監視するため、39か所に設置したモニタリ
ングポストにより空間線量率等を常時測定
するほか、大気浮遊じん、降下物、土壌、上
水等（約100箇所）に含まれる放射性物質
を定期的に分析します。結果については、
県ホームページに掲載するほか、報道機関
に情報提供する。

緊急時・広域環境放
射能監視事業

　原子力発電所の事故に伴う
放射性物質の拡散に対する
環境モニタリングを行うとと
もに、測定結果を分かりやす
く公表する。

　主に原子力発電所周辺（30km圏内）
の環境放射能の監視を継続して実施し
た。
・モニタリング結果については、県ホー
ムページ上で、大気、水質等に区分し、
検索しやすいよう掲載するとともに、空
間線量率については、リアルタイムの数
値を地図上で確認できる福島県放射能
測定マップを運用する等、県民に分かり
やすい情報発信を行った。

　原子力発電所周辺における放射
性物質の監視体制を維持するとと
もに、県内全域でのモニタリングを
継続し、結果を県ホームページ上に
掲載する等、県民に正確な情報を
分かりやすく発信していく必要があ
る。

＜Ｒ７年度の状況＞
　規模・内容・手法を維持して継
続
＜今後の方向性＞
（成果が十分に確保できる見通
し）
　当該事業は計画の基本指標に
プラスの影響を与えた。放射線の
影響が気になると回答した県民
の割合は20.1%と目標を達成し
ている。
　引き続き、県民の安全・安心を
確保するためにも、モニタリング
を継続する必要がある。

緊急時・広域環境放
射能監視事業

2-4

原子力発電所周辺
の空間線量率
※原子力発電所周
辺（UPZ：概ね３０
㎞圏内）に設置さ
れる監視局３９局
における１時間値
の最大値
※単位μ㏉/h≒μ
㏜/h【単位：μ㏜
/h】

3.67 μＳＶ/ｈ 現況値以下 危機管理部 原子力防災課

　2-2-2 ＡＬＰＳ処理水のモニタリング強化

5

　国等に対してモニタリング
の強化・拡充を求めるとと
もに、ALPS処理水の海洋
放出に伴う環境中の放射性
物質濃度の変化を確認する
ため、海水等のモニタリン
グを強化し、結果について
は、ホームページ上で分か
りやすく情報発信していき
ます。

　国等においては、引き続き、ALPS処理
水に係る海域モニタリングが行われること
から、国の会議等に出席し、モニタリング結
果を確認するとともに、県として必要な対
応を求める。
　また、県のモニタリングについては、海域
への影響を確認するため福島第一原発周
辺における海水のモニタリングを９か所で
実施します。結果については、ホームペー
ジで分かりやすく情報発信する。

緊急時・広域環境放
射能監視事業（再
掲）

  県民の安全・安心の確保及
び風評抑制に資するため、
ALPS処理水放出口予定場所
周辺３測点と既存の発電所周
辺監視６測点の計９測点での
モニタリングを実施する。ま
た、トリチウムの検出下限値
を下げるため、電解濃縮法に
よる測定を実施する。

・国が開催する会議に出席し、県として
必要な対応を求めた
・ALPS処理水海洋放出後は調査頻度
を高めるなど、海水モニタリングを９か
所で実施し、調査結果を分かりやすく公
表した。

－ －
緊急時・広域環境放
射能監視事業

2-1
日頃、放射線の影
響が気になると回
答した県民の割合

20.10% 29.0% 以下 危機管理部 原子力防災課

関連指標
No.

施策推進に向けた具体
的取組

令和６年度取組内容
取組に関わる事業

名
事業の概要 事業の進捗（令和６年度実績） 事業内容に係る課題

今年度（令和７年度）の対応方
針

今年度（令和７年
度）取組に関わる

事業名

1

　福島第一・第二原子力発
電所の廃炉作業が、中長期
ロードマップや廃止措置計
画等に基づき安全かつ着実
に進められるよう、現地駐
在職員や、専門家と県、関
係市町村で構成する「廃炉
安全監視協議会」、県民や
各種団体の代表者等で構
成する「廃炉安全確保県民
会議」などの取組により厳
しく監視します。
　また、現地での監視体制
の強化について検討すると
ともに、廃炉監視に的確に
対応できるよう専門的知識
を持った人材の確保・育成
に努めます。

担当部局 担当課

＜Ｒ７年度の状況＞
　規模・内容・手法を維持して継
続

＜今後の方向性＞
　令和７年度から担当次長の新設
や、本庁組織の改編、現地駐在の
大熊町移転等を実施し、廃炉監
視体制を一層強化した。
　加えて、研修等を通じた職員の
専門性の向上に努めるとともに、
各種会議の開催により国及び東
京電力の廃炉に向けた取組の確
認を行う。

原子力安全監視対
策事業

2-3
原子力発電所現地
確認調査回数

252 回

福島第一原
発：平日毎
日（トラブル
時は随時）
福島第二原
発：必要に
応じ実施

危機管理部
原子力安全対策
課

原子力安全監視対
策事業

　原子力発電所の安全が確保
されるよう、立入調査等を実
施し、廃炉に向けた取組状況
等を確認する。
　また、職員研修を実施し、監
視業務に関わる職員の専門
性の向上を図る。

　平日は重要な廃炉作業が行われるこ
とから、毎日、福島第一原子力発電所の
現地確認調査を行った。（必要に応じ福
島第二原子力発電所の現地確認調査も
実施）
　また、廃炉安全監視協議会等（9回）、
安全確保技術検討会（4回）、廃炉安全
確保県民会議（４回）等を開催し、国や
東京電力の取組を確認した。

　監視業務に関わる職員の専門性向上
を図るため、各種研修を実施した。
　基礎研修　　　　１回
　専門研修（理論）1回
　　 〃 　（現地）３回
　　 〃 　（実技）2回

　廃炉作業の監視業務や放射線モ
ニタリングには専門的な知識が必
要であるため、継続的な職員の専
門性向上が課題となっている。
　今後、福島第一原子力発電所の使
用済燃料や燃料デブリの取り出し
等が予定されているため、廃炉作
業の監視能力の向上等を図ること、
また、国や東京電力に対して、安全
かつ着実な廃炉作業の実施や情報
発信などの取組を求めていく必要
がある。
　廃炉安全確保県民会議において、
県民の関心が高い議事の選定や会
議で出された意見のフォローアップ
を行うなど、会議の実効性を高めて
いく必要がある。

　県内原子力発電所の廃炉作業が安全か
つ着実に進められるよう、立入調査や各種
会議を通じて廃炉に向けた取組状況を監
視するとともに、必要に応じて国・東京電
力に適切な措置を求めていく。
　楢葉原子力災害対策センターに駐在職員
を４名配置し、現地確認やトラブル発生時
の迅速な情報収集を行う。また、職員研修
を実施し監視業務に関わる職員の専門性
の向上を図る。
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２　原子力発電所周辺地域の安全確保の推進
計画終期における福島県安全で安心な県づくりの推進に関する基本計画の取組状況じ

指標番号 指標名 現況値
令和７年度

目標値

関連指標
No.

施策推進に向けた具体
的取組

令和６年度取組内容
取組に関わる事業

名
事業の概要 事業の進捗（令和６年度実績） 事業内容に係る課題

今年度（令和７年度）の対応方
針

今年度（令和７年
度）取組に関わる

事業名
担当部局 担当課

(3） 原子力防災体制の充実・強化

　2-3-1 原子力防災訓練

6

　国や市町村、関係機関と
連携し、広域避難訓練や災
害対策本部運営訓練を含
めた原子力防災訓練を実
施します。

　原子力防災訓練に係る関係機関会議を
開催し、前年度の原子力防災訓練の実施
内容や評価概要について共有する。
　広域避難訓練は１１月に田村市で、災害
対策本部運営訓練等を含めた原子力防災
訓練は1月の実施に向けて準備を進めて
いく。
　関係13市町村を訪問し、訓練への協力
依頼の他、独自訓練の実施を要請するとと
もに訓練実施に必要な費用については国
の交付金（県の補助金）で措置できる旨を
伝達する。

原子力防災体制整
備事業

　関係13市町村を対象とし
て、原子力災害を想定した広
域避難訓練等を実施する。
　また、通信訓練や災害対策
本部運営訓練等を通じて災
害発生時の迅速的確な対応
に備える。

　毎年度、県主催・関係市町村共催で訓
練を実施している。
　災害対策本部運営訓練等ではオフサ
イトセンターに参集いただき図上演習
を実施し、田村市（都路）では住民参加
の避難訓練を実施した。
　また、独自に広報訓練等を実施してい
る市町村もある。
　その他、住民を対象に災害図上訓練
（DIG）等を実施した。

　関係13市町村では原子力防災を
担当する職員が他の業務を兼務す
るなど、訓練の実施体制が不十分
な状況であり、訓練の企画・運営等
を行うためのノウハウが蓄積されて
いないことなどが課題である。
　また、能登半島地震を踏まえ、本
県の原子力防災に反映する課題に
ついて整理していく必要がある。

＜Ｒ７年度の状況＞
　規模・内容・手法を維持して継
続
＜今後の方向性＞
　福島第一・第二原子力発電所に
おいては、廃炉作業や使用済燃
料の冷却が進んでおり、大規模な
原子力災害の発生リスクは相応
に下がりつつあるものの、災害発
生のリスクは存在していることか
ら、各種訓練等を実施し原子力防
災体制の整備を図っていく。

原子力防災体制整
備事業

2-2
市町村における原
子力防災訓練実施
回数

10 回 6回 危機管理部 原子力防災課

　2-3-2 原子力防災資機材の更新

7

　サーベイメーターや保護
具など緊急的に必要な原子
力防災活動資機材を計画
的に整備するとともに、適
切に管理を行います。

　内閣府から交付を受ける原子力発電施
設等緊急時安全対策交付金を財源として、
Ｒ６年度についても福島県原子力防災活動
資機材整備計画に基づき原子力防災活動
資機材を整備していく。
　原子力防災資機材管理システムを活用し
て適切な在庫管理を行う。

原子力防災体制整
備事業（再掲）

　関係市町村や防災関係機関
等に対して、緊急時に住民の
安全を確保するための施設
や防災業務に従事する者の
安全を確保するための資機
材を整備する。

　資機材整備計画（現計画；Ｒ４～Ｒ８）
に基づき、計画的に整備・更新を実施し
ている。

　緊急時の対応に支障がないよう、
引き続き、計画的に整備・更新をし
ていく必要がある。

＜Ｒ７年度の状況＞
　規模・内容・手法を維持して継
続
＜今後の方向性＞
　資機材整備計画（現計画；R4～
R8）に基づき、計画的に整備・更
新を実施していく。
　Ｒ８年度に次期計画（R９～
R13）を策定する。

原子力防災体制整
備事業

－ 危機管理部 原子力防災課

　2-3-3 原子力防災研修会の開催

　原子力防災業務に関わる職員に対して計
画的に研修会を開催し、また、国若しくは
原子力関係機関が開催する研修会への参
加を促し、原子力防災に関する知識の普及
及び原子力災害への対応能力向上を図
る。

原子力防災体制整
備事業（再掲）

　原子力防災業務に関わる職
員に対して、内閣府が開催す
る研修会への参加を促すほ
か、必要に応じて県でも研修
会を開催し、原子力防災に関
する知識の習得及び原子力
災害への対応能力向上を図
る。

　関係職員に対して、内閣府、県及び原
子力関係機関が主催する研修への参加
を促している。
【Ｒ６受講者数実績】
・内閣府主催　１５７人
・県主催　１７７人
・関係機関主催　１８人

　原子力防災に係る専門的な知識
を習得するためには、複数の研修を
段階的に受講する必要がある。

＜Ｒ７年度の状況＞
　規模・内容・手法を維持して継
続
＜今後の方向性＞
　年間の研修スケジュールを提示
しながら、関係職員が継続的に研
修を受講する必要があることを
認識させ、研修の受講を促してい
く。

原子力防災体制整
備事業

－ 危機管理部 原子力防災課

　緊急時モニタリングの構成機関の職員
が、緊急時に使用するモニタリング資機材
の使用方法を確認し、緊急時の対応に必要
な技術を習得することを目的に、緊急時モ
ニタリングプレ訓練を実施する。

緊急時・広域環境放
射能監視事業（再
掲）

  放射性物質若しくは放射線
の異常な放出又はそのおそ
れがある場合に緊急時の環
境放射線モニタリングを実施
する。また、緊急時の対応に
必要な技術を習得することを
目的に緊急時モニタリング要
員を対象とした各種訓練を実
施する。

  緊急時モニタリング要員を対象として
緊急時モニタリングプレ訓練を実施し
た。

  緊急時の対応に必要な技術を習
得するため、今後も継続して研修会
を開催する必要がある。

－
緊急時・広域環境放
射能監視事業

2-1
日頃、放射線の影
響が気になると回
答した県民の割合

20.1% 29.0% 以下 危機管理部 原子力防災課

8

　原子力防災に関する知識
の普及及び原子力災害へ
の対応力の向上を図るた
め、県や市町村、防災関係
機関等の職員を対象に、基
礎的又は専門的な知識と技
術を習得するための研修会
を開催します。
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３　防犯の推進

指標番号 指標名 現況値
令和７年度

目標値

(1) 防犯意識の向上

　3-1-1 防犯に関する情報提供、指導を通じた取組

1

　交番・駐在所の警察官が各
家庭を訪問して、事件・事故
等の被害防止等を指導する
巡回連絡に積極的に取り組
むとともに、交番・駐在所速
報やミニ広報紙による情報提
供を行います。

　各交番・駐在所等の警察官により、各家庭
を訪問し、安全で平穏な生活を確保するため
に必要と認められる事項について指導連絡
等を行う巡回連絡を恒常的に実施する。
　各交番・駐在所等においてミニ広報紙につ
いては概ね四半期に１回、交番・駐在所速報
については注意喚起すべき事案が発生した
都度、それぞれ発行し、管内で発生した事件・
事故等に関する広報及び防犯指導等情報提
供を実施する。

－

  交番・駐在所の警察官が各
家庭を訪問して、事件・事故
等の被害防止等を指導する
巡回連絡に積極的に取り組
むとともに、交番・駐在所速
報やミニ広報紙による情報提
供を行います。

　県内各交番・駐在所等の警察官
が巡回連絡を実施し、防犯に関す
る情報提供等を行った。
　県内各交番・駐在所等におい
て、ミニ広報紙を1,394回、交
番・駐在所速報を391回発行し、
事件・事故に関する広報及び防犯
指導等情報提供を実施した。

  ミニ広報紙の発行は前年
比増加したが、交番・駐在
所速報の発行は前年比減
少している。

＜Ｒ７年度の状況＞
　規模・内容・手法を維持して継続
＜今後の方向性＞
  ミニ広報紙等の発行を促進する
などし、取組を継続する。

－ 3-1
犯罪発生件数（刑
法犯認知件数）

8,844 件
減少を目指

す
警察本部 地域企画課

　3-1-2 地域安全情報の発信

2

　メールやSNSを活用し、犯
罪情報や防犯情報を配信す
るとともに、なりすまし詐欺、
声掛け事案、強盗、その他必
要と認めた犯罪等の発生傾
向等を分析して注意を呼び
掛ける地域安全情報を発信
します。

　福島県警察メール配信システム「POLICE
メールふくしま」の運用をＲ３年４月１日から
開始し、現在も継続して活用している。同シス
テムでは、なりすまし詐欺情報、犯罪発生情
報、不審者情報、地域防犯情報、交通安全情
報、防災情報、お知らせなどの情報を、県警
本部及び各警察署から随時配信する。また、
県警公式X(旧Twitter）のアカウントも活用
し、地域の安全・安心に関わる情報を幅広く
提供する。

地域安全情報の発
信

  メールやSNSを活用し、犯
罪情報や防犯情報、なりすま
し詐欺情報等の地域安全情
報を発信し、注意を呼びかけ
るもの。

  メールやSNSを活用し、なりす
まし詐欺情報、犯罪発生情報、不
審者情報等を各警察署や警察本
部からタイムリーに配信してい
る。
　情報発信により、なりすまし詐
欺の未然防止、行方不明者早期
発見等に効果をあげている。

  メールやSNS利用者の登
録拡大を推進する必要が
ある。

＜Ｒ７年度の状況＞
　規模・内容・手法を維持して継続
＜今後の方向性＞
  POLICEアプリふくしまを普及
させ、地域安全情報の配信を強
化していくとともに、県警公式X、
インスタ等でも地域安全情報を幅
広く配信する。

地域安全情報の発
信

3-1
犯罪発生件数（刑
法犯認知件数）

8,844 件
減少を目指

す
警察本部

生活安全企
画課

　3-1-3 子どもの安全教育の充実

　各学校において、警察等と連携し、防犯教
室等を開催するなど安全教育の充実を促す。
　学校安全指導者養成研修会を実施する。（３
地区）

学校安全教室推進
事業（健康）

  県内学校の安全教育担当者
を対象に効果的な安全対策
の在り方について研修を行
う。（健康）

　福島県学校安全指導者養成研
修会を実施した。（10/3相双地
区、10/8県北地区、10/10県南
地区）（健康）

－

＜Ｒ7年度の状況＞
　規模・内容・手法を維持して継続
＜今後の方向性＞
 Ｒ６年度は中央研修の内容の伝
達講習により、防災意識を高める
教育の充実を図った。Ｒ７年度も
同様に行う。（健康）
  各学校において、警察等と連携
し、防犯教室等を開催するなど安
全教育の充実を促す。
　「ふくしま情報モラル診断」を各
校へ周知し、生徒の情報モラル意
識の向上に努める支援を行う。
（高校）

学校安全教室推進
事業（健康）

－ 教育庁

高校教育課
特別支援教
育課
健康教育課

　子ども自身が犯罪から身を守るためには防
犯意識の向上が不可欠であることから、警察
が各学校で開催する防犯教室において、危険
を感じた際の大人への知らせ方や逃げ方な
ど具体的な体験を通じた対策を学習させる
など、安全教育の充実に努める。

　防犯教室

　子ども自身が犯罪から身を
守るためには防犯意識の向
上が不可欠であることから、
警察が各学校で開催する防
犯教室において、危険を感じ
た際の大人への知らせ方や
逃げ方など具体的な体験を
通じた対策を学習させるな
ど、安全教育の充実に努め
る。

　県内各学校において総計684
回の不審者対応訓練を実施し
た。（内訳：小学校340回、中学
校125回、高校19回、その他
200回）

　依然として、県内におい
ては子どもへの声掛け事
案等が発生していることか
ら、子ども自身が犯罪から
身を守れるよう、事例を踏
まえたより具体的な内容の
防犯教室を実施する必要
がある。

＜Ｒ７年度の状況＞
　規模・内容・手法を維持して継続
＜今後の方向性＞
　各学校と連携し継続実施する。

防犯教室 3-1
犯罪発生件数（刑
法犯認知件数）

8,844 件
減少を目指

す
警察本部

少年女性安
全対策課

　3-1-4 サイバー犯罪被害防止

4

　サイバー犯罪被害に遭わな
いため、全ての年齢層を対象
とした被害防止講座等の実
施やホームページ、SNS等、
多様な手段の活用による幅
広い広報啓発活動を推進し
ます。

　サイバー防犯ボランティア等と連携した各
学校での情報モラル教室、大学や民間企業等
と連携した企業向け情報セキュリティセミ
ナー等を実施するほか、多発するサイバー犯
罪の手口及び対策について、県警ホームペー
ジ、「POLICEメールふくしま」、Twitter、ラ
ジオ広報等の手段を活用し、積極的な情報発
信に努める。

サイバー犯罪対策事
業

　サイバー犯罪被害に遭わな
いため、全ての年齢層を対象
とした被害防止講座等の実施
やホームページ、SNS等、多
様な手段の活用による幅広
い広報啓発活動を推進して
いく。

　サイバー防犯ボランティアと連
携した広報啓発活動５件、情報セ
キュリティセミナー等31件、広報
媒体を活用した情報発信48件
（Ｒ６年度中）

  スマートフォンの普及に
より全世代がインターネッ
トを介した犯罪被害に遭う
可能性があることから、全
世代へ向けた被害防止対
策の発信活動と浸透の推
進

＜Ｒ７年度の状況＞
　規模・内容・手法を維持して継続

サイバー犯罪対策事
業

3-1
犯罪発生件数（刑
法犯認知件数）

8,844 件
減少を目指

す
警察本部

サイバー犯罪
対策課

(2) 防犯活動の充実

　3-2-1 防犯ボランティア活動支援

　地域における自主防犯活動の推進を図る
ため、一般県民、市町村、防犯ボランティア団
体を対象に、令和６年度防犯力向上セミナー
を実施しました。

防犯ボランティア活
動支援事業

 防犯力向上セミナー等を実
施し、一般県民や地域の防犯
ボランティア団体等の活動の
活性化を図り、地域の防犯力
の底上げにつなげる。

  令和６年度防犯力向上セミナー
日程：R７.２.６
形式：会場とオンラインの併用
人数：１１６名参加

  人口減少・高齢化の進展
等を背景に、地域における
防犯活動に担い手が減少
しつつあることから、防犯
ボランティア団体等の活動
を活性化し、地域の防犯力
の底上げが必要。

  防犯力向上セミナーの開催等に
より、関係機関と連携しながら防
犯に関する取組を一層推進して
いく。

防犯ボランティア活
動支援事業

3-1
犯罪発生件数（刑
法犯認知件数）

8,844 件
減少を目指

す
生活環境部

生活環境総
務課

　地域の自主防犯力の向上に向けて、防犯ボ
ランティア団体や防犯ネットワークに対し、犯
罪情勢や防犯に関する情報を随時提供する
とともに、装備資機材が不足している防犯ボ
ランティア団体等に対し、積極的に支援を行
う。

防犯ボランティア活
動支援事業（再掲）

  防犯ボランティア団体が、効
果的で効率的な自主防犯活
動が展開できるよう、関係機
関と連携し、防犯ボランティ
ア活動を支援する。
  防犯ボランティア団体等に
対する装備資機材の支援を
図るなど、防犯ボランティア
活動を支援する。

  地域の防犯力向上に向けて、防
犯ボランティア団体や防犯ネット
ワークに対し、犯罪情勢や防犯に
関する情報を随時提供した。
  防犯ボランティア団体への支援
については、Ｒ６年度、11団体に
対して資材購入費用を支援した。

  防犯ボランティアの若返
りを図る必要がある。

＜Ｒ７年度の状況＞
　規模・内容・手法を維持して継続
＜今後の方向性＞
  防犯ボランティア団体や防犯
ネットワークに対し、犯罪情勢や
防犯に関する情報を随時提供す
るとともに、装備資機材が不足し
ている防犯ボランティア団体等に
対し、積極的に支援を行う。

防犯ボランティア活
動支援事業

3-1
犯罪発生件数（刑
法犯認知件数）

8,844 件
減少を目指

す
警察本部

生活安全企
画課

令和６年度取組内容
取組に関わる事業

名
事業の概要

3

5

　防犯ボランティア団体にお
いて、効果的で効率的な自主
防犯活動が展開できるよう、
関係機関が連携して、有用な
情報を提供するなど、防犯ボ
ランティア活動の支援に努め
ます。
　また、装備資機材が不足し
ている防犯ボランティア団体
等に対する支援を行うととも
に、青色回転灯装備車両によ
るパトロールの実施台数の拡
大を図るなど、防犯ボラン
ティア活動の支援に努めま
す。

　子ども自身が犯罪から身を
守るためには、子どもの防犯
意識の向上を図る必要があ
ることから、防犯教室を開催
するなど安全教育の充実に
努めます。

No.
施策推進に向けた具体的

取組

今年度（令和７年
度）取組に関わる

事業名
担当部局 担当課

関連指標
事業の進捗（令和６年度実績） 事業内容に係る課題

今年度（令和７年度）の対応方
針
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３　防犯の推進

指標番号 指標名 現況値
令和７年度

目標値

令和６年度取組内容
取組に関わる事業

名
事業の概要No.

施策推進に向けた具体的
取組

今年度（令和７年
度）取組に関わる

事業名
担当部局 担当課

関連指標
事業の進捗（令和６年度実績） 事業内容に係る課題

今年度（令和７年度）の対応方
針

　3-2-2 各主体が連携した地域安全活動の推進

6

　防犯連絡所、消防団、町内
会、各種ボランティア団体等
との連携を図り、「防犯診断」
「子ども見守り活動」等に対し
て助言や指導を行うととも
に、連携して活動を行うな
ど、地域安全活動を積極的に
推進します。

　住民等の意見・要望等を聴取し、検討・協議
することにより、安全で平穏な地域社会を実
現することを目的とした「交番・駐在所連絡
協議会」及び各種防犯ボランティア団体との
連携を図り、事件・事故等の発生状況等地域
の特性に合った指導助言を行うとともに、各
交番・駐在所等の警察官が各種団体と合同で
防犯診断や子ども見守り活動を行うなど、連
携した地域安全活動を実施する。

各主体が連携した地
域安全活動の推進

　交番・駐在所連絡協議会及
び各種防犯ボランティア団体
等との連携を図り、事件・事
故等の発生状況等地域の特
性に合った指導助言を行うと
ともに、各交番・駐在所等の
警察官が各種団体と合同で
防犯診断や子ども見守り活動
を行うなど、連携した地域安
全活動を実施する。

　各種防犯ボランティア団体等に
対し、犯罪発生状況等の提供や、
会議等において指導助言を行っ
た。また、合同で防犯パトロール
や少年の街頭補導等、地域安全
活動を実施した。

　地域安全活動等が低調な
地区も見受けられる。

＜Ｒ７年度の状況＞
　規模・内容・手法を維持して継続
＜今後の方向性＞
  各種防犯ボランティア団体等と
の連携を深め、取組を継続する。

各主体が連携した地
域安全活動の推進

3-1
犯罪発生件数（刑
法犯認知件数）

8,844 件
減少を目指

す
警察本部

生活安全企
画課
地域企画課

　3-2-3 被災者等による自主防犯組織への支援

7

　災害・復興公営住宅等入居
者の安全・安心を確保するた
め、自治会等と連携した治安
対策や被災者や事業者等に
よる自主防犯組織の活動支
援に努めるとともに、避難指
示解除に伴い活動を再開し
た防犯ボランティアの活動支
援に努めます。

　防犯ボランティアや民間パトロール隊と連
携し、被災地のパトロール活動を実施すると
ともに、復興公営住宅や仮設住宅への戸別訪
問活動により各種犯罪被害防止を呼び掛け
る。
　避難指示解除に伴い活動を再開した防犯ボ
ランティアの活動支援を推進する。

被災者等による自
主防犯組織への支
援

  自治会等と連携した治安対
策や事業者等による自主防
犯組織の活動支援に努める
とともに、避難指示解除に伴
い活動を再開した防犯ボラン
ティアの活動支援を行い、災
害・復興公営住宅等入居者の
安全・安心を確保する。

  公営住宅等への立寄りによる
防犯指導や集会所等における防
犯教室の開催など被災者に各種
犯罪被害防止を呼びかけた。
  再開した防犯ボランティアと連
携した防犯活動を実施した。

  未再開の防犯ボランティ
アに対する活動支援を図る
必要がある。

＜Ｒ７年度の状況＞
　規模・内容・手法を維持して継続
＜今後の方向性＞
  防犯ボランティアや民間パト
ロール隊と連携し、被災地のパト
ロール活動を実施するとともに、
復興公営住宅や仮設住宅への戸
別訪問活動により各種犯罪被害
防止を呼び掛ける。
  避難指示解除に伴い活動を再
開した防犯ボランティアの活動支
援を推進する。

被災者等による自
主防犯組織への支
援

3-5

現在自分が暮らす
地域（仮設住宅・
借り上げ住宅も含
む）の治安は良い
と回答した県民の
割合

70.9%
上昇を目指

す
警察本部

生活安全企
画課

(3) 防犯環境の整備

　3-3-1 地域社会の連携による子どもの安全確保 

　警察、PTA、防犯関係団体等と連携し、子ど
もの安全確保対策を推進する。
　警察等と連携し、不審者等の情報があれ
ば、教育事務所を通して、地教委、学校へ警
戒を促す連絡を行う。

－ － － －

＜Ｒ7年度の状況＞
　規模・内容・手法を維持して継続
＜今後の方向性＞
　警察、PTA、防犯関係団体等と
連携し、子どもの安全確保対策を
推進する。

－ － 教育庁

健康教育課
義務教育課
特別支援教
育課

　毎月、教育機関や関係団体等に対し、ネット
ワーク通信を配信して性犯罪、声掛け事案等
に関する発生状況の提供や、見守り活動につ
いての助言指導を行って、子どもの安全確保
対策に努める。
　地域ボランティアや少年警察ボランティア
と連携し、登下校の見守り活動を実施すると
ともに、通学路の危険場所を点検するなど子
どもの犯罪被害防止に努める。

－

　毎月、教育機関や関係団体
等に対し、ネットワーク通信を
配信して性犯罪、声掛け事案
等に関する発生状況の提供
や、見守り活動についての助
言指導を行って、子どもの安
全確保対策に努める。
　地域ボランティアや少年警
察ボランティアと連携し、登
下校の見守り活動を実施する
とともに、通学路の危険場所
を点検するなど子どもの犯
罪被害防止に努める。

　性犯罪・声掛け事案等の認知状
況や防犯上の留意点を掲載した
資料を教育機関や関係企業、団
体等に毎月発出し、子どもや女性
の安全対策を図った。
　県内各警察署において、学校、
保護者、地域ボランティアや少年
警察ボランティアと連携し、子ど
もの登下校時の見守り活動を実
施するとともに、地域住民や事業
者等が日常生活や業務を通じて
見守り活動を行う「ながら見守
り」を推進し、子どもの安全対策
を図った。

　防犯情報のタイムリーな
発信に努めるなど地域住
民の更なる防犯意識の向
上を図り、こどもの安全対
策を推進していく必要があ
る。

＜Ｒ7年度の状況＞
　規模・内容・手法を維持して継続

－ 3-1
犯罪発生件数（刑
法犯認知件数）

8,844 件
減少を目指

す
警察本部

少年女性安
全対策課

　3-3-2 学校における安全確保

9

　各学校において整備した危
機管理マニュアルがしっかり
機能するよう、随時の見直し
と教職員に対する研修等を
行うなど、子どもの安全確保
の徹底を指導します。
　また、校舎、体育館、プール
などの施設・設備の定期点検
及び日常点検の実施を指導
し、子どもの安全確保の徹底
を図ります。

　管理職を対象とした学校事故防止対策研究
協議会において各校の危機管理マニュアルの
見直しと改善を促すとともに、引き続き｢学
校の危機管理マニュアル作成の手引き｣の活
用を図る。

－ － － －

＜Ｒ7年度の状況＞
　規模・内容・手法を維持して継続
＜今後の方向性＞
  各校の危機管理マニュアルの見
直しと改善を促すとともに、引き
続き｢学校の危機管理マニュアル
作成の手引き｣の活用を図る。

－ － 教育庁

高校教育課
特別支援教
育課
健康教育課

　3-3-3 犯罪が起こりにくい環境整備

10

道路、公園、駐車場・駐輪場に
ついて、自治体や施設の管理
者と連携を図り、周囲からの
見通しの確保や、防犯灯、防
犯カメラの設置などによる犯
罪が起こりにくい環境の整備
に努め、犯罪抑止対策を推進
します。

　施設管理者等と連携を図り、周囲からの見
通し確保、照明や防犯カメラの設置等を働き
掛け、犯罪の起きにくい環境整備を推進す
る。

犯罪が起こりにくい
環境整備

  道路、公園、駐車場・駐輪場
について、自治体や施設の管
理者と連携を図り、周囲から
の見通しの確保や、防犯灯、
防犯カメラの設置などによる
犯罪が起こりにくい環境の整
備に努める。

重点事業として、街頭防犯カメラ
設置補助事業を実施し、県内自
治組織の防犯カメラ設置を推進
した。

  自治体及び管理者等の自
主防犯意識向上を図る必
要がある。

＜Ｒ７年度の状況＞
　規模・内容・手法を維持して継続
＜今後の方向性＞
  施設管理者等と連携を図り、周
囲からの見通し確保、照明や防犯
カメラの設置等を働き掛け、犯罪
の起きにくい環境整備を推進す
る。

犯罪が起こりにくい
環境整備

3-1
犯罪発生件数（刑
法犯認知件数）

8,844 件
減少を目指

す
警察本部

生活安全企
画課

8

　子どもへの声掛け事案の情
報共有や登下校時間帯を始
めとして通学路や公園等にお
いて子どもの見守り活動によ
り警戒を行うとともに、不審
者の早期発見等により被害
を防止するため、警察、学校、
防犯関係団体、保護者等の地
域社会の連携をより一層強
化して子どもの安全確保対
策を推進します。

15



３　防犯の推進

指標番号 指標名 現況値
令和７年度

目標値

令和６年度取組内容
取組に関わる事業

名
事業の概要No.

施策推進に向けた具体的
取組

今年度（令和７年
度）取組に関わる

事業名
担当部局 担当課

関連指標
事業の進捗（令和６年度実績） 事業内容に係る課題

今年度（令和７年度）の対応方
針

(4) 犯罪体制の整備

　3-4-1 地域に密着した警防活動の推進

11

　犯罪や事故のない安全と安
心を実感できる社会を構築
するため、地域の実態に即し
たパトロールや巡回連絡、立
番等の街頭活動を推進し、犯
罪の未然防止活動や職務質
問による犯罪の検挙に努め
るとともに、県民の声に耳を
傾け、地域に密着した活動を
推進します。

　交番における立番や人の往来の多い場所
等における駐留警戒、事件・事故の発生が多
い場所や時間帯における効果的なパトロール
等、地域の実態に即した街頭活動を推進す
る。
　犯罪の未然防止と検挙のため、立番やパト
ロールの際、不審者に対する積極的な職務質
問と所持品検査を実施する。
　巡回連絡や各種会合等を通じて、地域にお
ける意見・要望等を把握し、警察として必要
な措置を講じるなど問題解決活動を推進す
る。

－

  犯罪や事故のない安全と安
心を実感できる社会を構築
するため、地域の実態に即し
たパトロールや巡回連絡、立
番等の街頭活動を推進し、犯
罪の未然防止活動や職務質
問による犯罪の検挙に努め
るとともに、県民の声に耳を
傾け、地域に密着した活動を
推進する。

　人の往来が多い時間帯におけ
る立番や、繁華街におけるパト
ロールの強化など、地域の実態
に即した街頭活動を推進すると
ともに、不審者に対する職務質問
を実施するなど、犯罪の検挙と
事件・事故の未然防止に努めた。
　各交番・駐在所等において、地
域における意見・要望等を把握
し、地域住民の犯罪被害等の不
安解消、交通の安全確保するな
ど、１１件の問題解決活動を実施
した。

　問題解決活動が前年比減
少した。

＜Ｒ７年度の状況＞
　規模・内容・手法を維持して継続
＜今後の方向性＞
　地域における意見・要望等をさ
らに把握し問題解決活動するな
ど、取組を継続する。

－ 3-5

現在自分が暮らす
地域（仮設住宅・
借り上げ住宅も含
む）の治安は良い
と回答した県民の
割合

70.9%
上昇を目指

す
警察本部 地域企画課

　3-4-2 金融強盗、「なりすまし詐欺」等被害の防止

12

　金融機関に対する強盗等の
未然防止のため、模擬強盗訓
練や店舗に対する防犯診断
等により自主防犯体制の整
備を図ります。
　また、なりすまし詐欺を未
然に防止するため、金融機関
を始めとする関係機関・団体
と警察の緊密な連絡体制の
下、各種被害防止対策を推進
します。

　金融機関に対する強盗等を防ぐため、防犯
診断や防犯指導、模擬強盗訓練や窓口対応
訓練等を実施し、防犯対策を継続的に推進す
る。
　また、なりすまし詐欺防止ふくしまネット
ワークと連携しながら、金融機関窓口等にお
ける声掛け訓練や街頭広報キャンペーン等を
実施し、なりすまし詐欺被害の未然防止に向
けた広報啓発活動を推進する。

金融強盗、「なりす
まし詐欺」等被害の
防止

  金融機関に対する強盗等の
未然防止のため、模擬強盗訓
練や店舗に対する防犯診断
等により自主防犯体制の整
備を図る。
　なりすまし詐欺を未然に防
止するため、金融機関を始め
とする関係機関・団体と警察
の緊密な連絡体制の下、各種
被害防止対策を推進する。

  県内の各警察署において、金融
機関に対する防犯診断や強盗訓
練等を実施した。
  金融機関等と連携し、令和6年
中、135件の詐欺被害を未然防
止した。

  なりすまし詐欺等の手口
が日々変化、巧妙化してい
ることから、新たな手口に
対する早急な対策を図る
必要がある

＜Ｒ7年度の状況＞
　規模・内容・手法を維持して継続
＜今後の方向性＞
  金融機関に対する強盗等を防ぐ
ため、防犯診断や防犯指導、模擬
強盗訓練や窓口対応訓練等を実
施し、防犯対策を継続的に推進す
る。
　また、なりすまし詐欺防止ふくし
まネットワークと連携しながら、
金融機関窓口等における声掛け
訓練や街頭広報キャンペーン等
を実施し、なりすまし詐欺等被害
の未然防止に向けた広報啓発活
動を推進する。

金融強盗、「なりす
まし詐欺」等被害の
防止

3-2
なりすまし詐欺の
認知件数

120 件
減少を目指

す
警察本部

生活安全企
画課

　3-4-3 店舗対象の強盗事件等被害の防止

13

　コンビニエンスストア等対象
の強盗事件等の未然防止に
向けて、管理者対策と自主防
犯体制の整備を促進するほ
か、模擬強盗訓練や店舗に対
する防犯診断等の各種施策
を推進します。

　コンビニエンスストア等強盗事件の対象とし
て狙われやすい店舗において、チェックリスト
に基づく防犯診断を実施し、防犯カメラ設置
等のハード面、従業員に対する防犯指導等ソ
フト面の両面における防犯対策強化を推進
する。

店舗対象の強盗事
件等被害の防止

  コンビニエンスストア等対象
の強盗事件等の未然防止に
向けて、管理者対策と自主防
犯体制の整備を促進するほ
か、模擬強盗訓練や店舗に対
する防犯診断等の各種施策
を推進する。

  県内の各警察署において、コン
ビニエンスストア等に対する防犯
診断を行っているほか、コンビニ
エンスストア等を対象とした強盗
訓練を実施した。

  自主防犯体制を整備する
ため、各店舗の従業員一人
一人に行き渡る防犯指導
等に努める必要がある。

＜Ｒ７年度の状況＞
　規模・内容・手法を維持して継続
＜今後の方向性＞
  強盗事件の対象として狙われや
すい店舗において、チェックリスト
に基づく防犯診断を実施し、防犯
カメラ設置等のハード面、従業員
に対する防犯指導等ソフト面の両
面における防犯対策強化を推進
する。

店舗対象の強盗事
件等被害の防止

3-1
犯罪発生件数（刑
法犯認知件数）

8,844 件
減少を目指

す
警察本部

生活安全企
画課
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４　虐待等対策の推進
計画終期における福島県安全で安心な県づくりの推進に関する基本計画の取組状況じ

指標番号 指標名 現況値
令和７年度

目標値

(1) 虐待等防止のための意識の向上 事業名

　4-1-1 暴力、虐待防止の周知啓発

　権利擁護支援のため、医療、介
護、法務、行政など様々な分野の
有識者が一堂に会し、協議を行う
「高齢者権利擁護推進会議」を開
催する。

高齢者等のいのち
と権利を守る総合
支援事業

 　高齢者等が住み慣れた地域で安心し
て暮らせるよう、市町村の高齢者虐待
や成年後見制度利用促進などの権利擁
護支援の取組を支援する。

 権利擁護推進会議体の見直しを
行い、協議会を２回開催した。ま
た、成年後見制度利用促進体制
整備及び高齢者虐待対応に係る
市町村からの電話相談及び専門
職派遣、権利擁護に係る関係者
への各種研修（８つ）を実施した。

  市町村での権利擁護に係
る知識や経験不足、人員不
足により十分な対応に手が
回らない等の状況により取
組が進まないため、引き続き
専門職派遣を行うとともに、
各保健福祉事務所による地
域支援を行う。

＜Ｒ7年度の状況＞
　規模・内容・手法を一部見直しして継続
＜今後の方向性＞
（成果が十分に確保できる見通し）
　当該事業は、計画の基本指標にプラスの
影響を与えた。市町村等への支援の実施に
より指標に寄与することができた。市町村
からの電話相談や専門職派遣の依頼は多
いものの、一方で対応に苦慮している状況
が見られることから、専門職派遣による支
援可能回数を増加しつつ、各種研修内容の
強化（研修内容の見直し）を行うことで、成
年後見制度の利用が必要な方を制度利用
につなぐことや、施設での高齢者虐待の発
生を防止することに寄与していく。

高齢者等のいのち
と権利を守る総合
支援事業

4-2

児童、配偶者、高齢
者、障がい者などに
対する虐待や暴力
がなく、安心して暮
らせる地域だと回答
した県民の割合

70.8%
上昇を目指

す
高齢福祉課

　厚生労働省主催の「障害者虐待
防止・権利擁護指導者養成研修」
に、市町村職員１名、障がい福祉
サービス事業所等職員２名を参加
させる等により、虐待防止に関す
る指導者を養成する。

障がい者虐待防止
対策支援事業

  厚生労働省が主催する虐待防止の研
修に職員及び関係機関等を参加させ、
虐待防止に関する指導者を養成する。

  厚生労働省主催の「障害者虐待
防止・権利擁護指導者養成研修」
（Ｒ６年１０月２日～４日）に、県(１
名）や事業所の職員（１名）を参加
させる等により、虐待防止に関す
る指導者を養成した。
　R７年１月２１日に令和６年度福
島県障がい者虐待防止・権利擁
護研修を開催した（市町村及び
事業所職員約７７名参加）。

  今後も事業を継続し、虐待
防止の推進を図る。

＜Ｒ７年度の状況＞
　規模・内容・手法を維持して継続
＜今後の方向性＞
  当該事業は総合計画の基本指標にプラス
の影響を与えた。厚生労働省主催の「障害
者虐待防止・権利擁護指導者養成研修」に、
市町村職員及び障がい福祉サービス事業
所等職員を参加させることで、虐待防止に
関する指導者を養成する。

障がい者虐待防止
対策支援事業

4-2

児童、配偶者、高齢
者、障がい者などに
対する虐待や暴力
がなく、安心して暮
らせる地域だと回答
した県民の割合

70.8%
上昇を目指

す
障がい福祉課

　女性のための相談支援センター
等による県・市の女性相談支援員
や市町村担当者等への研修(1回)
を行う。

困難な問題を抱える
女性への支援体制
構築事業

女性のための相談
支援センター事業

【困難な問題を抱える女性への支援体
制構築事業】
  困難な問題を抱える女性に適切な支
援を提供するための体制整備を図る。
また、保健福祉事務所を配偶者暴力相
談支援センターに指定し、配偶者等から
の暴力の防止及び被害者の保護のため
の業務を行う。

【女性のための相談支援センター事業】
  女性のための相談支援センターにお
いて、DV被害者からの相談、センター
入所中退所後の各種支援を行うことに
より、DV被害者等の福祉の増進を図
る。

  女性のための相談支援セン
ター等による県・市の女性相談
支援員への研修（女性保護事業
充実強化研修）をＲ６年度に４回
実施した。

ー

＜Ｒ７年度の状況＞
【支援体制整備事業】
  規模・内容・手法を維持して継続

＜Ｒ７年度の状況＞
【女性のための相談支援センター事業】
  規模・内容・手法を維持して継続

困難な問題を抱える
女性への支援体制
構築事業

女性のための相談
支援センター事業

4-2

児童、配偶者、高齢
者、障がい者などに
対する虐待や暴力
がなく、安心して暮
らせる地域だと回答
した県民の割合

70.8%
上昇を目指

す
こども未来局 児童家庭課

　4-1-2 障がい者の権利擁護の推進

2

　障がい者の権利擁護につい
ては、障がいの有無にかかわ
らず、互いに人格と個性を尊
重し合いながら共生する社会
の実現に向け、障がい者への
関心と理解が促進されるよう
意識啓発を図ります。

　障がいや障がいのある方への理
解を深めるためのパンフレットや
DVD等を活用したふくしま共生
サポーター養成講座を開催し、地
域における障がい者理解を促進
する。また、民間事業者に向けた
セミナーを開催し、合理的配慮へ
の理解促進を図る。

障がい者の社会参
加促進事業

　障がい者芸術文化活動の推進、共生サ
ポーターの養成、民間活動への支援、普
及啓発活動の推進に取り組み、理解を
深めることで、障がい者が社会参加しや
すい機運の醸成を図るとともに、芸術
文化活動の推進を通して障がい者の活
躍を促進し、障がい者がいきいきと暮
らせる社会の実現を目指す。

　ふくしま共生サポーター養成講
座を開催し、ふくしま共生サポー
ターを養成するとともに（216
名、全サポーター数1,147名）、
障がい者への理解を深めるため
の県民向け啓発活動を行う民間
団体７団体に対し、補助金の交付
決定を行った。
　また、民間事業者向けのセミ
ナーを開催し、合理的配慮につ
いて理解を深めた（3回開催、参
加者105名）。

  民間団体が実施する県民
向け啓発活動について、先進
的な取組を紹介する等によ
り、事業内容を充実させてい
く必要がある。

＜Ｒ７年度の状況＞
　規模・内容・手法を一部見直しして継続
＜今後の方向性＞
（成果が十分に確保できる見通し）
　当該事業は総合計画の基本指標にプラス
の影響を与えた。多様性を理解した社会づ
くりの促進に寄与しており、今後も障がい
や障がい者についての理解を促進するた
めには、継続して事業を実施していく必要
があるため、芸術作品展のサテライト展示、
センター事業にアドバイザー派遣を継続し
ていくとともに、合理的配慮セミナーの周
知方法について検討するなど一部見直して
いく。

障がい者の社会参
加促進事業

4-2

児童、配偶者、高齢
者、障がい者などに
対する虐待や暴力
がなく、安心して暮
らせる地域だと回答
した県民の割合

70.8%
上昇を目指

す
保健福祉部 障がい福祉課

　4-1-3 施設等における虐待防止対策

高齢者等のいのち
と権利を守る総合
支援事業（再掲）

  高齢者等が住み慣れた地域で安心し
て暮らせるよう、市町村の高齢者虐待
や成年後見制度利用促進などの権利擁
護支援の取組を支援する。

  権利擁護推進会議体の見直し
を行い、協議会を２回開催した。
また、成年後見制度利用促進体
制整備及び高齢者虐待対応に係
る市町村からの電話相談及び専
門職派遣、権利擁護に係る関係
者への各種研修（８つ）を実施し
た。

  市町村での権利擁護に係
る知識や経験不足、人員不
足により十分な対応に手が
回らない等の状況により取
組が進まないため、引き続き
専門職派遣を行うとともに、
各保健福祉事務所による地
域支援を行う。

＜Ｒ7年度の状況＞
　規模・内容・手法を一部見直しして継続
＜今後の方向性＞
（成果が十分に確保できる見通し）
　当該事業は、計画の基本指標にプラスの
影響を与えた。市町村等への支援の実施に
より指標に寄与することができた。市町村
からの電話相談や専門職派遣の依頼は多
いものの、一方で対応に苦慮している状況
が見られることから、専門職派遣による支
援可能回数を増加しつつ、各種研修内容の
強化（研修内容の見直し）を行うことで、成
年後見制度の利用が必要な方を制度利用
につなぐことや、施設での高齢者虐待の発
生を防止することに寄与していく。

高齢者等のいのち
と権利を守る総合
支援事業

障がい者虐待防止
対策支援事業（再
掲）

  厚生労働省が主催する虐待防止の研
修に職員及び関係機関等を参加させ、
虐待防止に関する指導者を養成する。

  厚生労働省主催の「障害者虐待
防止・権利擁護指導者養成研修」
（Ｒ6年１０月２～４日）に、事業所
の職員（１名）を参加させる等に
より、虐待防止に関する指導者
を養成した。

  今後も事業を継続し、虐待
防止の推進を図る。

＜Ｒ７年度の状況＞
　規模・内容・手法を維持して継続
＜今後の方向性＞
  厚生労働省主催の「障害者虐待防止・権
利擁護指導者養成研修」に、市町村職員１
名、障がい福祉サービス事業所等職員２名
を参加させる等により、虐待防止に関する
指導者を養成する。

障がい者虐待防止
対策支援事業

令和６年度取組内容 取組に関わる事業名 事業の概要

3

　児童、高齢者、障がい者等
の権利を擁護するため、施設
等における虐待の未然防止
を図ります。さらに、虐待の
早期発見、早期対応を含め、
対策の実効性を高めるため、
施設等に対して、虐待に関す
る職場内研修の実施や苦情
処理体制の整備など、虐待防
止に向けた体制整備につい
て周知徹底を図るとともに、
施設職員等に対する研修の
充実に努めます。

　施設内の指導的立場にある職
員を対象に、介護現場において高
齢者虐待防止の趣旨の理解、虐
待の未然防止や早期発見に向け
た取組、権利擁護の取組等を指導
する人材を養成する「権利擁護推
進研修」を実施するほか、実際に
サービスを提供している看護職
員を対象に「看護実務者研修」を
実施する。
　厚生労働省主催の「障害者虐待
防止・権利擁護指導者養成研修」
に、市町村職員１名、障がい福祉
サービス事業所等職員２名を参加
させる等により、虐待防止に関す
る指導者を養成する。

1

　DVや児童虐待、高齢者虐
待、障がい者虐待について
は、大人から子どもまでを対
象とした人権教育や各種広報
媒体を活用した虐待防止に関
する制度の周知、関係機関へ
の啓発等により社会全体の
認識を深めるよう努めるとと
もに、関係機関スタッフの対
応力向上を図るため、研修の
充実等に取り組みます。

No.
施策推進に向けた具体的

取組
事業の進捗（令和６年度実績） 事業内容に係る課題 今年度（令和７年度）の対応方針

今年度（令和７年
度）取組に関わる

事業名
担当部局 担当課

関連指標

保健福祉部

保健福祉部
こども未来局

高齢福祉課
障がい福祉課
児童家庭課

4-2

児童、配偶者、高齢
者、障がい者などに
対する虐待や暴力
がなく、安心して暮
らせる地域だと回答
した県民の割合

70.8%
上昇を目指

す

17



４　虐待等対策の推進
計画終期における福島県安全で安心な県づくりの推進に関する基本計画の取組状況じ

指標番号 指標名 現況値
令和７年度

目標値

令和６年度取組内容 取組に関わる事業名 事業の概要No.
施策推進に向けた具体的

取組
事業の進捗（令和６年度実績） 事業内容に係る課題 今年度（令和７年度）の対応方針

今年度（令和７年
度）取組に関わる

事業名
担当部局 担当課

関連指標

(2) 虐待等の防止体制の強化

　4-2-1 関係機関連携によるＤＶ防止対策

4

　「福島県ドメスティック・バイ
オレンス対策連携会議」の構
成機関が有機的に連携し、協
力を図りながら、DVの防止
と被害者の保護・自立支援に
当たります。

　福島県困難な問題を抱える女性
への支援調整会議を開催し「福島
県ドメスティック・バイオレンスの
防止及び被害者の保護・支援のた
めの基本計画」の第5次改定を実
施する。

困難な問題を抱える
女性への支援体制
構築事業（再掲）

  困難な問題を抱える女性に適切な支
援を提供するための体制整備を図る。
また、保健福祉事務所を配偶者暴力相
談支援センターに指定し、配偶者等から
の暴力の防止及び被害者の保護のため
の業務を行う。

福島県困難な問題を抱える女性
への支援調整会議を開催し、「福
島県困難な問題を抱える女性へ
の支援並びにＤＶの防止及び被
害者の保護・支援のための基本
計画」を改定した。（Ｒ６年１１月、
Ｒ７年１月）

－
＜Ｒ７年度の状況＞
 規模・内容・手法を維持して継続

困難な問題を抱える
女性への支援体制
構築事業

4-1
配偶者暴力防止法
に基づく基本計画
策定市町村数

44 市町村
上昇を目指

す
こども未来局 児童家庭課

　4-2-2 児童相談所による総合的な支援の強化

5

　児童相談所は、中核的専門
機関として関係機関と連携を
図りながら、早期発見から虐
待を受けた児童の自立に至
るまでの総合的な支援を行
います。
　また、児童虐待の未然防止
や早期発見・早期対応を図る
上で、地域の事情を最も把握
している市町村が中心となっ
て関係機関が連携・協力する
「要保護児童対策地域協議
会」の役割が重要であるた
め、有機的に機能するよう支
援に努めます。

　虐待から子どもを守る連絡会
議、学校職員向け研修、保育者向
け研修、市町村要保護児童対策地
域協議会支援講習会の開催や広
報媒体の活用による啓発等を行
うとともに、児童相談所や関係機
関の専門性の向上を図るため、各
種研修を実施する。

虐待から子どもを守
る総合対策推進事
業

  児童虐待の未然防止及び迅速かつ適
切な対応に向けて、関係機関の連携強
化、児童相談所職員の専門性向上、市町
村における相談体制強化への支援など
を行う。
  児童相談所において、児童及び保護者
に対する相談対応を行うほか、職員の
資質向上に向けた研修受講などを行
う。

  虐待から子どもを守る連絡会
議開催した。（Ｒ６年11月）
  要保護児童対策地域協議会支
援講習会を開催した。（Ｒ６年１０
月）
  学校教職員や保育者向け研修、
児童相談所や関係機関の専門性
の向上を図るための各種研修を
実施した。

－
＜Ｒ７年度の状況＞
  規模・内容・手法を維持して継続

虐待から子どもを守
る総合対策推進事
業

4-3
児童虐待相談対応
件数

1908 件 (R5)
適切に対応

する
こども未来局 児童家庭課

　4-2-3 高齢者虐待に関する市町村ネットワークへの支援

6

　各市町村においては高齢者
虐待防止ネットワークが構築
されており、同ネットワークが
十分に機能するよう支援しま
す。

　市町村が対応する高齢者虐待
事案について、円滑な対応と適切
な判断により被虐待者の命と権
利を守るため、市町村が行うケー
ス検討会等に社会福祉士や弁護
士などの専門職を派遣し、助言等
を行う。

高齢者等のいのち
と権利を守る総合
支援事業（再掲）

  高齢者等が住み慣れた地域で安心し
て暮らせるよう、市町村の高齢者虐待
や成年後見制度利用促進などの権利擁
護支援の取組を支援する。

  権利擁護推進会議体の見直し
を行い、協議会を２回開催した。
また、成年後見制度利用促進体
制整備及び高齢者虐待対応に係
る市町村からの電話相談及び専
門職派遣、権利擁護に係る関係
者への各種研修（８つ）を実施し
た。

  市町村での権利擁護に係
る知識や経験不足、人員不
足により十分な対応に手が
回らない等の状況により取
組が進まないため、引き続き
専門職派遣を行うとともに、
各保健福祉事務所による地
域支援を行う。

＜Ｒ7年度の状況＞
　規模・内容・手法を一部見直しして継続
＜今後の方向性＞
（成果が十分に確保できる見通し）
　当該事業は、計画の基本指標にプラスの
影響を与えた。市町村等への支援の実施に
より指標に寄与することができた。市町村
からの電話相談や専門職派遣の依頼は多
いものの、一方で対応に苦慮している状況
が見られることから、専門職派遣による支
援可能回数を増加しつつ、各種研修内容の
強化（研修内容の見直し）を行うことで、成
年後見制度の利用が必要な方を制度利用
につなぐことや、施設での高齢者虐待の発
生を防止することに寄与していく。

高齢者等のいのち
と権利を守る総合
支援事業

4-5

高齢者虐待相談・
通報件数
・養護者による高
齢者虐待
・養介施設従事者
等による高齢者虐
待

・555件
・54件

適切に対応
する

保健福祉部 高齢福祉課

　4-2-4 障がい者虐待防止ネットワーク構築

7

　障がい者への虐待の防止と
早期発見のため、市町村が中
心となった地域の実情に応じ
た関係機関との連携・協力体
制の構築を支援します。

　厚生労働省主催の「障害者虐待
防止・権利擁護指導者養成研修」
に、市町村職員１名、障がい福祉
サービス事業所等職員２名を参加
させる等により、虐待防止に関す
る指導者を養成する。

障がい者虐待防止
対策支援事業（再
掲）

　厚生労働省が主催する虐待防止の研
修に職員及び関係機関等を参加させ、
虐待防止に関する指導者を養成する。

  厚生労働省主催の「障害者虐待
防止・権利擁護指導者養成研修」
（Ｒ６年１０月２日～４日）に、県(１
名）や事業所の職員（１名）を参加
させる等により、虐待防止に関す
る指導者を養成した。
　R７年１月２１日に令和６年度福
島県障がい者虐待防止・権利擁
護研修を開催した（市町村及び
事業所職員約７７名参加）。

　今後も事業を継続し、虐待
防止の推進を図る。

＜Ｒ７年度の状況＞
　規模・内容・手法を維持して継続
＜今後の方向性＞
  当該事業は総合計画の基本指標にプラス
の影響を与えた。厚生労働省主催の「障害
者虐待防止・権利擁護指導者養成研修」に、
市町村職員及び障がい福祉サービス事業
所等職員を参加させることで、虐待防止に
関する指導者を養成する。

障がい者虐待防止
対策支援事業

4-6

障がい者虐待相談・
通報件数
・養護者による障が
い者虐待
・障害者福祉施設従
事者等による障が
い者虐待

・93件(R5)
・48件(R5)

適切に対応
する

保健福祉部 障がい福祉課
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４　虐待等対策の推進
計画終期における福島県安全で安心な県づくりの推進に関する基本計画の取組状況じ

指標番号 指標名 現況値
令和７年度

目標値

令和６年度取組内容 取組に関わる事業名 事業の概要No.
施策推進に向けた具体的

取組
事業の進捗（令和６年度実績） 事業内容に係る課題 今年度（令和７年度）の対応方針

今年度（令和７年
度）取組に関わる

事業名
担当部局 担当課

関連指標

(3) 虐待等の被害者又はその家族等への支援

　4-3-1 関係機関連携によるＤＶ被害者支援

8

　DV被害者支援と同伴者の
保護・自立支援のため、女性
のための相談支援センターが
配偶者暴力相談支援センター
の中核となって、関係機関と
連携して対応します。

　自立に向けた支援では、経済的
な支援、法的な手続き、子どもの
養育への支援等、様々な機関の協
力が必要となるため、関係機関と
の連携を深めるために、福島県ド
メスティック・バイオレンス対策連
携会議を開催し情報交換を行う
（１回）。

困難な問題を抱える
女性への支援体制
構築事業（再掲）

  困難な問題を抱える女性に適切な支
援を提供するための体制整備を図る。
また、保健福祉事務所を配偶者暴力相
談支援センターに指定し、配偶者等から
の暴力の防止及び被害者の保護のため
の業務を行う。

福島県困難な問題を抱える女性
への支援調整会議を開催し、情
報交換を行った。（Ｒ６年１１月、Ｒ
７年１月）

－
＜Ｒ７年度の状況＞
  規模・内容・手法を維持して継続

困難な問題を抱える
女性への支援体制
構築事業

4-4
配偶者暴力相談支
援センターでの相談
件数

1930 件 (R5)
適切に対応

する
こども未来局 児童家庭課

　4-3-2 虐待を受けた児童への保護・支援

9

　虐待により心に深い傷を抱
える児童については、家庭的
な雰囲気の中で愛着と理解
をもって養育する里親制度
や、心理療法によるケア及び
小規模なグループによりケア
を行う児童養護施設における
養育により、手厚い保護・支
援に取り組みます。

　児童養護施設に心理療法を行う
職員を配置し、虐待を受けた子ど
も達の心のケアを行う。また、児
童福祉施設等連絡協議会、里親
研修等で、被措置児童の権利擁
護と虐待防止について周知する
とともに、入所児童に対しては
「子どもの権利ノート」を活用し、
自他の権利の尊重に関する意識
の醸成を図るとともに、意見表明
等支援員を配置し、こどもが意見
表明する機会を確保する。

児童入所施設（県立
施設を除く）措置費

　家庭において適切な養育を受けるこ
とができない子どもを児童福祉施設に
入所させ、又は、里親に委託することに
より、すべての子どもの心身の健やかな
育ちを支援する。

  児童養護施設に心理療法を行
う職員を配置し、虐待を受けた
子ども達の心のケアを行った。ま
た、児童福祉施設等連絡協議会、
里親研修等で、被措置児童の権
利擁護と虐待防止について周知
するとともに、入所児童に対して
は「子どもの権利ノート」を活用
し、自他の権利の尊重に関する
意識の醸成を図った。
　県内児童養護施設８箇所に意
見表明等支援員を配置した。

－
＜Ｒ７年度の状況＞
  規模・内容・手法を一部見直しして継続

児童入所施設（県立
施設を除く）措置費

4-3
児童虐待相談対応
件数

1908 件 (R5)
適切に対応

する
こども未来局 児童家庭課

　4-3-3 高齢者虐待の被害者等への支援

10

　虐待を受けた高齢者や虐待
を行った家族等への支援が
適切に行われるよう、支援を
行う市町村や地域包括支援
センターの職員等に対し、虐
待への対応能力向上のため
の研修を実施するとともに、
必要な助言を行います。
　また、成年後見制度は権利
擁護支援の重要な手段の一
つであり、その利用促進に向
けた各市町村が取り組む地
域連携ネットワークの構築な
ど体制整備を支援します。

　市町村職員の高齢者虐待案件
への対応力向上を図るため、「高
齢者虐待対応基礎研修」を実施す
る。
・成年後見制度に関する理解促進
及び地域連携ネットワークづくり
の必要性に対する理解を促進す
るため「成年後見制度市町村等担
当職員研修」を実施する。
　市町村に社会福祉士や弁護士、
司法書士などの成年後見制度に
係る専門職を派遣し、権利擁護支
援の体制整備の推進を図る。

高齢者等のいのち
と権利を守る総合
支援事業（再掲）

　高齢者等が住み慣れた地域で安心し
て暮らせるよう、市町村の高齢者虐待
や成年後見制度利用促進などの権利擁
護支援の取組を支援する。

  権利擁護推進会議体の見直し
を行い、協議会を２回開催した。
また、成年後見制度利用促進体
制整備及び高齢者虐待対応に係
る市町村からの電話相談及び専
門職派遣、権利擁護に係る関係
者への各種研修（８つ）を実施し
た。

  市町村での権利擁護に係
る知識や経験不足、人員不
足により十分な対応に手が
回らない等の状況により取
組が進まないため、引き続き
専門職派遣を行うとともに、
各保健福祉事務所による地
域支援を行う。

＜Ｒ7年度の状況＞
　規模・内容・手法を一部見直しして継続
＜今後の方向性＞
（成果が十分に確保できる見通し）
　当該事業は、計画の基本指標にプラスの
影響を与えた。市町村等への支援の実施に
より指標に寄与することができた。市町村
からの電話相談や専門職派遣の依頼は多
いものの、一方で対応に苦慮している状況
が見られることから、専門職派遣による支
援可能回数を増加しつつ、各種研修内容の
強化（研修内容の見直し）を行うことで、成
年後見制度の利用が必要な方を制度利用
につなぐことや、施設での高齢者虐待の発
生を防止することに寄与していく。

高齢者等のいのち
と権利を守る総合
支援事業

4-5

高齢者虐待相談・
通報件数
・養護者による高
齢者虐待
・養介施設従事者
等による高齢者虐
待

・555件
・54件

適切に対応
する

保健福祉部 高齢福祉課

19



５　交通安全の推進
計画終期における福島県安全で安心な県づくりの推進に関する基本計画の取組状況じ

指標番号 指標名 現況値
令和７年度

目標値

(1) 交通安全意識の向上

　5-1-1 段階的かつ体系的な交通安全教育の推進

　交通事故死者数に占める高齢者の割合が依
然として高い状況が続いているなど、高齢歩
行者及び高齢運転者の交通事故対策が課題
となっているため、引き続き県民に注意喚起
を行っていく。

福島県交通対策協議
会への補助金

  県交通対策協議会が主体と
なり、実施する各季の運動に
おいて、高齢者の交通事故防
止について啓発活動を行っ
た。

  県交通対策協議会が主体と
なり、サポカーやペダル踏み
間違い急発進抑制装置の導
入を促すＣＭを製作し、高齢
者を含めた歩行者の保護に
ついて啓発を行った。

  交通事故死者数に占める高齢者
の割合が依然として高い状況が続
いているなど、高齢歩行者及び高
齢運転者の交通事故対策が課題と
なっている。

＜Ｒ７年度の状況＞
　規模・内容・手法を維持して
継続
＜今後の方向性＞
  県交通対策協議会が主体と
なり、高齢者の交通事故防止
にかかるＣＭ放映を推進し、
啓発を行う。
  警察本部と連携し、高齢者
向けの参加・体験・実践型研
修会を実施する。

福島県交通対策協議会への補助金 － 5-1 交通事故死亡者数 51 人 50人 以下 生活環境部 生活交通課

　発達段階に併せた交通安全への啓発資料
（小・中学生向け安全ガイドブック）の普及を
図り、交通安全意識を向上させる。

－
  小・中学生向け安全ガイド
ブックの監修。（健康）

  Ｒ６年度は16,400冊が県内小
中学校で活用された。（健康）

  物価高騰により、印刷物の
現在の価格を維持することが
困難。（健康）

＜Ｒ7年度の状況＞
＜今後の方向性＞
  学校安全指導者養成研修会で、登下校
中の交通事故防止対策等を含め交通安
全教育の推進・充実を図っていく。（健
康）
　生徒交通事故の傾向を生徒指導担当者
会議等で周知し、各校の実情に合わせた
交通安全教育を支援する。（高校）

－ - 教育庁
健康教育課
高校教育課

＜Ｒ７年度の状況＞
＜今後の方向性＞
　子供の交通安全教育として、幼児や小
学生には｢横断の仕方や歩行者のルー
ル｣、｢自転車利用時の交通ルール｣を中
心とした交通安全教室を、中学生や高校
生には｢自転車シミュレータ｣や、スタント
マンが交通事故を再現する「スケアード・
ストレイト教育技法」を活用した交通教室
を実施する。
　高齢者の交通事故防止対策として、各
種シミュレータを活用した交通安全教室
や、自動車販売店協会等と連携した安全
運転サポート車の体験乗車講習会のほ
か、ドライブレコーダーに記録された本人
の運転映像を活用した運転指導などを実
施する。

－ 5-1 交通事故死亡者数 51 人

　各警察署において、学校・企業・
老人クラブ等を対象として年齢や
生活実態等に応じた交通安全教育
を2,107回、135,641人に対し
て実施した。

－ 50人 以下 警察本部 交通企画課

1

　交通安全意識を向上さ
せ、交通マナーを身に付け
ていただくため、幼児から
高齢者に至るまで、心身の
発達や年齢に応じた交通

安全教育を行います。
　また、高齢者自身の交通
安全意識の向上に努める
とともに、他の世代に対し
ても高齢者の特性を知り、
高齢者に配慮する意識を
高めるための啓発等を行
うなど、高齢者が関与する
事故防止対策を強化しま

す。

　子供の交通安全教育として、幼児や小学生
には｢横断の仕方や歩行者のルール｣、｢自転
車利用時の交通ルール｣を中心とした交通安
全教室を、中学生や高校生には｢自転車シ
ミュレータ｣や、スタントマンが交通事故を再
現する「スケアード・ストレイト教育技法」を活
用した交通教室を実施する。
　高齢者の交通事故防止対策として、各種シ
ミュレータを活用した交通安全教室や、自動
車販売店協会等と連携した安全運転サポート
車の体験乗車講習会のほか、ドライブレコー
ダーに記録された本人の運転映像を活用し
た運転指導などを実施する。

－

　対象者の心身の発達段階や
ライフステージに応じた段階
的かつ体系的な交通安全教
育の実施する。

　関係機関と連携し、各私立学校へ交通安全
に関する啓発資料の配布等を適宜行う。

－ －

　文部科学省や県警本部から交通
安全に係る周知依頼を受け、随
時、各私立学校に周知した。
※以下は参考
・文部科学省依頼「通学路における
交通安全の確保の徹底について」
を周知（４/９）
・県生活交通課依頼「「自転車安全
利用強化月間」の実施について」を
周知（4/25）
・文部科学省依頼秋及び春の「全
国交通安全運動の実施について」
を周知（8/29、3/11）　など

－

担当部局 担当課事業の概要 事業の進捗（令和６年度実績） 事業内容に係る課題 今年度（令和７年度）の対応方針
今年度（令和７年
度）取組に関わる事

業名

＜Ｒ７年度の状況＞
　規模・内容・手法を維持して継続
＜今後の方向性＞
　前年度と同様に、文部科学省や県警本
部からの周知依頼を受け、各私立学校に
周知対応する。

－ － 総務部 私学・法人課

No.
施策推進に向けた具体

的取組
令和６年度取組内容

取組に関わる事業
名

関連指標
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５　交通安全の推進
計画終期における福島県安全で安心な県づくりの推進に関する基本計画の取組状況じ

指標番号 指標名 現況値
令和７年度

目標値

担当部局 担当課事業の概要 事業の進捗（令和６年度実績） 事業内容に係る課題 今年度（令和７年度）の対応方針
今年度（令和７年
度）取組に関わる事

業名
No.

施策推進に向けた具体
的取組

令和６年度取組内容
取組に関わる事業

名

関連指標

　5-1-2 住民参加と協働の推進

　交通安全意識の普及浸透を図るため、関係
機関・団体と連携して交通事故防止の各種施
策を推進するとともに、交通ボランティアが
主体となって活動する等、住民の参加・協働
型の交通安全活動を推進する。

－
　住民の参加・協働型の交通
安全活動を推進する。

　交通安全意識の普及浸透を図る
ため、交通ボランティアと連携した
飲酒運転根絶のための飲食店訪問
活動、高齢者事故防止のための高
齢者宅訪問活動等の交通安全活
動を推進した。

－

＜Ｒ7年度の状況＞
　規模・内容・手法を維持して継続
＜今後の方向性＞
　交通安全意識の普及浸透を図るため、
関係機関・団体と連携して交通事故防止
の各種施策を推進するとともに、交通ボ
ランティアが主体となって活動する等、
住民の参加・協働型の交通安全活動を推
進する。

－ 5-1 交通事故死亡者数 51 人 50人 以下 警察本部 交通企画課

(2) 交通安全活動の充実

　5-2-1 民間団体等の主体的活動の推進

　交通白書、交対協だより等を各種団体に送
り、県内の交通情勢等について情報提供を行
う。また、各季の交通安全運動を行う際、要綱
やチラシを配布して運動に対する理解・協力
を求めていく。

福島県交通対策協議
会への補助金（再掲）

  福島県交通対策協議会の行
う各季の交通事故防止活動
等にかかる経費について補
助する。

  交通白書、交対協だより等を各
種団体に送り、県内の交通情勢等
について、情報提供を行った。

  各季の交通安全運動を行う際、
要綱やチラシを配布して運動に対
する理解・協力を求めた。

  Ｒ５年から交通事故が増加
傾向にあり、引き続き、交通
事故の減少に向け、県民の交
通安全意識の向上を図る必
要がある。

＜Ｒ７年度の状況＞
　規模・内容・手法を維持して継続
＜今後の方向性＞
  交通白書、交対協だより等を各種団体
に送り、県内の交通情勢等について、情
報提供を行う。
  各季の交通安全運動を行う際、要綱や
チラシを配布して運動に対する理解・協
力を求める。

福島県交通対策協議
会への補助金

5-2 交通事故傷者数 3,738 人 3,200人 以下 生活環境部 生活交通課

　交通安全を目的とする関係機関・団体に対
して、交通安全チラシや交通安全に必要な資
料を提供し、主体的な活動が出来るよう積極
的に支援する。
　関係機関・団体に対し、交通安全活動が効果
的かつ積極的に行われるよう、あらゆる機会
を活用して働き掛けを実施する。

－
　関係機関・団体に対して情
報提供等を行い、主体的な活
動を促進する。

関係機関・団体の行う交通安全活
動を支援するため、ラジオ局に対
し52回の交通情報の提供を行っ
たほか、県警ホームページに「交通
安全のポイント」を掲載し、広く情
報提供をした。
　県内のみならず、全国で発生した
社会的反響の大きい交通事故の
発生に応じて、関係する機関・団体
に対し、交通事故防止に関する依
頼文を発出し、重大事故防止を
図った。

－

＜Ｒ7年度の状況＞
　規模・内容・手法を維持して継続
＜今後の方向性＞
　交通安全を目的とする関係機関・団体
に対して、交通安全チラシや交通安全に
必要な資料を提供し、主体的な活動が出
来るよう積極的に支援する。
　関係機関・団体に対し、交通安全活動が
効果的かつ積極的に行われるよう、あら
ゆる機会を活用して働き掛けを実施す
る。

－ 5-1 交通事故死亡者数 51 人 50人 以下 警察本部 交通企画課

　5-2-2 交通ボランティア活動支援

　交通安全母の会では、高齢者世帯への訪問
活動や街頭啓発活動等により、直接高齢者に
交通事故防止を呼びかけており、関係機関と
連携しながら活動を推進する。

交通安全母の会連絡
協議会補助金（再掲）

  福島県交通安全母の会連絡
協議会の行う交通事故防止
活動に係る経費の一部につ
いて補助する。

  福島県交通安全母の会連絡協議
会が行う活動に補助を行うことを
通じて、各市町村交通安全母の会
が行う啓発活動に対して支援等を
行った。

  Ｒ５年から交通事故が増加
傾向にあり、引き続き、交通
事故の減少に向け、交通ボラ
ンティア団体との連携・協力
を強化する必要がある。

＜Ｒ７年度の状況＞
　規模・内容・手法を維持して継続
＜今後の方向性＞
  福島県交通安全母の会連絡協議会が行
う活動に補助を行うことを通じて、各市
町村交通安全母の会が行う啓発活動に
対して支援等を行う。

交通安全母の会連絡
協議会補助金

5-2 交通事故傷者数 3,738 人 3,200人 以下 生活環境部 生活交通課

　地域に根ざした交通安全活動を展開する関
係機関・団体との連携強化を図るとともに、
交通安全活動の従事者や交通安全教育指導
者等の交通安全ボランティアの育成を推進す
る。

－
　関係機関・団体との連携強
化と主体的なボランティア活
動を推進する。

関係機関・団体や自動車関連業者
と協力し、安全運転サポート車の
体験試乗会を17回開催し、336
人に試乗を実施した。
　交通安全活動従事者や交通安全
教育の指導者等に対しての安全教
育を実施する等、交通安全ボラン
ティアの育成を図った。

－

＜Ｒ７年度の状況＞
　規模・内容・手法を維持して継続
＜今後の方向性＞
　地域に根ざした交通安全活動を展開す
る関係機関・団体との連携強化を図ると
ともに、交通安全活動の従事者や交通安
全教育指導者等の交通安全ボランティア
の育成を推進する。

－ 5-1 交通事故死亡者数 51 人 50人 以下 警察本部 交通企画課

　5-2-3 交通規則遵守の推進

5

　Ｒ２（2020）年６月の道
路交通法改正により施行
された、妨害運転(「あおり
運転」)、著しい速度超過な
ど、悪質性、危険性の高い
違反に重点を置いた交通
指導取締りを推進します。

　県内における交通事故分析に基づき、飲酒
運転、無免許運転、妨害運転、著しい速度違
反、横断歩行者妨害違反、信号無視などの交
差点関連違反等の交通事故に直結する悪質・
危険性の高い違反や県民から取締り要望の
多い違反に重点を指向した交通指導取締り
を強化する。

－ 　交通指導取締り

　Ｒ６年度中は、飲酒運転260件、
無免許運転169件、速度違反
22,193件、横断歩行者妨害
2,957件、信号無視6,065件の
検挙・告知があった。

　取締り資機材の保守点検、
更新の予算措置

＜Ｒ７年度の状況＞
　規模・内容・手法を維持して継続
＜今後の方向性＞
　継続し、悪質・危険性の高い違反や県民
から取締り要望の多い違反に重点を指向
した交通指導取締りを強化する。

－ 5-1 交通事故死亡者数 51 人 50人 以下 警察本部 交通企画課

50人 以下 生活環境部 生活交通課

＜Ｒ７年度の状況＞
　規模・内容・手法を維持して継続
＜今後の方向性＞
  福島県交通安全母の会連絡協議会が行
う活動に補助を行うことを通じて、各市
町村交通安全母の会が行う啓発活動に
対して支援等を行う。

  県交通対策協議会が主体となり、各季
の交通安全運動期間中における広報啓
発、CM事業等を活用し、効果的な交通安
全啓発活動を行う。

交通安全母の会連絡
協議会補助金

福島県交通対策協議
会への補助金

5-1 交通事故死亡者数 51 人

地域の実情に応じ、地域住民と連携した交通
安全活動を推進する。
　各季の交通安全運動期間中における広報啓
発、CM事業等を活用し、効果的な交通安全
啓発活動を行ってまいる。

交通安全母の会連絡
協議会補助金

福島県交通対策協議
会への補助金（再掲）

  福島県交通安全母の会連絡
協議会の行う交通事故防止
活動に係る経費の一部につ
いて補助する。

  福島県交通対策協議会の行
う各季の交通事故防止活動
等にかかる経費について補
助する。

  福島県交通安全母の会連絡協議
会が行う活動に補助を行うことを
通じて、各市町村交通安全母の会
が行う啓発活動に対して支援等を
行った。
  県交通対策協議会が主体とな
り、実施する各季の運動において、
交通事故防止について啓発活動を
行った。
  県交通対策協議会が主体とな
り、①自転車ヘルメットの着用・自
転車損害賠償責任保険等への加
入②横断歩道での歩行者の保護
③飲酒運転の禁止にかかるＣＭを
製作し、Youtube等で放映した。

  Ｒ５年から交通死亡事故が
増加傾向にあり、引き続き、
交通事故の減少に向け、県民
の交通安全意識の向上を図
る必要がある。

3

　交通安全を目的とする民
間団体については、交通安
全に必要な資料の提供を
充実するなど、その主体的
な活動を促進するととも
に、地域団体、自動車製造・
販売団体、自動車利用者団
体等に対して、それぞれの
立場に応じた交通安全活
動が効果的かつ積極的に
行われるよう、季節ごとの
交通安全運動等の機会を
利用して働きかけを行いま
す。

4

　地域に根ざした交通安全
活動を展開する交通ボラ
ンティア団体との連携・協
力を強化するとともに、学
校周辺の通学路等でのパ
トロール活動、保護誘導活
動の従事者や交通安全教
育の指導者の育成に努め
ます。

2

　交通安全意識の向上を図
るため、行政、関係民間団
体等が緊密な連携の下に
施策を推進するとともに、
地域における交通ボラン
ティア等が主体となって身
近なところから交通安全活
動に取り組むなど、住民の
参加・協働型の交通安全活
動を推進します。
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５　交通安全の推進
計画終期における福島県安全で安心な県づくりの推進に関する基本計画の取組状況じ

指標番号 指標名 現況値
令和７年度

目標値

担当部局 担当課事業の概要 事業の進捗（令和６年度実績） 事業内容に係る課題 今年度（令和７年度）の対応方針
今年度（令和７年
度）取組に関わる事

業名
No.

施策推進に向けた具体
的取組

令和６年度取組内容
取組に関わる事業

名

関連指標

(3) 道路交通環境に配慮した交通安全対策の推進

　5-3-1 通学路交通安全プログラムに基づく交通安全対策

6

　各市町村が策定する通学
路交通安全プログラムに基
づき、学校関係者、警察、
道路管理者が合同で点検
を実施し、必要な交通安全
対策を講じます。

　「通学路交通安全プログラム」に基づき、学
校関係者や警察と連携して合同点検を実施
するとともに、同プログラムに位置づけられ
た要対策箇所について、対策事業を推進す
る。

補助事業（道路）
交付金事業（道路）
道路橋りょう改良事
業（県単）

　通学路の安全な歩行空間を
確保することで、児童等が巻
き込まれる交通事故を未然
に防止する。

　用地取得及び設計、工事の進捗
を図った。

　要対策箇所が非常に多いた
め、事業に必要な予算を確保
するとともに、計画的に用地
取得していく必要がある。

＜Ｒ７年度の状況＞
　規模・内容・手法を維持して継続
＜今後の方向性＞
（成果が十分に確保できる見通し）
　当該事業は計画の基本指標に十分な影
響を与えられない。アウトプット指標は達
成する見込みであるが、基本指標である
橋梁・トンネルの修繕は通学路交通安全
対策プログラムの要対策箇所に含まれて
いないため、プラスの影響を与えられな
い。現時点でアウトプット指標を十分達成
しているが、用地取得が必要となる箇所
もあるため、引き続き計画的に事業を進
めていく。

交通安全事業 5-3
通学路における安全
対策の完了率

66% 62% 土木部 道路整備課

　5-3-2 事故分析による事故削減対策

　福島県道路環境整備技術調査委員会にお
いて、調査各市町村から報告のあった調査候
補箇所３８か所の中から緊急性、重要性の高
い６か所について実施する。

交通事故多発地点緊
急対策事業

  県民が安全で安心して暮ら
せる交通環境の実現を目指し
て、交通事故多発地点等につ
いて道路環境を中心とした詳
細な事故分析を行い､事故削
減に向けた効果的かつ適切
な施策の展開を図る。

  Ｒ６年度は県内６箇所の交差点の
現地調査を実施し、委員会で取り
まとめた対策を道路管理者等が推
進する。２年後に対策の効果を検
証予定。

  過去10年間、6１箇所で実
施した交通事故対策の結果、
約４割の交通事故の削減効果
が認められるが、一部対策効
果が低い箇所については、引
き続き注視・追加対策が必
要。

＜Ｒ７年度の状況＞
　規模・内容・手法を維持して継続
＜今後の方向性＞
  ６箇所程度の交通事故多発地点現地調
査を実施するほか、対策効果を検証す
る。

交通事故多発地点緊
急対策事業

5-3
通学路における安全
対策の完了率

66% 62% 生活環境部 生活交通課

【交通企画課】
　交通事故分析・事故
削減事業

県内の交通事故発生状況を
分析し、関係機関団体と連携
を図りながら安全対策を実施
し交通事故を削減する。

　交通事故発生状況を分析し、福
島県道路環境整備技術調査委員
会において緊急性、重要性の高い
６箇所について現地調査を実施し
た。

　事故削減は下げ止まりの傾
向も見られるため、更なる事
故削減のためには、事故分析
手法の多角化・高度化が求め
られる。

＜Ｒ７年度の状況＞
　規模・内容・手法を維持して継続
＜今後の方向性＞
　当該事業は交通事故削減に大きく貢献
しているため、交通事故の特徴や傾向に
ついて、今まで以上に要因を分析しなが
ら継続して実施していく必要がある。

交通事故分析・事故
削減業務

　交通事故発生状況の分析結果を踏まえて、
各警察署や関係機関・団体と堅密に連携しな
がら効果的な事故防止対策を推進する。
　福島県道路環境整備技術調査委員会にお
いて、Ｒ６年度の県内における事故多発地点
緊急対策事業箇所を選定予定であることか
ら、県、関係自治体及び管轄警察署と連携を
図りながら事故削減対策の検討を行う。
　Ｒ６、７年の２か年を対策期間として、各警察
署ごとの交通事故防止対策が必要な重点対
策交差点を選定したことから、交通規制の実
施や見直し、道路管理者と連携した安全対策
を推進する。
　Ｒ５年１月２日、郡山市大平町地内で発生し
た４名死亡の交通事故を受け、管轄警察署ご
とに安全対策が必要な交差点を抽出したこと
から、県、関係自治体等と連携を図りながら
安全対策を推進する。

土木部
道路計画課
道路整備課

5-3
交付金事業（道路）
道路橋りょう改良事
業（県単）

  事故多発地点の調査によ
り、対策が必要とされた箇所
について、区画線やカラー舗
装等の整備を実施する。

  調査で対策が必要とされた箇所
について、対策を実施した。

  調査から２年内に対策を実
施する必要がある。

＜Ｒ７年度の状況＞
　規模・内容・手法を維持して継続
＜今後の方向性＞
　福島県道路環境整備技術調査委員会に
より、事故多発地点の調査及び、対策検
討を行う。

交付金事業（道路）
道路橋りょう改良事
業（県単）

通学路における安全
対策の完了率

66% 62%

【交通規制課】
・重点対策交差点
・安全対策が必要な
交差点

・選定した重点対策交差点に
おいて、交通規制の実施や見
直し、道路管理者と連携した
安全対策を推進する。
・抽出した2030箇所の安全
対策が必要な交差点におい
て、交通規制の実施や見直
し、道路管理者と連携した安
全対策を推進する。

・31交差点中11交差点の対策が
完了した。
・2030交差点中1917交差点の
対策が完了した。

警察と道路管理者双方の対
策が完了することが求められ
る。

【交通規制課】
＜Ｒ７年度の状況＞
　規模・内容・手法を維持して継続
＜今後の方向性＞
　引き続き、道路管理者と緊密に連携を
図りながら、規制標識・規制標示の更新、
一時停止、横断歩道等の交通規制の実施
等を検討していく必要がある。

警察本部
交通企画課
交通規制課

【交通規制課】
・重点対策交差点
・安全対策が必要な
交差点

5-1 交通事故死亡者数 51 人 50人 以下

　福島県道路環境整備技術調査委員会によ
り、事故多発地点の調査及び、対策検討を行
う。

7

　交通事故が多発している
箇所について、道路環境を
踏まえた事故分析を行い、
国や市町村、関係機関と連
携しながら、効果的な事故
削減対策を講じます。
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５　交通安全の推進
計画終期における福島県安全で安心な県づくりの推進に関する基本計画の取組状況じ

指標番号 指標名 現況値
令和７年度

目標値

担当部局 担当課事業の概要 事業の進捗（令和６年度実績） 事業内容に係る課題 今年度（令和７年度）の対応方針
今年度（令和７年
度）取組に関わる事

業名
No.

施策推進に向けた具体
的取組

令和６年度取組内容
取組に関わる事業

名

関連指標

　5-3-3 地域の特性に応じた交通規制

8

　警察による面的低速度規
制（ゾーン30）と道路管理
者による凸型路面や狭さ
く、シケインなどの物理的
デバイスを適切に組み合わ
せて実施する「ゾ－ン30
プラス」の取組を推進しま
す。

　生活道路における交通安全対策として、道
路管理者と連携した「ゾーン30プラス」によ
る実効性のある道路交通環境の整備を推進
する。

ゾーン30プラスの整
備推進

　ゾーン30プラス（警察によ
る最高速度30km/hの区域
規制と道路管理者による物
理的デバイスの適切な組合せ
により交通安全の向上を図る
区域）の整備推進

　関係警察署との連携、道路管理
者との調整を図り、ゾーン30プラ
スの整備計画5区域を策定した。

　道路管理者によるハンプや
狭さくといった物理的デバイ
スの設置が要件であることに
加え、警察と道路管理者の双
方が整備計画を策定すること
が必要である。

＜Ｒ７年度の状況＞
　規模・内容・手法を維持して継続
＜今後の方向性＞
　関係警察署との連携、道路管理者との
調整を図りながら、ゾーン30プラスの整
備推進を図る。

ゾーン30プラスの整
備推進

5-3
通学路における安全
対策の完了率

66% 62% 警察本部 交通規制課

　5-3-4 地域住民と連携した「人」優先の道路交通環境整備

歩行者の安全な通行に支障がある箇所では
歩道整備事業を、また、安全かつ円滑な交通
の確保に課題がある箇所では交差点改良事
業を実施します。
あわせて、公共施設、福祉施設、駅などを結
ぶ歩道については、段差の解消や拡幅、障害
物の除去などにより、歩道ネットワークの整
備を推進します。

補助事業（道路）
交付金事業（道路）
道路橋りょう改良事
業（県単）

　通学路の安全な歩行空間を
確保することで、児童等が巻
き込まれる交通事故を未然
に防止する。

　用地取得及び設計、工事の進捗
を図った。

　要対策箇所が非常に多いた
め、事業に必要な予算を確保
するとともに、計画的に用地
取得していく必要がある。

＜Ｒ７年度の状況＞
　規模・内容・手法を維持して継続
＜今後の方向性＞
（成果が十分に確保できる見通し）
　当該事業は計画の基本指標に十分な影
響を与えられない。アウトプット指標は達
成する見込みであるが、基本指標である
橋梁・トンネルの修繕は通学路交通安全
対策プログラムの要対策箇所に含まれて
いないため、プラスの影響を与えられな
い。現時点でアウトプット指標を十分達成
しているが、用地取得が必要となる箇所
もあるため、引き続き計画的に事業を進
めていく。

交通安全事業 5-3
通学路における安全
対策の完了率

66% 62% 土木部 道路整備課

　通学路等における関係機関との合同点検等
を踏まえた交通規制の実施と交通安全施設
等の整備を推進する。
　良好な自転車交通秩序の実現のための対
策として、普通自転車専用通行帯の整備、特
例特定小型原動機付自転車・普通自転車歩道
通行可規制の見直し、自転車に係るその他の
交通規制の見直し等を推進する。

通学路における合同
点検等を踏まえた交
通安全施設等の整備
推進

良好な自転車交通秩
序の実現のための対
策推進

　通学路における関係機関と
の合同点検等を踏まえた交
通規制の検討や交通安全施
設等の整備推進
　良好な自転車交通秩序の実
現のための対策として、普通
自転車専用通行帯の整備等
を推進

　通学路における関係機関との合
同点検等を踏まえた交通規制の検
討や交通安全施設等の整備を推進
した。
　良好な自転車交通秩序の実現の
ための対策として、普通自転車専
用通行帯５箇所（規制）の新設等を
実施した。

　通学路における合同点検に
ついても、良好な自転車交通
秩序の実現についても、道路
管理者をはじめとする関係機
関との調整及び連携が必要
である。

＜Ｒ７年度の状況＞
　規模・内容・手法を維持して継続
＜今後の方向性＞
　通学路における関係機関との合同点検
等を踏まえた交通規制の検討や交通安
全施設等の整備推進
　良好な自転車交通秩序の実現のための
対策として、普通自転車専用通行帯の整
備等を推進

通学路における合同
点検等を踏まえた交
通安全施設等の整備
推進

良好な自転車交通秩
序の実現のための対
策推進

5-3
通学路における安全
対策の完了率

66% 62% 警察本部 交通規制課

9

　交通安全の確保は、道路
利用者の生活、地域の経
済、社会活動に密着した課
題であることから、道路交
通環境の整備に当たって
は、地域住民や道路利用者
の意見を踏まえるととも
に、高齢者や子ども、障が
い者を含む全ての人々に
とって安全で安心できる
「人」優先の考え方に基づ
き、地域の実情に応じた効
果的・効率的な対策を推進
します。
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６　医療に関する県民参画等の推進
計画終期における福島県安全で安心な県づくりの推進に関する基本計画の取組状況じ

指標番号 指標名 現況値
令和７年度

目標値

(1) 疾病に対する正しい知識の普及啓発

　6-1-1 生活習慣病に関する正しい知識の普及啓発

6-1
メタボリックシンドローム該
当者及び予備群の割合（特
定健康診査受診者）

32.2% (R5) 25.6% 以下

6-6

脳血管疾患年齢調整死亡
率（人口１０万対）
・男性
・女性

・109.6%(R2)
・75.2%(R2)

・101.70%
・65.80％

6-7

心疾患年齢調整死亡率（人
口１０万対）
・男性
・女性

・212.9%(R2)
・118.9%(R2)

・201.50%
・114.05％

子どものむし歯対策
事業

　子どものむし歯予防のため、市町村が保
育所・幼稚園・小学校において集団でのフッ
化物洗口事業を実施できるよう体制整備を
図ることにより、口腔衛生の切り口から子
どもたちの健康を促し、県民の健康回復を
図る。

・フッ化物洗口実施にかかる経費の補助　1
市
・フッ化物配合歯磨き剤、フッ化物洗口に関
する普及啓発資材の配布　7，170部
・県庁及び保健福祉事務所において未実施
市町村へ個別支援や情報提供を実施。

　未実施市町村へは丁寧な説明が必要であ
り、個別支援の継続が重要である。

＜Ｒ７年度の状況＞
　規模・内容・手法を一部見直しして継続
＜今後の方向性＞
（その他）
　６歳で永久歯むし歯のない者の割合は指標を達成
することができた。今後は、フッ化物洗口事業が未
実施市町村の課題の一つである薬剤管理等の負担
やマンパワー不足に対して、各施設に応じた効果的
な実施方法等の情報提供やフッ化物洗口のマニュア
ルを見直すことで、集団における洗口を推進してい
く必要がある。

歯科保健総合対策事
業

6-2

歯の健康
・80歳で自分の歯を２０歯
以上有する者の割合
・6歳で永久歯むし歯のな
い者の割合
・12歳でむし歯のない者の
割合

・60.4%(R5)
・98.0%
・66.9％

・60.0%以上
・97.0％以上
・65.0％以上

6-4
がんの年齢調整死亡率
（全がん・男女計・７５歳未
満・人口１０万対）

69.40% (R5) 65.62%

12.0%6-5 喫煙率 21.4% (R4)

No.
施策推進に向けた具体的

取組
令和６年度取組内容

取組に関わる事業
名

保健福祉部

ふくしまメタボ改善
チャレンジ事業

がん対策推進事業

担当課事業の概要 事業の進捗（令和６年度実績） 事業内容に係る課題 今年度（令和７年度）の対応方針

健康づくり推
進課

　たばこは、肺がんを始めとするがんや虚血
性心疾患などの循環器疾患、糖尿病等の生
活習慣病につながる最大のリスク因子であ
り、さらに、受動喫煙のような短期間かつ少
量の取り込みによっても様々な健康被害が
生じるとされている。
　このため、たばこ対策は総合計画に掲げる
「全国に誇れる健康長寿県」を目指す上で必
要不可欠な施策であり、健康寿命の延伸に
寄与することを目的として県民への喫煙対
策と受動喫煙防止対策を推進していく。

  空気のきれいな施設・車両認証数：3,754
件（中核市分を含む）

  Ｒ４年度のデータを見ると、本県の喫煙率
も若干の低下は見せているものの他県と比
較しても減少幅は少なく、全国順位では、こ
れまでの全国ワースト３位から、全国ワース
ト１位に順位が悪化している。
  また、依然として目標値である12％から
は大幅に乖離している。

＜Ｒ7年度の状況＞
　規模・内容・手法を一部見直しして継続
＜今後の方向性＞
（その他）
　当該事業は計画の基本指標に十分な影響を与えられ
なかった。しかしながら、空気のきれいな施設数が増
加することで、施設の従業員や施設利用者（客）の受動
喫煙の機会が減少する等、県民の受動喫煙を防止する
環境づくりにプラスの影響を与えた。
　令和６年度までは、啓発やイベント等を中心とした受
動喫煙対策が中心であったが、喫煙率の減少のために
は、受動喫煙防止のための環境整備だけでなく、喫煙
者本人に働きかけることが重要である。
　禁煙の強い動機付けとなる妊婦とその夫等を対象に
禁煙支援を行うとともに、職域と連携し、喫煙者本人
だけでなく事業所全体で禁煙に取り組むモデル事業
を実施し、県全体の喫煙率減少に向け取り組んでい
く。
　また、喫煙を主な原因とするCOPD（慢性閉塞性肺
疾患）について、本県のCOPDによる人口10万人当
たり死亡率は15.9で全国平均より高く、本県の死亡
原因の16位となっている。COPDは禁煙により死亡
率を減少させることができる一方、認知度が低いため
に早期受診につながらないことから、スクリーニング
により早期受診につなげることで、COPDによる死亡
率減少を目指す。

たばこの健康影響対
策事業

今年度（令和７年度）
取組に関わる事業

名

〈がん検診受診率向上〉
　「大切な人と一緒にがん検診キャンペー
ン」及び乳がんの啓発イベント等をとおし
て、県民のがん検診への興味関心や受診促
進につなげる。
　「大切な人を守る学生『がん予防』メイト」
を養成し、若い世代への普及啓発を図る。
　受動喫煙を防ぐ環境づくりとして、「イエ
ローグリーンリボン」の普及啓発イベントを
行うとともに、「空気のきれいな施設・車両
認証制度」を実施する。
〈運動関係〉
　インセンティブを付与する仕組みを取れ入
れた「ふくしま健民アプリ」等の活用により、
県民が気軽に楽しく運動できる環境づくり
を進める。
〈県民の健康リテラシー向上〉
　生活習慣病の予防等に向け、県民の健康
リテラシー向上を図るため、本県の健康課
題に応じた健康教育動画コンテンツを制作
し、職域を中心とした幅広い層への普及・啓
発を行う。

　がんや心疾患等の生活習慣
病を予防し、一人一人が健康
な生活習慣を形成できるよ
う、運動、食生活、喫煙、各種
健康診断などの情報提供や
普及啓発、環境整備を図ると
ともに、がん検診等の受診勧
奨や、がんを含む生活習慣病
の予防に関する啓発資材等
を活用し、関係機関と連携し
て県民への啓発を推進しま
す。

1

担当部局

たばこの健康影響対
策事業

6-3

がん検診受診率
・胃がん
・肺がん
・大腸がん
・乳がん
・子宮頸がん

・32.7%(R5)
・32.2%(R5)
・30.0%(R5)
・47.9%(R5)
・46.0%(R5)

60.0% 以上

関連指標

　県民に対し、関係機関と連携した検診受診
促進のための啓発活動を展開することで検
診受診率の増加を図るとともに、適切な精
度管理の下、検診を実施することで早期発
見・早期治療につなげ、がんによる死亡者数
の減少を図る。

ふくしま脱メタボプロ
ジェクト事業

＜Ｒ７年度の状況＞
　規模・内容・手法を一部見直しして継続
＜今後の方向性＞
（その他）
　当該事業は計画の基本指標にプラスの影響を与え
た。
　ふくしま健民アプリの活用により、1万人を超える
県民が参加し、身近な健康づくりに多くの県民が取
り組むきっかけづくりができた。しかし、一人一人の
生活習慣の改善が、健康指標の改善に現れるまでに
は一定の期間を要するため、取組の継続により健康
づくりの大切さを浸透させていくことが重要であ
る。引き続き、関係機関と連携した取組の展開や県
民参加型のキャンペーンに加え、健康づくりの機運
を高めるためのロゴ等を活用し県内に幅広く情報発
信することにより、県民の健康づくりの意識を高め、
一人一人の行動変容につなげ、指標の改善の加速
化を図る。

－

・測って目指そう適正体重キャンペーン
　10月1日にスタートし、12月1日～31日・
2月1日～28日開催し、最終実績は
10,515人が参加。
・バーチャルウォーキング大会
　11月1日にスタートし、グループ単位で歩
数を競い、1396人が参加した。企業対抗も
設け、働き盛り世代をターゲットとした取組
を強化し、55企業の参加を得た。
・大規模事業所と連携したメタボ改善モデ
ル事業　3事業所で実施
・市町村先駆的民間プログラム活用事業
　26市町村活用

　市町村や事業所と連携しながら、働き盛
り・子育て世代の県民を対象に健康行動の
実践を促す参加・体験型のチャレンジ事業
を実施することで、メタボ・肥満該当者の割
合改善を図る。

がん検診キャンペーン参加者数：3,604人

　アウトカム指標は翌年度（Ｒ６年度）に確定
するため、課題分析は次年度以降となる
が、長年の課題として、受診率が計画上の
目標値から大きく乖離した状況が続いてい
る。
　また、実施主体となる市町村ごとで検診
体制や取組姿勢等に温度差がある。

＜Ｒ7年度の状況＞
　規模・内容・手法を一部見直しして継続
＜今後の方向性＞
（その他）
　当該事業は、計画の基本指標に十分な影響を与え
られなかった。これまでの取組により、キャンペーン
やイベント等への参加者数が増加するとともに、市
町村や連携企業との受診率向上に向けた取組が拡
大し、がん検診受診率はコロナ禍前まで回復傾向と
なる等、一定の成果が得られた。しかしながら、県が
目標としている受診率60％には至っておらず、直
近の令和4年度と5年度の受診率を比較すると、横
ばいの傾向で受診率が伸び悩んでる状況にあり、取
組の更なる強化が必要である。
　これまでは県民個人への働きかけが中心であった
が、受診率の更なる向上を図るため、普及啓発と併
せて、がん検診の必要性を理解した県民を実際の検
診受診につなげることができるよう受診しやすい体
制づくりを進めていく。
　具体的には、無関心層（低関心層）を中心とした県
民のがんへの理解を促進するため、まずがんに興味
を持ってもらうことが不可欠であり、そのきっかけ
づくりとして、引き続き、関係機関と連携した取組の
展開や県民参加型のイベント等を展開していく。
　併せて、医療機関に偏りがある県北をモデル地域
とし、商業施設で検診バスによる休日の乳がん検診
を実施するなど、検診受診の意欲を示した県民が検
診を受けやすい体制を整備することにより、実際の
検診受診につなげるための施策を継続していく。）
　さらに、受診率向上を図るため、これまでアプロー
チすることができていなかった職域に対して、がん
やがん検診についての正しい知識の普及啓発とが
ん検診を受けやすい環境整備費用の補助を行うこ
とにより、事業所単位でのがん検診に対する意識の
向上や職域における受診率向上につなげる。

がん対策推進事業

24



６　医療に関する県民参画等の推進
計画終期における福島県安全で安心な県づくりの推進に関する基本計画の取組状況じ

指標番号 指標名 現況値
令和７年度

目標値

No.
施策推進に向けた具体的

取組
令和６年度取組内容

取組に関わる事業
名

担当課事業の概要 事業の進捗（令和６年度実績） 事業内容に係る課題 今年度（令和７年度）の対応方針
今年度（令和７年度）
取組に関わる事業

名
担当部局

関連指標

国保健康づくり推進
事業

　市町村と連携し、特定健診の効果的な受
診勧奨のモデル事業や、市町村専門職を対
象とした特定健診・保健指導に関する研修
会を実施することで、受診率の向上を図る
とともに、生活習慣病の重症化予防や健康
寿命の延伸、医療費の適正化を推進する。

　特定健診の受診率向上を目標に、WEB
ページやSMSを活用した受診勧奨をモデ
ル事業として20市町村で実施した。また特
定検診の実務担当者向けに対面研修1回、
WEB研修3回の計4回の研修会を開催し
た。

　特定健診の受診率向上には被保険者の受
診行動の定着が重要であり、今後も引き続
き市町村と連携しながら、継続的な普及啓
発が必要。

＜Ｒ７年度の状況＞
　規模・内容・手法を一部見直しして継続
＜今後の方向性＞
　特定健診の重要性について県民や関係職員の理
解をさらに深めるため、周知・啓発を強化するとと
もに、市町村職員向けの研修内容も充実させ、現場
での実践力向上を図っていく。

国保健康づくり推進
事業

6-16 特定健康診査実施率 58.3% (R5) 70.0% 以上 保健福祉部
国民健康保険
課

　6-1-2 感染症に対する正しい知識等の普及啓発

　6-1-3 心の健康や自殺予防に関する知識の普及啓発・相談支援

6-9 自殺死亡率（人口１０万対） 19.5% 17.3% 以下

6-10 自殺者数 337 人 301人 以下

　6-1-4 認知症に関する理解促進

4

　認知症普及啓発キャンペー
ンや認知症サポーター養成
講座等を通して、広く県民に
認知症についての正しい知
識の
啓発と幅広い世代の認知症
サポーターの養成を行い、地
域全体で認知症の人や家族
を支援する体制構築を推進
します。

　認知症サポーター養成講座の講師役を務
めることができ、自ら認知症サポーターとし
て活動する「認知症キャラバン・メイト」を養
成し、県内各市町村において認知症バリア
フリーの推進を図る。

福島県認知症サポー
ターパワーアップ事
業

　チームオレンジを全市町村で整備するに
あたり、市町村に対する支援内容や課題に
ついて関係者と具体的な検討を行い、各種
研修会を実施する。

　市町村に対して、研修会（３回）及び今年度
新たに市町村間の情報交換会（２回）を開催
し、その研修内容を企画検討するための関
係者との検討会議を４回開催した。

　チームオレンジの整備を進めるためには、
市町村の資源や人材不足、知識やノウハウ
不足等の課題が挙げられているため、事例
や事業間連携による効率的な立ち上げ・運
営等について市町村に示す必要がある。

＜Ｒ7年度の状況＞
　規模・内容・手法を一部見直しして継続
＜今後の方向性＞
（成果が十分に確保できる見通し）
　当該事業は計画の基本指標にプラスの影響を与え
た。関係者への研修の実施等により指標に寄与し、
次年度は引き続き、市町村向けの研修会・情報交換
会を開催するとともに、チームオレンジ整備に向け、
より効果的な開催方法や実施内容を検討し、市町村
支援を行っていく。

福島県認知症サポー
ターパワーアップ事業

6-12 認知症サポーター数 252,913 人 250,000人 保健福祉部 高齢福祉課

(2) 献血等医療提供に関する県民参加の促進

　6-2-1献血運動の普及啓発

105.5% 100% 保健福祉部

　新型コロナウイルスを含め、
結核、エイズ、麻しんなどの感
染症の発生予防、早期発見及
び拡大防止のため、各年齢層
や学校、高齢者施設等に対す
る正しい知識や予防策の普
及啓発を図ります。

　感染症予防に係る各種普及啓発月間等に
合わせたキャンペーンや広報、学校や施設
等のニーズに応じた保健所による出前講座
等の実施により、感染症の正しい知識の普
及を行う。

肝炎普及啓発事業
エイズ普及啓発事業
HPVワクチン啓発事
業
結核普及啓発事業

  肝臓週間や世界エイズデーに合わせ、街頭
キャンペーン等を実施する。
  県政広報番組やデジタル広告、タウン情報
誌等を活用し、予防啓発を実施する。

・街頭キャンペーン
　  肝炎　7か所
　  エイズ　7か所
 ・タウン情報誌　5件
 ・ 県政広報番組
　  FM ６件、30秒CM １０件
  　県政新聞記事　３件
 ・出前講座　32件

　献血者の安定的な確保に向
け、県民に対する献血運動の
普及啓発を継続して実施しま
す。
　特に、複数回献血者の確保
や減少が著しい若年層を対
象とした施策を重点的に展
開します。

　７月に「愛の血液助け合い運動」として県
内全域で献血推進運動を展開するととも
に、13市において街頭献血を実施する。
　１～２月に「はたちの献血キャンペーン」を
実施する。
　県民を対象とした「献血出前講座」を実施
する。

健康長寿ふくしま推
進事業

　県民に対して、「食」「運動」「社会参加」の３
本柱に沿った、健康づくり事業を実施し健
康長寿県の実現を目指すため、ふくしま健
民アプリを活用したバーチャルサイクリング
やバーチャルウォーキングコース等を追加、
ふくしま健康経営優良事業所の認定、健康
づくりのための健活フェスタの開催等を行
う。

　第三次健康ふくしま２１計画をスタートし、
重点スローガン「みんなでチャレンジ！減
塩・禁煙・脱肥満」のロゴマークを作成し、課
内外のイベントや広報媒体により周知・啓発
を図った。

　ふくしま健康経営優良事業所202４認定
数：2６０事業所（長期優良事業所認定を新
設し、うち７７事業所が長期認定となった。）
　県民の健康意識の向上を図り、健康づくり
の定着による健康指標の改善を図るため、
ふくしま推しの健活フェスタを開催〔来場者
数合計：1,069名〕

　第三次健康ふくしま21計画の推進に向
け、重点課題である「食塩・喫煙・肥満」の改
善へ向けた事業をより推進していく必要が
ある。

＜Ｒ7年度の状況＞
　規模・内容・手法を一部見直しして継続
＜今後の方向性＞
（その他）
　当該事業は計画の基本指標にプラスの影響を与え
た。
　ふくしま健民アプリの活用により、身近な健康づく
りに多くの県民が取り組むきっかけづくりができ
た。しかしながら一人一人の生活習慣を改善し、健
康づくりの成果が指標の改善として現れるまでには
一定の期間を要するため、短期間での見通しを立て
ることは困難であるものの、福島県版健康データ
ベースにて分析した地域ごとの健康課題に対して、
各保健福祉事務所が主体となり市町村と連携し、健
康づくりの一層の推進を図る。

健康長寿ふくしま推
進事業

6-11 献血目標達成率

感染症対策課

保健福祉部
健康づくり推
進課

6-20

　高齢者や外国人等にも適切な情報が提供
できるよう、効果的な啓発方法を検討する
必要がある。

＜Ｒ7年度の状況＞
　規模・内容・手法を一部見直しして継続
＜今後の方向性＞
　HPVワクチンや麻しん風しんなど定期接種対象者
やその保護者に届くよう啓発を実施する。
　引き続き、各種広報媒体の活用や市町村との連携
により、効果的な啓発を図る。

肝炎普及啓発事業
エイズ普及啓発事業
HPVワクチン啓発事

業
結核普及啓発事業

6-17

1

5 献血推進事業
　献血者の安定的な確保に向け、県民に対
する献血運動の普及啓発を実施する。

　７月の「愛の血液助け合い運動」期間中、
6,144人（前年比102.7%）の献血協力が
あった。また、県内13市では、街頭献血キャ
ンペーンを実施した結果、1,220人（前年比
98.6%）の献血協力があった。
　１～２月の「はたちの献血キャンペーン」で
は、市町村及び高等学校等へポスターを配
布するとともに、ラジオの県政広報番組や
新聞を活用して広報を行った。
　「献血出前講座」を県中地域4件、相双地
域1件（計1,356名）開催し、献血の意義や
血液製剤等の知識について普及啓発を図る
ことができた。

　献血者を安定的に確保するため、啓発運
動の継続等により、献血に対する理解と協
力を引き続き得ていく必要がある。

＜Ｒ7年度の状況＞
　規模・内容・手法を維持して継続
＜今後の方向性＞
　７月に「愛の血液助け合い運動」として県内全域で
献血推進運動を展開するとともに、13市において
街頭献血を実施する。
　１～２月に「はたちの献血キャンペーン」を実施す
る。
　県民を対象とした「献血出前講座」を実施する。

献血推進事業

79.9% 以上

2

生活習慣病などの対策のた
め、健康診断を受診してい
ると回答した県民の割合

77.0%

麻しん・風しん予防接種率
【１期】
麻しん・風しん予防接種率
【２期】

93.4%
93.0%
（R5）

98% 保健福祉部

障がい福祉課

薬務課

3

　心の健康や自殺予防に関
し、研修会の開催やパンフ
レット、インターネットなどに
よる知識の普及啓発に努め
るとともに、保健福祉事務所
や精神保健福祉センターにお
いて、心の健康相談等の支援
を行います。

　心の健康や自殺予防に関する研修会の開
催、パンフレットやインターネットなどによる
知識の普及啓発に努める。
　また、保健福祉事務所や精神保健福祉セ
ンターにおいて、心の健康相談等の支援を
行う。

保健福祉部
自殺対策緊急強化事
業

　追い込まれた人に対する相談支援体制の
整備や人材育成、自殺対策に関係する民間
団体の活動支援等により、地域における自
殺対策の強化を図り、自殺者数の減少につ
なげる。

　自殺防止にかかる普及啓発・人材育成・民
間団体補助・市町村事業支援・対面相談・自
殺対策推進センター運営・SNS等活用相談
を実施した。

　本県の自殺死亡率は、全国より高い状況
が継続しており、自殺の要因である失業や
倒産、震災や原発事故などによる影響を踏
まえた効果的な対策が求められている。

＜Ｒ７年度の状況＞
　規模・内容・手法を維持して継続
＜今後の方向性＞
（成果が十分に確保できる見通し）
　当該事業は総合計画の基本指標（自殺死亡率
17.3以下、自殺者数301人以下）に十分な影響を
与えられなかった。R５実績ベースでそれぞれ２０．
２、3５４人と達成できていない状況にある。自殺の
要因である失業や倒産に加え、震災や原発事故の影
響もあると考えられる。自殺死亡率は長期的に見れ
ば減少傾向にあり、一定の成果は上がっているもの
の、全国の状況と比較すると高い状況が続いている
ことから、対策を継続して行う必要がある。
　今年度はこども・若者の自殺防止のため、自殺危
機対応チームを設置するとともに、こどものメンタ
ル支援コーディネーターを配置するなど生きづらさ
を抱える若年層とその家族への支援を強化し、全世
代及び将来に向けた自殺減少を目指す。

自殺対策緊急強化事
業

25



６　医療に関する県民参画等の推進
計画終期における福島県安全で安心な県づくりの推進に関する基本計画の取組状況じ

指標番号 指標名 現況値
令和７年度

目標値

No.
施策推進に向けた具体的

取組
令和６年度取組内容

取組に関わる事業
名

担当課事業の概要 事業の進捗（令和６年度実績） 事業内容に係る課題 今年度（令和７年度）の対応方針
今年度（令和７年度）
取組に関わる事業

名
担当部局

関連指標

　6-2-2 骨髄バンクやアイバンクドナー登録の促進

6

　広く県民に対して、白血病
などの血液難病患者を救う
骨髄バンク事業への理解を
促し、骨髄バンクドナー登録
の促進を図ります。
　また、角膜などの臓器移植
の大切さを啓発し、アイバン
ク登録の促進を図ります。

　各保健福祉事務所、県庁において、骨髄バ
ンクドナー登録会を実施する。その際に、福
島県骨髄バンク推進連絡協議会に委託し、
説明員を配置することで、骨髄バンクドナー
登録の推進を図る。また、日赤血液センター
が設置されていない地域（県中、県南、会
津、相双）において、集団登録会を実施す
る。
　10月を「骨髄バンク推進月間」と定め、ポ
スター等の配布、テレビ・ラジオ・SNSを活
用した広報を行う。
　アイバンク登録に向け、市町村への周知や
イベントを通してリーフレットを配布し、アイ
バンク登録の促進を図る。

－
　イベント等の様々な機会を捉え普及啓発
に努めるとともに、関係する機関・団体と連
携し、普及啓発を一層推進する。

　県内各地で骨髄バンクドナー登録会を実
施し、新規登録者の確保に取り組んだ。
　推進月間の機会に、県内各所にポスター
やリーフレット等を配布したほか、福島県公
式Xや県政ラジオ放送等を活用し、幅広い
世代への普及啓発を行った。
　目の愛護デー講演会の実施やアイバンク
ポスター掲示を通じて、アイバンクの普及啓
発と登録促進を行った。

　幅広い世代の方が正確な情報を得られる
ような普及啓発活動が必要である。

＜Ｒ7年度の状況＞
　規模・内容・手法を維持して継続
＜今後の方向性＞
　幅広い世代への普及啓発を行うために、様々な機
会を捉え継続的な取り組みを行っていく。

－ － 保健福祉部 地域医療課

(3) 行政と医療関係団体との連携の強化 

　6-3-1 医療提供体制の構築

避難地域等医療復興
事業

　避難地域の医療提供体制の再構築を図る
ため、双葉地域の中核的役割を担う新病院
の整備を進めるとともに、「避難地域等医療
復興計画」に基づき、医療機関の再開・継続
の支援等を行う。

　補助件数
　　施設・設備整備費　  1件
　（機能強化　　　　　　　 １件）
　　運営費　　　　　　    １５件
　（うち医療需要に応じた支援 １件）

－

＜Ｒ7年度の状況＞
　規模・内容・手法を維持して継続
＜今後の方向性＞
（成果が十分に確保できる見通し）
　当該事業は計画の基本指標にプラスの影響を与え
た。
　引き続き、避難地域等の医療提供体制の再構築に
向けて、ハード・ソフト両面での支援を継続してい
く。

避難地域等医療復興
事業

6-15
避難地域１２市町村におけ
る医療機関の再開状況（病
院、診療所、歯科診療所）

42 機関 43機関

－

（小児救急電話）
　夜間に急変した小児を持つ保護者に対し、
必要な相談及び医療機関の情報提供が可
能な民間企業と契約を締結し、＃8000を
利用した電話相談業務を行う。

（小児救急電話）
　Ｒ6年４月～Ｒ7年３月末日まで、電話相談
業務を実施した。
（相談対応件数：12,889件）

（小児救急電話）
　県内各地で医療資源が異なるため、各地
域の医療体制を理解したうえでの適切なト
リアージが求められる。

＜Ｒ7年度の状況＞
　規模・内容・手法を維持して継続
＜今後の方向性＞
（小児救急電話）
　令和6年度までは、対応開始時刻（午後7時）に架
電が集中し、オペレーターが対応しきれないことが
多く、応答率の増加は見られなかった。
　そのため、令和7年度からは、対応開始時刻を1時
間早めて午後6時からとし、架電を分散させて１件
でも多くの相談に対応できるようにする。
　引き続き、県内の適切な小児医療及び救急医療の
提供に寄与するよう実施する。

－ 6-18
小児救急電話相談件数
（♯８０００の件数）

12,889 件 12,000件 以上

－

（12誘導）
　急性心筋梗塞を発症した疑いのある患者
の搬送から医療機関での治療までの時間を
短縮することができる12誘導心電図伝送シ
ステムを整備する。

（12誘導）
　各地域の医療機関等に伝送システムを整
備した。(補助件数:4件）

（12誘導）
　地域によって医療体制や導入規模が異な
るので、関係機関との十分な調整が必要で
ある。

＜Ｒ7年度の状況＞
　規模・内容・手法を維持して継続
＜今後の方向性＞
（12誘導)
　地域の実情に合わせた整備を継続していく。

－ 6-22

暮らしている地域の夜間や
休日の救急診療に不安を
感じていると回答した県民
の割合

44.15% 減少を目指す

　6-3-2 関係機関連携による献血の促進

8

　目標献血量を確保するた
め、市町村や血液センター、
県が連携して事業所等を訪
問して、献血に関する理解と
協力を依頼します。
　特に顕著な協力のあった事
業所等に対しては、感謝の意
を表明するとともに継続要
請を行います。

　県内の事業所を訪問し、献血への協力を
依頼する。
　特に顕著な協力のあった団体に対し、知
事感謝状を贈呈する。

献血推進事業（再掲）
　目標献血量を確保するため、市町村や血
液センター、県が連携して事業所等を訪問
して、献血に関する理解と協力を依頼する。

　７月の「愛の血液助け合い運動」期間中、
献血協力事業所へ知事メッセージを伝達
し、献血への協力依頼を行った。
　献血事業に功労のあった6団体に対し、Ｒ
6年度健康ふくしま21推進県民表彰式（Ｒ6
年10月8日開催）において、知事感謝状を
贈呈した。

　目標献血量を確保するため、事業所訪問
の継続等により、献血に対する理解と協力
を引き続き得ていく必要がある。

＜Ｒ7年度の状況＞
　規模・内容・手法を維持して継続
＜今後の方向性＞
　県内の事業所を訪問し、献血への協力を依頼す
る。
　特に顕著な協力のあった団体に対し、知事感謝状
を贈呈する。

献血推進事業 6-11 献血目標達成率 105.5% 100% 保健福祉部 薬務課

　6-3-3 市町村との連携強化

9

　心の病気の早期対応を図る
ため、保健福祉事務所や精神
保健福祉センターにおいて精
神科医師による相談を実施
するとともに、市町村におけ
る心の健康づくり推進のた
め、研修による人材育成や事
業への協力支援を行い、連携
を強化します。

　心の不調の早期対応を図るため、保健福
祉事務所において「心の健康相談」や「アル
コール相談会」を実施する。
　また、市町村における心の健康づくり推進
のため、精神保健福祉センターにおいて研
修等を実施する。

精神訪問指導事業
保健所・市町村等支
援事業

　心の不調の早期対応を図るため、保健福
祉事務所において「心の健康相談」や「アル
コール相談会」を実施する。
　また、市町村における心の健康づくり推進
のため、精神保健福祉センターにおいて研
修等を実施する。

　心の不調の早期対応を図るため、各保健
福祉事務所において「心の健康相談」やアル
コール問題に係る相談等、精神科医師によ
る相談を実施した。
　また、市町村における心の健康づくり推進
のため、精神保健福祉センターにおいて担
当者会議や研修を開催した。

　市町村における相談対応力の向上のた
め、人材育成を強化していく必要がある。

＜Ｒ７年度の状況＞
　規模・内容・手法を維持して継続
＜今後の方向性＞
　心の不調の早期対応を図るため、保健福祉事務所
において「心の健康相談」や「アルコール相談会」を
実施する。
　また、市町村における心の健康づくり推進のため、
精神保健福祉センターにおいて、担当者会議や「精
神保健福祉相談員講習会」等の研修を実施する。

精神訪問指導事業
保健所・市町村等支援
事業

6-9 自殺死亡率（人口１０万対） 19.5% 17.3% 以下 保健福祉部 障がい福祉課

(4) 東日本大震災・原子力災害の影響を踏まえた健康管理 

　6-4-1 放射線の影響に対する健康管理

10

　検査を希望する県民が、県
民健康調査における甲状腺
検査や健康診査などのほか、
ホールボディカウンターによ
る内部被ばく検査などを受
けられるようにし、長期にわ
たり県民の健康を見守りま
す。

　継続して県民健康調査を実施する。
　継続して内部被ばく検査を実施する。

県民健康調査事業

　県民の健康状態を把握し、疾病の予防、早
期発見、早期治療につなげ、もって、将来に
わたる県民の健康の維持、増進を図ること
を目的に県民健康調査等を実施する。

　希望する県民に対し、県民健康調査や
ホールボディーカウンターによる内部被
ばく検査を実施した。
【Ｒ６年度実績】
甲状腺検査（本格検査６回目）　対象者
90,000人に対し、検査案内を通知
ホールボディカウンター県内４会場（福
島市、郡山市、浪江町、楢葉町）にて週１
回検査を実施。

　甲状腺検査については、早期発見等によ
る利益の一方、将来的に症状やがんによる
死亡を引き起こさないがんを診断し、治療
してしまう可能性などの不利益も考えられ
ることから、対象者が検査の利益や不利益
を理解した上で受診することが重要であ
る。引き続き、丁寧に説明を行い、検査の利
益、不利益に関する理解の促進に努めてい
く必要がある。

＜Ｒ７年度の状況＞
　規模・内容・手法を維持して継続
＜今後の方向性＞
　引き続き県民の健康増進及び不安解消を図る
ため、有識者により構成される検討委員会の議
論を踏まえて、事業を実施していく。

県民健康調査事業 － 保健福祉部
県民健康調査
課

地域医療課7 保健福祉部

　地域で不足する医療施設や病床機能の転
換に取り組む医療施設等の整備を支援する
ことで地域の実情に応じた医療提供体制の
確保を図る。
　医療従事者に対する処遇改善や後継者不
在の開業医と承継希望医とのマッチング等
を支援することで地域医療を支える医療従
事者の人材確保を図る。
　「キビタン健康ネット」や「12誘導心電図伝
送システム」などICTを活用したシステムの
導入により医療機関相互の連携を推進する
ことで医療の質の向上を図る。

　地域住民が安心して必要な
医療を受けられるよう医療
提供体制の充実や医療の質
の向上を図っていきます。
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名
担当部局
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　6-4-2 被災者の心のケア

　東日本大震災により被災した幼児児童生
徒等の心のケア、教職員・保護者等への助
言・援助等を行うため、私立学校へスクール
カウンセラーの派遣を行う。

緊急スクールカウン
セラー派遣事業

　私立学校に対し、臨床心理士等をスクール
カウンセラーとして派遣し、被災した児童生
徒等の心のケアや教職員・保護者等への助
言・援助を行う。

　派遣回数　延べ570回

　Ｒ８年度以降の事業の実施予定について
国からヒアリングを受けており、事業継続の
必要性を国に十分に説明していく必要があ
る。

＜Ｒ７年度の状況＞
　規模・内容・手法を維持して継続

緊急スクールカウンセ
ラー派遣事業

－ 総務部 私学・法人課

6-13
市町村地域福祉計画策定
率

83% 100%

6-14
ふくしま心のケアセンター
における年間相談支援件数

3,857 件

　震災による生活環境の変化や避難生活の
長期化などにより様々なストレスを受けた
子どもたちや保護者の不安を解消するた
め、Ｒ３年度に設置した「ふくしま子どもの
心のケアセンター」による「乳幼児の発達支
援」、「家族支援」、「学校支援」、「地域支
援」、「支援者支援」を行い、直接の相談対応
及び地域における支援体制の強化に取り組
む。

子どもの心のケア事
業

　乳幼児健診等にて発達の偏りや遅れが心
配される子どもについて、母親等へ関わり
方の助言を行う「相談会」、学校訪問により
児童生徒全員との個別面談を行う「心の健
康相談会」、児童生徒や保護者との面談等
を行う「学校巡回相談」等を実施。

　乳幼児に係る「相談会」は１４回行い、８2
名の子どもについて母親や支援者への助言
を行った。
　児童生徒の「心の健康相談会」は３校に訪
問し、３6名の子どもを対象に面談を実施し
た。

－
＜Ｒ７年度の状況＞
　規模・内容・手法を維持して継続

子どもの心のケア事
業

－ こども未来局 児童家庭課

　6-4-3 児童生徒の望ましい運動習慣や食習慣の確立

健康教育課教育庁5.3%
小学校児童の栄養不良や
肥満、やせ傾向（栄養状態）
の割合

12

　児童生徒一人一人が自らの健康課題の解
決に取り組めるよう、自分手帳の活用を図
る。
　食習慣、肥満等の健康課題への対応や食
育の観点から地場産物活用を促進するた
め、次の事業を実施する。
・食育指導者研修会（対象：栄養教諭、食育
担当者等　県内１会場)
・ふくしまっ子栄養教室（幼小中特別支援学
校：約280回、高校：約90回)
・ふくしまっ子ごはんコンテスト（対象：小中
学校　表彰式：１月）

自分手帳活用事業
自分手帳DX化事業
食習慣、肥満等の健
康課題に対応する食
育指導者研修会
ふくしまっ子栄養教
室
高校生のための栄養
教室
ふくしまっ子ごはん
コンテスト

　地域住民等によるセーフティネット力の強
化するためボランティア及び福祉教育の普
及促進に伴う人材育成を行い、また地域に
おける福祉教育推進事業を実施する。
　ふくしま心のケアセンターを県内4カ所に
設置し、訪問活動や支援者への研修会等を
実施する。また、県外避難者に対しても5都
県の団体に引き続き委託するとともに、全
国規模の専門職員を有する団体に委託し、
戸別訪問による心のケアを実施する。

　自己マネジメントサイクルを確立させ、一
人一人の健康課題を解決するとともに、課
題解決のプロセスを通して、「自己管理能
力」「課題解決力」「情報分析能力」等の資
質、能力を育む。
　ICT環境や先端技術を効果的に活用する
ことで、個別最適化されたデジタル版「自分
手帳」の実装がなされるような仕組みを構
築するため、文部科学省の事業を活用し、実
証実験を進める。
　市町村食育担当者・栄養教諭を対象に、食
育推進や、地場産物活用について研修を行
う
　公立幼稚園の園児と保護者、公立小・中・
義務教育学校、特別支援学校の児童生徒等
を対象に栄養教諭による食育授業、講演
会、肥満指導等を実践
　県立高等学校の生徒を対象に栄養教諭に
よる食に関する講話等を実践
　小学生は「朝ご飯」、中学生は「お弁当」の
食事作りを通して、生活習慣の改善や望ま
しい食習慣の形成を図るとともに、米を中
心とした日本型食生活や地場産物について
関心を高め、未来を担う健康でたくましい
ふくしまっ子を育むことを目的とする。

　自分手帳配付：14,162冊
　自分手帳活用講習会：6回

　元気大賞ブック配付：県内全ての小・中・義
務教育学校、特別支援学校、県立高校にデ

ジタル版を配布
　自分手帳DX化事業：小学校１校、高等学
校１校において心の健康に関する項目のデ

ジタル化に向けた実証研究を実施
　食習慣、肥満等の健康課題に対応する食

育指導者研修会：130名
　ふくしまっ子栄養教室：1,043回
　高校生のための栄養教室：22回

　ふくしまっ子ごはんコンテスト：応募数
17,401名

　実証研究の成果を踏まえ、自分手帳全体
のデジタル化を進める。

＜Ｒ７年度の状況＞
　令和８年度より「自分手帳（オンライン版）を県内全
域（小１～高３）で本格稼働するにあたり、実証研究
協力校で実際に活用し、「自分手帳（オンライン版）の
改善や不具合等の修正を行う。
　食育指導者研修会、ふくしまっ子栄養教室、高校生
のための栄養教室、ふくしまっ子ごはんコンテストに
ついては、規模・内容・手法を維持して継続。

自分手帳活用事業
自分手帳DX化事業
（※教育総務課事業と
連携して実施）
学校給食担当者会議
及び食育担当者研修
会
ふくしまっ子栄養教室
高校生のための栄養
教室
ふくしまっ子ごはんコ
ンテスト

＜Ｒ７年度の状況＞
　規模・内容・手法を維持して継続
＜今後の方向性＞
　引き続きボランティア活動への参加機会の醸成、
活動の普及を図るとともに、平時、災害時を問わず
ボランティア活動が円滑に行われるよう体制の整備
及び強化を図る。
　心のケアセンターにおいては、引き続き専門性の
高い個別支援に取り組む。

福祉ボランティア活動
強化支援事業
被災者の心のケア事
業

　「自分手帳」の活用により自
己マネジメント能力を育成
し、一人一人の健康課題の解
決に取り組むとともに、研修
等による食育指導者の資質
向上や栄養教室の開催など
食環境を整備し、児童生徒の
望ましい運動習慣や食習慣
の確立を図ります。

福祉ボランティア活
動強化支援事業
被災者の心のケア事
業

　ボランティア活動への参加機会の醸成、活
動の普及を図るとともに、平時、災害時を問
わずボランティア活動が円滑に行われるよ
う体制の整備及び強化を図る。
　東日本大震災及び原子力災害により高い
ストレス状態にある県民に対して専門職に
よる心のケアを実施するため、県内各4カ所
に心のケアセンターを設置し、被災者に対す
る訪問活動や健康教育等を行うとともに、
県外避難者に対しては、避難者の多い県を
中心に心のケアが実施できる団体へ委託
し、相談窓口の開設や戸別訪問等、地域の
ニーズに合った事業を展開することで県外
の心のケアの充実を図る。

　ボランティア活動普及・促進のための研
修・セミナー等を開催（延べ１３回）
　災害ボランティアに関する連絡会、担当者
会議、研修会の開催（延べ４回）

ふくしま心のケアセンター（R6年度実績）
　相談支援件数　3,857件
県外避難者の心のケア
　県外団体への委託　5都県、日本精神科看
護協会等

6-19

　災害時にボランティア活動が円滑に行わ
れるよう、平時からの備えや体制整備、連携
強化を図る必要がある。
　心のケアセンターにおける相談内容は、避
難生活の長期化により一層多様化、複雑化
するとともに深刻化しており、対象者への
専門的な支援及び支援者支援のニーズが高
まっている。

社会福祉課
障がい福祉課

保健福祉部

　ふくしま心のケアセンター
等による相談支援及び民間
ボランティアとの協働などに
より、被災者の心的ストレス
の解消を図ります。
　また、市町村等と連携した
きめ細かな支援などにより、
被災者の心のケアの推進を
図ります。

11
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７　食品の安全確保の推進
計画終期における福島県安全で安心な県づくりの推進に関する基本計画の取組状況じ

指標番号 指標名 現況値
令和７年度

目標値

(1) 県民の食品の安全確保に関する意識の向上

　7-1-1 食の安全に関する情報の共有と普及啓発の推進

　食と放射能に関する説明会を60
回以上開催する。

食の安全・安心推進
事業

  県内の消費者に対し、原子力発電所
事故を踏まえ、放射能や食の安全性
をテーマとした説明会を実施するこ
とで、食と放射能に関する消費者の
理解促進を図る。

  食と放射能に関する説明会を年
61回実施した。

  原発事故から14年以上経過し、関
心が低下するなど風化の問題があ
る。
  放射線に対する理解を深めるため、
実演または実習を重視しており、1回
あたりは少人数での実施が望ましい。
一方で県民に広く知識を普及すると
いう目的もあり、参加人数のバランス
を考えながら目標達成に努める必要
がある。

＜Ｒ７年度の状況＞
　規模・内容・手法を維持して継続
＜今後の方向性＞
  １年間で方向性を見極め（検証）

食の安全・安心推進
事業

7-4

食と放射能に関す
るリスクコミュニ
ケーションの実施件
数

61 件 60件 生活環境部 消費生活課

　食品等事業者にとって役立つ情報
の収集や、消費者の求める情報の把
握に努め、引き続き、各種広報媒体
による啓発を行うとともに、講習会
を実施する。

－
　食品等事業者や消費者向け情報発
信（広報媒体による啓発、講習会の開
催）を行う。

　食中毒発生状況等をHPで公開す
るとともに、食品等事業者等に対す
る講習会を開催した（２１３回）。

　一部の保健所では、多岐にわたる相
談対応や営業許可事務等に追われ、
講習会の開催が困難な状況にある。

＜Ｒ7年度の状況＞
　規模・内容・手法を維持して継続
＜今後の方向性＞
　引き続き、食品等事業者や消費者に向けた情報
発信に努める。

－ 7-5
食の安全に関する
講習会の実施回数

308 回
適切に対応

する
保健福祉部 食品生活衛生課

農林水産物等緊急
時モニタリング事業

  農林水産物等の安全性を確保する
ため、緊急時モニタリング検査を実施
するとともに、その結果を生産者や消
費者、流通業者に迅速に公表する。

  9,542点の検査を実施した。

  県産農林水産物の安全性確保と情
報発信のため、事業継続が必要であ
る。
  営農再開、海面漁業操業の進捗を踏
まえ、適確な検査の実施が求められ
る。
  野生山菜・きのこ等の出荷制限の解
除が課題である。

＜Ｒ７年度の状況＞
　規模・内容・手法を一部見直しして継続
＜今後の方向性＞
（１年間で方向性を見極め（検証））
　当該事業は計画の基本指標にプラスの影響を与
えた。アウトプット指標には満たなかったものの、
事業で解決すべき目標を達成した。今後も継続し
て、国のガイドラインや県の実施方針に基づき、必
要な検査を実施する。
　出荷確認検査は、前年度の検査結果や出荷制限
等の解除、営農再開の状況を踏まえ、検査規模や
検査対象品目等を一部見直しして実施する。また、
出荷制限されている品目について、引き続き解除
に向けた検査を実施する。

農林水産物等緊急時
モニタリング事業

－ 環境保全農業課

－ －

  野生きのこ・山菜に関する出荷制
限情報や食中毒防止の広報をラジ
オ（2回）及び定期刊行物（林業福
島）で行うとともに、農林事務所広
報誌やホームページへ掲載して周知
を行った。

－
＜Ｒ7年度の状況＞
  規模・内容・手法を維持して継続

－ － 林業振興課

　7-1-2 食の安全に関するリスクコミュニケーションの促進

　過去１２年間に県が実施した食品
の放射性物質検査結果の解析結果
を消費者に分かりやすく伝え、意見
交換を行うためのリスクコミュニ
ケーションを開催する。

福島県産加工食品
の安全・安心の確保
事業

　過去12年間に県が実施した食品の
放射性物質検査結果の解析結果を伝
えるチラシ等を作成し、県内外で消費
者に発信する場を設けるともに、意
見交換を行うためのリスクコミュニ
ケーションを開催する。

　チラシ等による情報発信を県内外
で４回実施し、リスクコミュニケー
ションを県内外で３回実施した。

　県内では、放射性物質に関し一定の
理解が得られている一方で、県外で
は、そもそも県が検査を実施している
ことが知られていないなどの実態が
確認できた。

＜Ｒ7年度の状況＞
　規模・内容・手法を変更
＜今後の方向性＞
　食品衛生月間に合わせた情報交換の場を設けて
リスクコミュニケーションを行う。

－ 7-6

毎日の食生活にお
いて食品の安全に
不安を感じることな
く安心して暮らして
いると回答した県民
の割合

72.9%
上昇を目指

す
保健福祉部 食品生活衛生課

　県内７地区において農林水産業関
係団体及び生産者等との意見交換
会を開催する。（農林企画課）

農林水産業振興計
画推進事業

  福島県農林水産業振興計画の推進
に向け、農林漁業者や消費者との意
見交換等を通じて課題等を的確に把
握し、推進会議やセミナー等により翌
年度の具体的な施策を構築し、計画
の実現を目指す。

  県内７地区において意見交換会を
実施した。
  農業振興審議会を実施（９月）し
た。

－
＜Ｒ７年度の状況＞
　規模・内容・手法を維持して継続

農林水産業振興計画
推進事業

－ 農林水産部 農林企画課

　農林水産物及び加工食品の放射
性物質検査結果を多言語かつリア
ルタイムえ公表し、科学的根拠に基
づく安全性の情報を国内外へ発信
する。
　野生きのこ・山菜に関する出荷制
限情報や食中毒防止の広報をラジ
オ及び定期刊行物（林業福島）で行
うとともに、農林事務所広報誌や
ホームページへ掲載して周知を図
る。

施策推進に向けた具体
的取組

令和６年度取組内容
取組に関わる事業

名
担当課事業の概要 事業の進捗（令和６年度実績） 事業内容に係る課題 今年度（令和７年度）の対応方針

今年度（令和７年
度）取組に関わる事

業名
担当部局

関連指標

1

　食品による健康被害の情
報や食の安全に関する検
査の結果などの情報につ
いて、各種広報媒体を活用
して県民へ周知するととも
に、消費者及び事業者を対
象に講習会等を実施し、
「食」の安全確保について
普及啓発を推進します。

2

　食の安全・安心について、
行政、食品関連事業者及び
消費者の相互理解を図る
ため、情報や意見の交換
（リスクコミュニケーショ
ン）を行います。

No.

農林水産部

28



７　食品の安全確保の推進
計画終期における福島県安全で安心な県づくりの推進に関する基本計画の取組状況じ

指標番号 指標名 現況値
令和７年度

目標値

施策推進に向けた具体
的取組

令和６年度取組内容
取組に関わる事業

名
担当課事業の概要 事業の進捗（令和６年度実績） 事業内容に係る課題 今年度（令和７年度）の対応方針

今年度（令和７年
度）取組に関わる事

業名
担当部局

関連指標
No.

　7-1-3 食育の推進

ふくしまおいしく減
塩緊急対策事業

　健康長寿県の実現に向け、働き盛り
世代の県民の食塩摂取量の実態を把
握するとともに、県民の食塩の過剰
摂取につながる食生活の改善に向け
た普及啓発や減塩・適量教育を行う
など、誰もがおいしく減塩できる食環
境づくりを推進する。

　減塩推進ネットワーク会議開催
　市町村・食品関連企業・関係団体
等と推進体制の強化を図った。
　　出席者：第１回１２７名
　　　　　　　第２回　７６名
※厚生労働省が進める食環境アライ
アンスに国内初正式参画登録自治
体となった。
　働き盛り世代の尿中推定塩分量測
定及び減塩・適量教育実施（１６企
業）
　スーパーにおける減塩・ベジファー
スト推進惣菜販売（１社）、普及啓発
（２社）、減塩＋ベジ・ファースト啓発
イベント（４社）実施

　市町村や福島県食育応援企業団、関
係機関・団体等とネットワーク強化を
図るとともに、より一体的な食環境整
備の取組等を検討する必要がある。

＜R7年度の状況＞
　規模・内容・手法を一部見直して継続
＜今後の方向性＞
　当該事業は計画の基本指標にプラスの影響を与
えた。
　基本指標に資する食環境整備を推進するため、
スーパー・食品関連企業等、市町村・関係団体等と
自然に健康になれる食環境整備を目指した会議を
開催し、さらにネットワークを強化する。
　併せて住民と身近なスーパーと連携し減塩惣菜
の開発・販売及び啓発イベント等を実施することに
より、より健康的な食環境整備の取組を広げる。
　生活習慣病の発症リスクが高まる働き盛り世代
の実態調査（尿中推定塩分量測定）及び減塩・適量
教育を実施する。

ふくしまおいしく減塩
緊急対策事業

6-1

メタボリックシンド
ローム該当者及び
予備群の割合（特定
健康診査受診者）

32.2% (R5) 25.6% 以下 保健福祉部 健康づくり推進課

　食育実践サポーター派遣事業を実
施する。
　ふるさとの農林漁業体験支援事
業として、食育に関する体験活動を
支援する。

ふくしま’食の基本’
推進事業（再掲）

  東日本大震災と原子力災害の影響
により、県内の子どもが地域の食に
関する体験や知識を得る機会が減少
しているため、食に関する体験活動を
推進するとともに、地域における食育
推進活動を支援する。

  農林漁業体験支援事業　1６事業
支援
  食育実践サポーター派遣実績　1２
２名

－
＜Ｒ７年度の状況＞
　規模・内容・手法を維持して継続

ふくしま’食の基本’
推進事業

－ 農林水産部 農産物流通課

(2) 食品の安全対策の強化

　7-2-1 ふくしまＨＡＣＣＰの導入普及に関する取組

4

　全ての食品事業者に対
し、放射性物質の情報管理
を含む本県独自の衛生管
理手法「ふくしまHACCP
（ハサップ）」の導入を促す
ため、専用アプリや導入手
引書を用いた指導助言を
行います。

　保健所毎に定期的な導入研修会
を開催するとともに、業界団体と連
携した業種別の講習会により、導入
指導を図る。

福島県産加工食品
の安全・安心の確保
事業（再掲）

　保健所毎の定期的な導入研修会や
業界団体と連携した業種別講習会の
開催により、ふくしまHACCPの導入
推進を図る。

　107回の研修会又は講習会を開
催し、535事業者がふくしま
HACCPを導入した。

　Ｒ12年度100％の目標実現に向け
て、導入推進を加速させるとともに、
中核市での導入率向上を支援する必
要がある。

＜Ｒ7年度の状況＞
　規模・内容・手法を一部見直しして継続
＜今後の方向性＞
　R7は、県保健所において導入研修会の開催を増
やすとともに、中核市においても導入研修会開催
等の動きがでていることから、目標を達成できる
ものと考えている。

福島県産加工食品の
安全・安心の確保事
業

7-1
ふくしまHACCPの
導入状況

52.5% 62.2% 保健福祉部 食品生活衛生課

－

  食習慣、肥満等の健康課題に対応
する食育指導者研修会：13０名
  ふくしまっ子栄養教室：１，０４３回
  高校生のための栄養教室：2２回
  ふくしまっ子ごはんコンテスト：応
募数１７，４０１名

  学校保健統計調査の肥満傾向児の
出現率については、全国との差が大
きく開いた震災以降、改善傾向が見ら
れるが、震災前の状況まで改善が図
られていない。

＜Ｒ７年度の状況＞
　規模・内容・手法を維持して継続

学校給食担当者会議
及び食育担当者研修
会
ふくしまっ子栄養教
室
高校生のための栄養
教室
ふくしまっ子ごはんコ
ンテスト

　食習慣、肥満等の健康課題への対
応や食育の観点から地場産物活用
を促進するため、次の事業を実施す
る。
・食育指導者研修会（対象：栄養教
諭、食育担当者等　県内１会場)
・ふくしまっ子栄養教室（幼小中特
別支援学校：約280回、高校：約90
回)
・ふくしまっ子ごはんコンテスト（対
象：小中学校　表彰式：１月）

食習慣、肥満等の健
康課題に対応する
食育指導者研修会
ふくしまっ子栄養教
室
高校生のための栄
養教室
ふくしまっ子ごはん
コンテスト

  市町村食育担当者・栄養教諭を対象
に、食育推進や、地場産物活用につい
て研修を行う
  公立幼稚園の園児と保護者、公立
小・中・義務教育学校、特別支援学校
の児童生徒等を対象に栄養教諭によ
る食育授業、講演会、肥満指導等を実
践
  県立高等学校の生徒を対象に栄養
教諭による食に関する講話等を実践
  小学生は「朝ご飯」、中学生は「お弁
当」の食事作りを通して、生活習慣の
改善や望ましい食習慣の形成を図る
とともに、米を中心とした日本型食生
活や地場産物について関心を高め、
未来を担う健康でたくましいふくし
まっ子を育むことを目的とする。

　県民一人一人が、自らの
「食」を見直して望ましい食
生活を実践し、生涯にわた
る健康の保持増進と豊か
な人間性を育むことがで

きるよう、家庭、学校、地域
等が一体となって食育を
推進するとともに、健康に
配慮した食事を提供する

施設の増加等、「食」の環境
整備を推進します。

　特に、学校においては、
栄養教諭や食育推進コー
ディネーターを中心とした
食育の推進体制を整備す
るほか、食育実践サポー

ターの派遣等により、子ど
もたちが「食」について学
ぶ機会の創出を図ります。

3

教育庁 健康教育課
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７　食品の安全確保の推進
計画終期における福島県安全で安心な県づくりの推進に関する基本計画の取組状況じ

指標番号 指標名 現況値
令和７年度

目標値

施策推進に向けた具体
的取組

令和６年度取組内容
取組に関わる事業

名
担当課事業の概要 事業の進捗（令和６年度実績） 事業内容に係る課題 今年度（令和７年度）の対応方針

今年度（令和７年
度）取組に関わる事

業名
担当部局

関連指標
No.

　7-2-2 流通・販売段階における監視・指導の強化 

　Ｒ６年度食品衛生監視指導計画に
基づき、計画的に監視指導を実施し
ていく。

－

　保健所毎に、卸売市場や大規模小売
店等の重点監視対象施設を選定し、
監視指導計画に基づいた監視指導を
実施する。

　と畜場・大規模食鳥処理場では目
標を上回る監視指導を実施できた
が、大規模小売店・大規模製造施設
等では目標の監視指導回数を達成
できなかった。

　多岐にわたる相談対応や営業許可
事務等に追われ、計画的な監視指導
の実施が困難となっている。

＜Ｒ７年度の状況＞
　規模・内容・手法を維持して継続
＜今後の方向性＞
　重点監視対象施設の中でも、より影響の大きい
施設に優先順位をつけて監視指導を実施するな
ど、工夫をしながら食の安全確保を図る。

－ 7-6

毎日の食生活にお
いて食品の安全に
不安を感じることな
く安心して暮らして
いると回答した県民
の割合

72.9%
上昇を目指

す
保健福祉部 食品生活衛生課

　流通過程における適正な表示を確
保するための、生鮮食品の表示状況
調査を県内６市場を対象に実施す
る。

卸売市場対策事業

  卸売市場法に基づき、卸売市場の業
務状況等を把握し、業務運営の適正
化を図るため、県内の地方卸売市場
に対し、検査を実施。

　県内の地方卸売市場５カ所で検査
を実施した。

－

＜Ｒ7年度の状況＞
　規模・内容・手法を維持して継続
＜今後の方向性＞
　県内の地方卸売市場５カ所に対し検査を行う予
定。

卸売市場対策事業 － 農産物流通課

　卸売市場法に基づき、卸売市場の
業務状況等を把握し、業務運営の適
正化を図るため、県内の地方卸売市
場に対し、検査を実施する（実施予
定　６カ所）。

食品の正しい表示推
進事業

  事業者に対し適正表示に向けた監
視・指導・啓発を実施することにより、
消費者の食品表示に対する信頼を高
める。

  3市場の調査を実施した。 －
＜Ｒ７年度の状況＞
　規模・内容・手法を維持して継続

食品の正しい表示推
進事業

7-2
食品表示法に基づ
く生鮮食品の適正
表示率

88.9% 100% 環境保全農業課

　7-2-3 食の安全を確保するための検査体制の充実・強化

　Ｒ６年度食品衛生監視指導計画に
基づき、計画的に監視指導を実施し
ていく。
　衛生研究所における食品検査の
精度維持・向上を図るため、(一財)
食品薬品安全センターが主催する
外部精度管理調査に参加する予定。

食品安全対策の強
化事業

　監視指導計画等に基づき、計画的に
食品の検査を実施する。
　衛生研究所における食品検査の精
度維持・向上を図るため、外部精度管
理調査に参加する。

　概ね計画どおり検査を実施でき
た。
　(一財)食品薬品安全センターが主
催する外部精度管理調査に参加し、
良好な結果を得た。

　食品の安全確保のため、引き続き検
査を実施していく必要がある。
　食品検査の精度維持・向上を図るた
めには、外部精度管理調査に継続して
参加していく必要がある。

＜Ｒ７年度の状況＞
　規模・内容・手法を維持して継続
＜今後の方向性＞
　引き続き、監視指導計画に基づき検査を実施す
る。
　(一財)食品薬品安全センターが主催する外部精
度管理調査に参加する.

食品安全対策の強化
事業

7-6

毎日の食生活にお
いて食品の安全に
不安を感じることな
く安心して暮らして
いると回答した県民
の割合

72.9%
上昇を目指

す
保健福祉部

食品生活衛生課
薬務課

　学校給食施設に対し、衛生管理の
徹底等の指導・助言を行うための訪
問調査を行う。
　・県立学校給食施設等：27施設
　・市町村立学校給食施設：13施設
　栄養教諭、学校栄養職員等を対象
に学校給食施設の衛生管理及び危
機管理に関する専門性の向上を目
的とした研修会を開催する。（県内１
会場）

学校給食施設訪問
実施状況点検事業

学校給食の衛生管
理等に関する調査
研究事業

  県立の中学校、特別支援学校、定時
制高等学校及び新採用学校栄養職員
が配属された市町村立学校給食施設
を訪問し、実施状況を点検する。

  市町村立学校給食施設の「学校給食
衛生管理基準」等の趣旨の徹底を図
るため、衛生管理状況の調査を行う
とともに改善指導を行う。また専門性
の向上を目的とした研修会を開催す
る。

  県立学校給食施設等：27施設
　市町村立学校給食施設：13施設
  研修会１回開催

－
＜Ｒ7年度の状況＞
　規模・内容・手法を維持して継続

学校給食施設訪問実
施状況点検事業

学校給食の衛生管理
等に関する調査研究
事業

－ 教育庁 健康教育課

　7-2-4 関係機関との連携強化

　食品安全相談員を配置し、食の安
全に関する苦情や相談等を受け付
ける。

消費者行政機能強
化事業

  食品安全相談員を配置し、食の安全
に関する苦情や相談等を受け付け
る。

  食品安全相談員１名を中心に食品
に関する相談を329件受け付け、
迅速な対応と正確な情報提供に努
めた。

  健康食品や紅麹等に関する相談な
ど食品の安全性に関する新たな相談
に対応するため相談員の専門的知識
の向上が課題である。

＜Ｒ7年度の状況＞
　規模・内容・手法を維持して継続

消費者行政機能強化
事業

7-6

毎日の食生活にお
いて食品の安全に
不安を感じることな
く安心して暮らして
いると回答した県民
の割合

72.9%
上昇を目指

す
生活環境部 消費生活課

　「ふくしま食の安全・安心推進会
議」において、ふくしま食の安全・安
心対策プログラム（第４期）の進行管
理を図る。また、庁内関係課及び出
先機関との連携を図り、食品に関す
る苦情等に対して迅速に対応する。

－

　「ふくしま食の安全・安心推進会議」
において、ふくしま食の安全・安心対
策プログラム（第４期）の進行管理を
行う。食品に関する苦情等について
は、関係課等で連携し迅速・適切に対
応する。

　「ふくしま食の安全・安心推進会
議」を書面開催し、ふくしま食の安
全・安心対策プログラム及び県産食
品の放射性物質対策に関係する追
加対策の進行管理等を審議した。食
品苦情等については、適宜関係課等
で連携し迅速・適切に対応してい
る。

　「ふくしま食の安全・安心推進会議」
の開催方針をR6の会議で決定した。
今後は、当該方針に基づき開催してい
く。

＜Ｒ７年度の状況＞
　規模・内容・手法を維持して継続
＜今後の方向性＞
　ふくしま食の安全・安心対策プログラムの進行管
理等を引き続き審議する。

－ 7-6

毎日の食生活にお
いて食品の安全に
不安を感じることな
く安心して暮らして
いると回答した県民
の割合

72.9%
上昇を目指

す
保健福祉部 食品生活衛生課

　食品表示に関する苦情・相談への
丁寧な対応を行う。

食品の正しい表示推
進事業（再掲）

  事業者に対し適正表示に向けた監
視・指導・啓発を実施することにより、
消費者の食品表示に対する信頼を高
める。

  消費者及び事業者からの相談に対
して適切に対応した。

－
＜Ｒ７年度の状況＞
　規模・内容・手法を維持して継続

食品の正しい表示推
進事業

7-2
食品表示法に基づ
く生鮮食品の適正
表示率

88.9% 100% 農林水産部 環境保全農業課

農林水産部

5

　卸売市場に対する検査を
通じて指導を行うととも
に、大規模小売店等の食品
販売施設における監視・指
導を強化し、適正な食品の
衛生管理の徹底を図りま
す。

6

　食品の安全性確保のた
め、食品検査施設等におけ
る検査の精度管理の徹底
を図るとともに、生産、製
造・加工、流通・販売及び学
校や社会福祉施設におけ
る消費の各段階において、
幅広く食品の検査を行い、
違反食品の排除に取り組
みます。

7

　県内の関係自治体相互と
の連携の下、「ふくしま食
の安全・安心推進会議」を
設置し、食の安全・安心に
関する施策の策定や進行
管理及び普及啓発などを
実施します。
　また、食品に関する苦情
や相談等を受け付け、迅速
な対応と正確な情報の提
供に努めます。
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７　食品の安全確保の推進
計画終期における福島県安全で安心な県づくりの推進に関する基本計画の取組状況じ

指標番号 指標名 現況値
令和７年度

目標値

施策推進に向けた具体
的取組

令和６年度取組内容
取組に関わる事業

名
担当課事業の概要 事業の進捗（令和６年度実績） 事業内容に係る課題 今年度（令和７年度）の対応方針

今年度（令和７年
度）取組に関わる事

業名
担当部局

関連指標
No.

(3) 食品中の放射性物質対策への取組 

　7-3-1 放射性物質測定の実施と測定結果の発信

　県や市町村において、放射性物質
測定検査機器により自家消費野菜
等の検査を行い、その結果を公表す
る。

自家消費野菜等放
射能検査事業

  県や市町村において、放射性物質測
定検査機器により自家消費野菜等の
検査を行い、その結果を公表する。

  県及び市町村において、住民の身
近な場所に設置した放射性物質測
定検査機器により自家消費野菜等
の検査を行い、その結果をホーム
ページで公表した。（実施件数
12,239件）

  検査件数が減少している実態に合
わせて、検査体制を見直す必要があ
る。

＜Ｒ7年度の状況＞
　規模を縮小して継続

自家消費野菜等放射
能検査事業

7-6

毎日の食生活にお
いて食品の安全に
不安を感じることな
く安心して暮らして
いると回答した県民
の割合

72.9%
上昇を目指

す
生活環境部 消費生活課

　加工食品の放射性物質検査結果
をホームページに公開するととも
に、食品事業者及び消費者に対する
衛生講習会を実施し、分かりやすい
情報提供に努める。

－

　加工食品の放射性物質検査を実施
し結果をホームページに公開する。
　また、出荷制限等の措置が講じられ
ている農林水産物等の情報をHPに
効果するとともに、適宜更新する。

　検査の都度、ホームページに結果
を公開するとともに、報道機関に情
報提供した。

　加工食品の放射性物質検査につい
ては、ほとんどの食品が基準値未満と
いう状況であり、今後の検査の在り方
について整理する必要がある。

＜Ｒ７年度の状況＞
　規模・内容・手法を維持して継続
＜今後の方向性＞
　引き続き、加工食品の放射性物質検査結果を、
逐次HP等で公表していく。

－ 7-6

毎日の食生活にお
いて食品の安全に
不安を感じることな
く安心して暮らして
いると回答した県民
の割合

72.9%
上昇を目指

す
保健福祉部 食品生活衛生課

放射能測定事業

　県内企業が製造する工業製品及び
加工食品を対象に、ハイテクプラザに
おいて放射能測定を行うことで、企
業の負担軽減や検査の迅速化など、
風評への対策を図る。

　今年度の工業製品の放射線量及
び加工食品の放射性物質において、
基準値を超えたものはない。

　検査体制の維持には、職員の技能維
持及び検査機器の維持管理が必要で
ある。

＜Ｒ７年度の状況＞
　規模・内容・手法を維持して継続
＜今後の方向性＞
（成果が十分に確保できる見通し）
　当該事業は計画の基本指標にプラスの影響を与
えた。新規の利用企業(輸出関連企業含)もあり、
事業継続を望んでいる。要望があることから、職
員の研修や検査機器の点検保守を含め、測定事業
を継続する。

放射能測定事業

商工業者のための
放射能検査支援事
業

　県内商工会議所や商工会に対し、加
工食品を対象とした放射能測定検査
の実施を支援することにより、県内商
工業者の風評被害払拭及び消費者へ
の安全・安心の提供を図る。

  商工会議所（７ヶ所）の放射能測定
事業を支援している。

－

＜Ｒ７年度の状況＞
　規模・内容・手法を維持して継続
＜今後の方向性＞
（１年間で方向性を見極め（検証））
　当該事業は計画の基本指標にプラスの影響を与
えた。
　商工会議所の意向も踏まえながら、測定実績の
無い商工会議所等は順次終了していき、県内全域
を対象としたハイテクプラザの放射能測定に集約
していく。

商工業者のための放
射能検査支援事業

農林水産物等緊急
時モニタリング事業
（再掲）

  農林水産物等の安全性を確保する
ため、緊急時モニタリング検査を実施
するとともに、その結果を生産者や消
費者、流通業者に迅速に公表する。

  9.542点の検査を実施した。

  県産農林水産物の安全性確保と情
報発信のため、事業継続が必要であ
る。
  営農再開、海面漁業操業の進捗を踏
まえ、適確な検査の実施が求められ
る。
  野生山菜・きのこ等の出荷制限の解
除が課題である。

＜Ｒ７年度の状況＞
　規模・内容・手法を一部見直しして継続
＜今後の方向性＞
（１年間で方向性を見極め（検証））
　当該事業は計画の基本指標にプラスの影響を与
えた。アウトプット指標には満たなかったものの、
事業で解決すべき目標を達成した。今後も継続し
て、国のガイドラインや県の実施方針に基づき、必
要な検査を実施する。
　出荷確認検査は、前年度の検査結果や出荷制限
等の解除、営農再開の状況を踏まえ、検査規模や
検査対象品目等を一部見直しして実施する。また、
出荷制限されている品目について、引き続き解除
に向けた検査を実施する。

農林水産物等緊急時
モニタリング事業

－ 環境保全農業課

第三者認証ＧＡＰ等
取得促進事業

　産地における安全性確保の取組を
客観的に説明できる第三者認証ＧＡＰ
等の導入を拡大するとともに、その
取組を消費者等に効果的に情報発信
する。

  補助事業で新規・継続、合わせて
530経営体を支援した。
  １９２人のGAP指導員研修受講を
支援した。

　
　ＧＡＰについては消費・小売段階で
の理解度の低さに加え、店頭に並ぶＧ
ＡＰ認証農産物が限定的であり、量販
店等の棚を通年で満たすだけの量が
確保できないこと等が課題となって
いる。

＜Ｒ７年度の状況＞
　規模・内容・手法を維持して継続

第三者認証ＧＡＰ等
取得促進事業

7-3

第三者認証ＧＡＰ
（農業生産工程管
理）を取得した経営
体数

811 経営体 1,250経営体 環境保全農業課

　「福島県農林水産物・加工食品モ
ニタリング情報」サイトを通し、モニ
タリング検査結果の情報提供を行
う。

食品モニタリング検
査情報発信事業

  放射性物質モニタリング検査情報検
索サイトの運営を通し、科学的根拠に
基づく本県農林水産物と加工食品の
安全性を多言語で分かりやすく発信
することで安心につなげる。

  「福島県農林水産物・加工食品モニ
タリング情報」サイトを通し、モニタリ
ング検査結果の情報提供を行った。
 （更新回数：245回）

－

＜Ｒ７年度の状況＞
　規模・内容・手法を維持して継続
＜今後の方向性＞
　今後も本県農林水産物及び加工食品の安全・安
心を分かりやすく発信していく。

食品モニタリング検
査情報発信事業

－ 農産物流通課

　食肉（牛肉・豚肉・鶏肉・馬肉）・鶏
卵・原乳・はちみつ・飼料作物につい
ては、品目別試料採取基準等に定め
る方法により、放射性物質の検査を
実施し、基準値（もしくは、暫定許容
値）以下であることを確認。分析結
果は迅速に公表する。

肉用牛全頭安全対
策推進事業

  本県産牛肉の安全性を確保し、ブラ
ンドの再生及び肉用牛農家の経営安
定を図るため、県外でと畜される肉
用牛の放射性物質検査等を実施す
る。

  令和6年8月22日 に検査した牛肉1
点で、食品衛生法における基準値
100Bq/kgを超過する120Bq/kgの
放射性セシウムが検出されたため、直ち
に当該牛由来の牛肉及び内臓を隔離
し、流通を防止した。原因究明と併せ、
再発防止に向けた調査と畜産農家への
周知、検査体制の強化などを行った。
・県外出荷頭数　211,854頭
（R7.3.31）
・放射性物質検査頭数　156,634頭
（R7.3.31）
・牛生体検査頭数　8,643頭
（R7.3.31）
※Ｒ２年４月から牛肉の放射性物質検
査は抽出検査に移行している。

  肥育牛については全戸検査（年１回
以上の牛の検査）、廃用牛については
全頭検査を実施しているのは、本県の
み（近隣３県は肥育牛は検査必要な
し）で対応しているため、検査体制を
継続して安全性を確保していく必要
がある。

＜Ｒ７年度の状況＞
　規模・内容・手法を維持して継続

肉用牛全頭安全対策
推進事業

－ 畜産課

　栽培きのこ、野生きのこ・山菜、樹
実類等のモニタリング検査を行い、
検査結果について消費者へ情報発
信する。

－ －
  栽培きのこ、野生きのこ・山菜、樹
実類等1,029件のモニタリング検
査を実施した。

－
＜Ｒ7年度の状況＞
　規模・内容・手法を維持して継続

－ － 林業振興課

　県立学校及び希望する市町村を
対象に、提供した学校給食１食分に
含まれる放射性物質を検査する。
（市町村18、県立学校20）

学校給食モニタリン
グ事業

  提供した給食１食分に含まれる放射
性物質検査を民間の検査機関に委
託。

  17市町村及び県立学校19校で実
施

  現在まで、厚生労働省が示す一般食
品中の放射性セシウムの基準値を超
えたことはないことから、現在の検査
体制の見直しを検討する必要がある。

＜Ｒ7年度の状況＞
　規模・内容・手法を維持して継続

学校給食モニタリン
グ事業

－ 教育庁 健康教育課

農林水産部

毎日の食生活にお
いて食品の安全に
不安を感じることな
く安心して暮らして
いると回答した県民
の割合

8

　食の安全・安心を確保す
るため、生産、製造・加工、
流通、消費の各段階におい
て食品中の放射性物質の
測定を積極的に行い、安全
な食品の出荷、流通等を実
現するとともに、正確な測
定結果を消費者へ迅速に
発信します。農林水産物に
ついては、生産段階におけ
る放射性物質対策の徹底
と併せ、出荷段階における
モニタリング検査を適切に
実施するとともに、こうし
た取組を可視化するふくし
ま県GAP(FGAP)等の面
的拡大を進めます。

　県内の食品加工業者が製造する
加工食品の自主検査を支援するた
め、ハイテクプラザおよびハイテク
プラザ会津若松技術支援センター
にて無料で放射性物質検査を実施
する。
　県内７商工会議所に簡易放射性物
質検査装置を配置し、県内食品加工
業者のための全県的な放射性物質
スクリーニング検査体制を構築す
る。

7-6

　市場等へ出荷される前の農林水
産物の放射性物質検査を実施し、そ
の結果を生産者、消費者及び流通
業者等に対して速やかに周知する。
　FGAP等の面的拡大のため、認証
取得や、指導員の資格取得に係る経
費を支援するとともに、各種媒体を
通じた情報発信により実需者や消
費者の理解を促進する。

上昇を目指
す

72.9% 商工労働部 産業振興課
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７　食品の安全確保の推進
計画終期における福島県安全で安心な県づくりの推進に関する基本計画の取組状況じ

指標番号 指標名 現況値
令和７年度

目標値

施策推進に向けた具体
的取組

令和６年度取組内容
取組に関わる事業

名
担当課事業の概要 事業の進捗（令和６年度実績） 事業内容に係る課題 今年度（令和７年度）の対応方針

今年度（令和７年
度）取組に関わる事

業名
担当部局

関連指標
No.

　7-3-2 放射性物質対策の情報共有とリスクコミュニケーションの促進

　食と放射能に関する説明会を60
回以上開催する。

食の安全・安心推進
事業（再掲）

  県内の消費者に対し、原子力発電所
事故を踏まえ、放射能や食の安全性
をテーマとした説明会を実施するこ
とで、食と放射能に関する消費者の
理解促進を図る。

  食と放射能に関する説明会を年
61回実施した。

  原発事故から14年以上経過し、関
心が低下するなど風化の問題があ
る。
  放射線に対する理解を深めるため、
実演または実習を重視しており、１回
あたりは少人数での実施が望ましい。
一方で県民に広く知識を普及すると
いう目的もあり、参加人数のバランス
を考えながら目標達成に努める必要
がある。

＜Ｒ7年度の状況＞
　規模・内容・手法を維持して継続
＜今後の方向性＞
  １年間で方向性を見極め（検証）

食の安全・安心推進
事業

7-4

食と放射能に関す
るリスクコミュニ
ケーションの実施件
数

61 件 60件 生活環境部 消費生活課

　過去12年間に県が実施した食品
の放射性物質検査結果の解析結果
を消費者に分かりやすく伝え、意見
交換を行うためのリスクコミュニ
ケーションを開催する。

福島県産加工食品
の安全・安心の確保
事業（再掲）

　過去12年間に県が実施した食品の
放射性物質検査結果の解析結果を伝
えるチラシ等を作成し、県内外で消費
者に発信する場を設けるともに、意
見交換を行うためのリスクコミュニ
ケーションを開催する。

　チラシ等による情報発信を県内外
で４回実施し、リスクコミュニケー
ションを県内外で３回実施した。

　県内では、放射性物質に関し一定の
理解が得られている一方で、県外で
は、そもそも県が検査を実施している
ことが知られていないなどの実態が
確認できた。

＜Ｒ７年度の状況＞
　事業終了（廃止）
＜今後の方向性＞
　一定の成果が得られたため、令和６年度で終了
する。

福島県産加工食品の
安全・安心の確保事
業

7-6

毎日の食生活にお
いて食品の安全に
不安を感じることな
く安心して暮らして
いると回答した県民
の割合

72.9%
上昇を目指

す
保健福祉部 食品生活衛生課

　「福島県農林水産物・加工食品モ
ニタリング情報」サイトを通し、モニ
タリング検査結果の情報提供を行
う。

食品モニタリング検
査情報発信事業（再
掲）

  放射性物質モニタリング検査情報検
索サイトの運営を通し、科学的根拠に
基づく本県農林水産物と加工食品の
安全性を多言語で分かりやすく発信
することで安心につなげる。

  「福島県農林水産物・加工食品モニ
タリング情報」サイトを通し、モニタリ
ング検査結果の情報提供を行った。
 （更新回数：245回）

－

＜Ｒ７年度の状況＞
　規模・内容・手法を維持して継続
＜今後の方向性＞
  今後も本県農林水産物及び加工食品の安全・安
心を分かりやすく発信していく。

食品モニタリング検
査情報発信事業

－ 農産物流通課

　県内の直売所等に対し、野生きの
こ・山菜に関する出荷制限の情報提
供を行う。また、ラジオ等による広
報及びホームページに掲載し県民に
対する周知を図る。

－ －

  県内の直売所等に対し、野生きの
こ・山菜に関する出荷制限の情報提
供を行った。
  ラジオ等による広報（5回）及び
ホームページに掲載し県民に対する
周知を行った。

－
＜Ｒ7年度の状況＞
　規模・内容・手法を維持して継続

－ － 林業振興課

農林水産部

9

　放射性物質対策に関する
最新情報に加え、放射性物
質についての正確な情報
や知識の普及を図り、放射
性物質に関する県民の疑
問や不安解消に努めます。
　さらに、正確な情報や知
識を踏まえながら、県民自
らがリスクについて正しく
評価し判断されるよう、リ
スクコミュニケーションの
機会の創出に努めます。
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８　生活環境の保全
計画終期における福島県安全で安心な県づくりの推進に関する基本計画の取組状況じ

指標番号 指標名 現況値
令和７年度

目標値

(1) 生活環境保全に関する意識の向上

　8-1-1 水・大気環境に関する普及啓発

1

　県民に対する生活排水の適正処
理や低公害車の普及など環境に配
慮した取組、及び事業者に対する
環境負荷低減の取組の周知啓発を
進めるとともに、大気環境や水環
境等の監視結果などを公表し、環
境保全への自主的かつ積極的な取
組を促進します。また、事業者等を
対象としたセミナーや事例発表会
を開催すること等により、工場・事
業場による排出削減や化学物質の
リスクコミュニケーションの取組の
普及啓発、促進を図ります。

　Ｒ5年度の環境等測定調査結果の公表を
実施する。
　事業者等を対象にして、リスクコミュニケー
ションに関する研修会や事例発表会・交流会
を開催する。
　企業訪問やアンケート調査の実施により、
現在の状況を把握し、データの蓄積と情報
網の再構築を図る。
　事業者を対象としたフロン排出抑制法に
関する説明会を開催する。

大気環境保全運営
事業
大気環境常時監視
事業
水環境調査指導費
化学物質安全・安心
社会づくり促進事業

  大気汚染、水質汚濁の監視及
び調査結果の公表
  化学物質のリスクコミュニ
ケーションに関する知識の普及

　Ｒ5年度の環境等測定調査結果は、10月
にホームページに掲載した。
　リスクコミュニケーションに関する研修会
や事例発表会・交流会を、Ｒ6年12月とＲ
7年2月に1回ずつ開催した。
　事業者に対するアンケート調査を実施
し、現状の把握やデータの蓄積を行った。
　フロン排出抑制法に関する講習会を、
R7年１月に２回、２月に１回の計３回開催
した。

  フロン排出抑制法に係る講習
会の出席者数が減少した。

 ＜Ｒ７年度の状況＞
　規模・内容・手法を維持して継続

大気環境保全運営事
業
大気環境常時監視事
業
水環境調査指導費
化学物質安全・安心
社会づくり促進事業

8-8
工場・事業場等における
リスクコミュニケーショ
ンの実施件数

68 事業場 適切に対応する 生活環境部 水・大気環境課

　8-1-2 廃棄物等の適正処理推進に向けた普及啓発

8-3
一般廃棄物の排出量（１
人１日当たり）

968 g/日 (R5) 939g/日

8-4
一般廃棄物のリサイクル
率

13.2% (R5) 15.5%

8-5 産業廃棄物の排出量 6,958 千トン (R5)
7,700千トン

以下

8-6
産業廃棄物の再生利用
率

47%（R5) 52%以上

　8-1-3 地球温暖化対策等に向けた意識啓発

3

　「地球にやさしい“ふくしま”県民
会議」等と連携しながら、県民、事
業者、行政等のあらゆる主体によ
る省資源・省エネルギーや資源循環
に向けた取組が積極的に展開され
るよう、意識醸成に向けた普及啓
発に取り組みます。

　「福島県2050年カーボンニュートラル」の
実現に向けた、オール福島での気候変動対
策の更なる推進のため、福島県カーボン
ニュートラル条例を制定する。
　また、ふくしまゼロカーボン宣言事業や環
境イベントの開催のほか、県内企業の脱炭素
化の支援体制の構築やカーボン・オフセット
の取組、ZEHやEVの導入支援を行うなど、
ふくしまカーボンニュートラル実現会議を中
心として、オール福島による機運醸成と実践
拡大の取組を推進する。

カーボンニュートラ
ル推進事業

「福島県2050年カーボン
ニュートラル」の実現に向けて、
県民、民間団体、事業者、行政
等あらゆる主体が一体となっ
た気候変動対策を推進する。

・ZEH導入推進事業補助金　6件（R7.3末
時点）
・EV導入推進事業補助金　302件（R7.3
末時点）
・ふくしまゼロカーボン宣言事業　4,609
事業所、946園・校（R7.3末時点）
・ふくしまカーボンニュートラル実現会議総
会（R6.12.9開催）
・福島県カーボンニュートラル条例の制定
（R6.10.8）

　2050年カーボンニュートラ
ルの実現に向けては更なる温
室効果ガスの排出削減が必要
であり、新たな条例のもと、市
町村や企業、関係団体との連携
を強化し、より実践的な取組に
つなげていくことが必要。

＜Ｒ７年度の状況＞
　規模・内容・手法を一部見直しして継
続
＜今後の方向性＞
　2050年カーボンニュートラルの実現
に向けては更なる削減努力が必要であ
ることから、県民や事業者の意識向上
や行動変容を後押しするなど、脱炭素
社会の実現に向けた歩みをこれまで以
上に力強く進めていくことが重要であ
り、県内企業の脱炭素化やカーボンオ
フセットの取組、県内外への情報発信の
取組を推進していく。

カーボンニュートラル
推進事業

8-2
温室効果ガス排出量（２
０１３年度比）

78.7% (R4) 76.0% 生活環境部 環境共生課

　8-1-4 環境教育の充実と指導者の育成

4

　県民の環境に対する関心を深め
るため、各種団体や市町村等が行
う研修会などに環境アドバイザーを
講師として派遣するほか、小学生に
向けた環境副読本を作成し配布す
る等、環境教育・学習の推進に取り
組みます。

　市町村、各種団体等が開催する環境保全
を目的とした講演会や学習会に、環境アドバ
イザーとして委嘱している環境分野の第一
線で活躍している県内の学識経験者等を派
遣する。
　環境教育に関する副読本を県内の小学生
に配布し、授業での活用等を通して、子供た
ちの環境問題に関する理解の促進を図る。

環境教育等促進事
業

  環境教育に関する副読本を
県内の小学生向けに作成し、授
業での活用等を通して、子供た
ちの環境問題に関する理解の
促進を図る。

　令和７年度版環境教育副読本を作成し、
県内小学校へ利活用の周知を行い、環境
教育の推進を図った。

ー
＜Ｒ７年度の状況＞
　規模・内容・手法を維持して継続

環境教育等促進事業 8-13

日頃、省エネルギーや地
球温暖化防止を意識し
た取組を行っていると
回答した県民の割合

48.8% 59.1% 以上 生活環境部 生活環境総務課

今年度（令和７年度）の対応方針

　産業廃棄物の適正処理を推
進するため、産業廃棄物の排
出抑制、減量化及び再生利用
の推進を目的とする施設整備
や調査研究に対する支援を行
う。

今年度（令和７年
度）取組に関わる

事業名

＜Ｒ７年度の状況＞
　規模・手法を維持して継続
　内容を一部見直す
＜今後の方向性＞
　産業廃棄物の適正処理がより効率的
に図られるDX導入に対し支援し、処理
効率や再生利用率向上を図る。

事業内容に係る課題

産業廃棄物抑制及び
再生利用施設整備等
支援事業

わたしから始めるご
み減量事業

2

　排出抑制、再使用、再生利用によ
る廃棄物の減量化の更なる推進に
向けて、市町村と連携しながら、県
民・事業者の自主的な取組の推進
につながるよう普及啓発に取り組
みます。また、産業廃棄物の適正処
理推進のため、県民や排出事業者
等に対して、正しい知識の普及啓発
に取り組みます。

生ごみが生活系の可燃ごみの中で最も多い
ことから、生ごみを削減するモデル事業等の
実施や県民が考えたごみ減量に関する優秀
なアイデアや取組を環境アプリ等を通して周
知する普及啓発活動を行う。

No. 施策推進に向けた具体的取組 令和６年度取組内容
取組に関わる事業

名
事業の概要 事業の進捗（令和６年度実績）

＜Ｒ７年度の状況＞
　ごみ減量及びリサイクルについての情
報発信、事業系紙ごみのリサイクル推進
及び市町村の取組を支援する事業を強

化。
＜今後の方向性＞

　主に４点　「生ごみの削減」、「リサイク
ルの促進」、「市町村との連携」、「ごみ
減量等の意識醸成」についての取組を

進める。

わたしから始めるご
み減量事業

　燃えるごみの組成調査結果
を踏まえたモデル事業等によ
る排出量削減の実践や環境ア
プリ等を活用した普及啓発活

動を行う。

・生ごみ削減（家庭系）
　３市町村と連携し、81名がダンボールコンポスト

による生ごみ削減。
・生ごみ削減（事業系）

　福島市東部学校給食センターに業務用生ごみ処理
機を１基貸与。
・環境アプリ

　ダウンロード件数　24,163件（R7.3.31）
・ごみ減量アイデア普及啓発

　県内イベントにおいて、対面PRを12回実施。新聞
広告（２紙各12回）やラジオ放送（11回）でも周知。

・リサイクルボックス活用促進
　市町村ごとにリサイクルボックスが設置された店

舗や施設を公表。
・食品ロス削減

　食べ残しゼロ協力店新規認定件数　205件
・ごみ減量市町村連携推進会議

　２回開催（Ｒ６年６月、Ｒ７年１月）

　生ごみが約35％を占め、リサ
イクル可能物が約14％占めて
いたことから、生ごみの削減と

分別の徹底が必要。
　市町村によって取組に差があ

る。

産業廃棄物抑制及
び再生利用施設整
備支援事業

・施設整備　2件
・調査研究　0件

  近年、再生利用率が停滞して
おり、産業廃棄物処理業界にお
いてもDXを導入し、適正処理
の効率化を進めるとともに、再
生利用率の向上させる必要が
ある。

担当部局 担当課

生活環境部
一般廃棄物課
産業廃棄物課

関連指標
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８　生活環境の保全
計画終期における福島県安全で安心な県づくりの推進に関する基本計画の取組状況じ

指標番号 指標名 現況値
令和７年度

目標値

今年度（令和７年度）の対応方針
今年度（令和７年
度）取組に関わる

事業名
事業内容に係る課題No. 施策推進に向けた具体的取組 令和６年度取組内容

取組に関わる事業
名

事業の概要 事業の進捗（令和６年度実績） 担当部局 担当課
関連指標

(2) 環境保全対策（監視、調査を含む）

　8-2-1 工場・事業場に対する監視の強化

　8-2-2 産業廃棄物の適正処理推進や不法投棄対策の実施

6

　事業者や処理業者の立入検査等
を実施し、産業廃棄物の処理や施
設の維持管理が適正に行われるよ
う監視・指導を行います。また、産
業廃棄物の不法投棄の未然防止と
早期発見等のため、不法投棄監視
員の配置や休日・夜間の警備会社
への監視委託等の対策を実施し、
不適正処理事案に対しては、事実
関係の把握や原状回復の指導等を
行います。

　適正処理を徹底させるため、排出事業者や
処理業者に対し、立入検査等による監視指
導を行う。
　不法投棄の未然防止や早期発見のため、
各市町村の区域毎に不法投棄監視員を配置
するとともに、警備会社による夜間・休日の
監視、地域住民による監視体制づくりの支
援等を行う。

不法投棄防止総合
対策事業

  不法投棄の未然防止、早期発
見のためのパトロールの実施、
不法投棄の原因者への原状回
復の指導のほか、県民向けの
普及啓発を行うとともに、地域
住民が行う不法投棄の監視体
制づくりを支援する。

・不法投棄管理業務委託　延べ２６6回
・不法投棄防止監視指導員　延べ3,９１２
日
　（8８名　月４～５回監視）
・適正処理監視指導員　６名設置

  不法投棄の撲滅には至ってお
らず、その発見件数及び投棄量
は年度毎に変動がある。

＜Ｒ７年度の状況＞
　規模・内容・手法を維持して継続
＜今後の方向性＞
  今後も不法投棄の未然防止のため、
監視、普及啓発等に取り組む。
・不法投棄管理業務委託（県南、南会
津、相双）
・不法投棄防止監視指導員　88名設置
・適正処理監視指導員　６名設置

不法投棄防止総合対
策事業

8-11

産業廃棄物の不法投棄
件数及び投棄量
・残存件数
・残存量

・125件(R5)
・96,410トン(R5)

減少を目指す 生活環境部 産業廃棄物課

　8-2-3 県民総ぐるみの地球温暖化対策

7

　「地球にやさしい“ふくしま”県民
会議」等と連携しながら、県民、事
業者、行政等のあらゆる主体が一
体となって、省資源・省エネルギー
や資源循環に向けた取組を進めま
す。
　また、県有建築物の再生可能エネ
ルギーの導入拡大や省エネルギー
対策等の推進に取り組みます。

　「福島県2050年カーボンニュートラル」の
実現に向けた、オール福島での気候変動対
策の更なる推進のため、福島県カーボン
ニュートラル条例を制定する。
　また、ふくしまゼロカーボン宣言事業や環
境イベントの開催のほか、県内企業の脱炭素
化の支援体制の構築やカーボン・オフセット
の取組、ZEHやEVの導入支援を行うなど、
ふくしまカーボンニュートラル実現会議を中
心として、オール福島による機運醸成と実践
拡大の取組を推進する。

カーボンニュートラ
ル推進事業（再掲）

「福島県2050年カーボン
ニュートラル」の実現に向けて、
県民、民間団体、事業者、行政
等あらゆる主体が一体となっ
た気候変動対策を推進する。

・ZEH導入推進事業補助金　6件（R7.3末
時点）
・EV導入推進事業補助金　302件（R7.3
末時点）
・ふくしまゼロカーボン宣言事業　4,609
事業所、946園・校（R7.3末時点）
・ふくしまカーボンニュートラル実現会議総
会（R6.12.9開催）
・福島県カーボンニュートラル条例の制定
（R6.10.8）

　2050年カーボンニュートラ
ルの実現に向けては更なる温
室効果ガスの排出削減が必要
であり、新たな条例のもと、市
町村や企業、関係団体との連携
を強化し、より実践的な取組に
つなげていくことが必要。

＜Ｒ７年度の状況＞
　規模・内容・手法を一部見直しして継
続
＜今後の方向性＞
　2050年カーボンニュートラルの実現
に向けては更なる削減努力が必要であ
ることから、県民や事業者の意識向上
や行動変容を後押しするなど、脱炭素
社会の実現に向けた歩みをこれまで以
上に力強く進めていくことが重要であ
り、県内企業の脱炭素化やカーボンオ
フセットの取組、県内外への情報発信の
取組を推進していく。

カーボンニュートラル
推進事業

8-2
温室効果ガス排出量（２
０１３年度比）

78.7% (R4) 76.0% 生活環境部 環境共生課

(3) 生活環境保全のための体制の整備

　8-3-1 事故発生時の対応

8

　水・大気環境の汚染に係る事故発
生時には、事業者に対して、有害物
質の流出防止措置を講ずるよう指
導するとともに、関係機関と連携
し、迅速かつ適確に環境汚染防止
措置を講じ、有害物質の流出によ
る環境汚染を抑制、防止します。ま
た、光化学オキシダント、硫黄酸化
物等の大気汚染物質の濃度が上昇
し、注意報等を発令した場合は、関
係機関と連携し、速やかに県民へ
情報提供するとともに、工場・事業
場への燃料使用量削減等の協力要
請を行い、健康被害の発生を未然
に防止します。

　水質、大気・化学物質関係の事故発生時に
は、事業所に対して、被害拡大防止、原因究
明、再発防止を指導する。
　大気汚染常時監視システムにより、光化学
オキシダント、硫黄酸化物等の大気汚染物質
による大気の汚染状況を常時監視する。
　注意報等発令に係る通報訓練を行う。

大気発生源監視事
業（再掲）
事業場等水質保全
対策事業
大気環境常時監視
事業（再掲）

  大気、水質事故発生時の対応
  大気汚染を常時監視し大気
汚染物質の濃度が上昇した場
合に注意報等発令する

　約60件水質関係の事故が発生してお
り、被害拡大防止、原因究明等の対応を
行っている。
 大気汚染常時監視システムにより大気汚
染物質による大気の汚染状況を常時監視
した。
　注意報等発令に係る通報訓練を４月23
日に実施した。今年度は注意報等発令の
実績無し。

  水質事故の発生件数が減少し
ない

＜Ｒ7年度の状況＞
　規模・内容・手法を維持して継続

大気発生源監視事業
事業場等水質保全対
策事業
大気環境常時監視事
業

8-14

水や大気など生活環境
の安全が確保されてい
ると回答した県民の割
合

71.1% 上昇を目指す 生活環境部 水・大気環境課

　8-3-2 市町村の取組支援

9
　ごみ減量化やリサイクル促進のモ
デル事業の実施等を通じた市町村
の取組を支援します。

　ごみ減量市町村連絡推進会議を立ち上
げ、開催するとともに、引き続きごみ減量の
取組を希望する市町村と連携してモデル事
業の実施に取り組む。

わたしから始めるご
み減量事業（再掲）

　燃えるごみの組成調査結果
を踏まえたモデル事業等によ
る排出量削減の実践や環境ア
プリ等を活用した普及啓発活
動を行う。

・生ごみ削減（家庭系）
　３市町村と連携し、81名がダンボールコンポスト
による生ごみ削減。
・生ごみ削減（事業系）
　福島市東部学校給食センターに業務用生ごみ処理
機を１基貸与。
・環境アプリ
　ダウンロード件数　24,163件（R7.3.31）
・ごみ減量アイデア普及啓発
　県内イベントにおいて、対面PRを12回実施。新聞
広告（２紙各12回）やラジオ放送（11回）でも周知。
・リサイクルボックス活用促進
　市町村ごとにリサイクルボックスが設置された店
舗や施設を公表。
・食品ロス削減
　食べ残しゼロ協力店新規認定件数　205件
・ごみ減量市町村連携推進会議
　２回開催（Ｒ６年６月、Ｒ７年１月）

　生ごみが約35％を占め、リサ
イクル可能物が約14％占めて
いたことから、生ごみの削減と
分別の徹底が必要。
　市町村によって取組に差があ
る。

＜Ｒ７年度の状況＞
　ごみ減量及びリサイクルについての情
報発信、事業系紙ごみのリサイクル推進
及び市町村の取組を支援する事業を強
化。
＜今後の方向性＞
　主に４点　「生ごみの削減」、「リサイク
ルの促進」、「市町村との連携」、「ごみ
減量等の意識醸成」についての取組を
進める。

わたしから始めるご
み減量事業

8-3
一般廃棄物の排出量（１
人１日当たり）

968 g/日 (R5) 939g/日 生活環境部
一般廃棄物課
産業廃棄物課

  排出基準を超過する事業場が
あった場合に随時対応する。

　大気発生源調査、水質発生源調査を実施
し、工場、事業場に対し必要な指導を行っ
た。
　公共用水域及び地下水の監視について
は、計画に基づき実施した。
　ダイオキシン類（年間27検体）その他化
学物質に係る環境モニタリング調査を実施
した。
　アスベストについて、建築物等の解体等
工事現場の立入検査や、解体等工事現場
の周辺環境濃度調査及び一般環境大気中
(4地点)のアスベストモニタリング調査を
実施した。

 ＜Ｒ7年度の状況＞
　規模・内容・手法を維持して継続

大気発生源監視事業
事業場等水質保全対
策事業
水環境調査指導費
ダイオキシン類発生
源総合調査事業
アスベスト飛散防止
対策事業

5

大気発生源監視事
業
事業場等水質保全
対策事業
水環境調査指導費
（再掲）
ダイオキシン類発生
源総合調査事業
アスベスト飛散防止
対策事業

  工場・事業場への立入調査の
実施
  地下水調査の実施
  ダイオキシン類に係る環境モ
ニタリングの実施
  アスベスト飛散防止に係る現
地調査やモニタリングの実施

　工場や事業場に対する立入検査
を継続して行い、水質、大気発生源
からの汚染物質等の排出基準等の
遵守の徹底を図ります。また、環境
モニタリング調査を行い、環境中に
おける汚染物質の状況を把握、監
視します。排出基準や環境基準の
超過が見られた場合は、環境への
負荷を極力抑えるために詳細調査
などによる原因究明や事業者への
改善対策の指導等、迅速かつ的確
な措置を講じます。
　また、アスベスト等に関して、各種
広報媒体の活用や関係団体との連
携により、解体業者や施設管理者
等に対して適正処理の周知に取り
組むとともに、建築物解体現場等
への立入検査を強化し、適正処理
を推進します。

　大気発生源調査、水質発生源調査を実施
し、工場、事業場に対する指導を行う。
　公共用水域及び地下水の監視を行う。
　ダイオキシン類に係る環境モニタリング調
査を行う。
　アスベストについて、建築物等の解体等工
事現場の立入検査を行うほか、解体等工事
現場の周辺環境濃度調査及び一般環境大気
中のアスベストモニタリング調査を行う。

・100%
・100％
・96％
・99％

適切に対応する 水・大気環境課生活環境部

工場・事業場の排出・排
水基準適合率
・大気排出基準
・排水基準（有害物質）
・窒素、りん含有量を除
く生活環境項目
・窒素、りん含有量

8-7

34



８　生活環境の保全
計画終期における福島県安全で安心な県づくりの推進に関する基本計画の取組状況じ

指標番号 指標名 現況値
令和７年度

目標値

今年度（令和７年度）の対応方針
今年度（令和７年
度）取組に関わる

事業名
事業内容に係る課題No. 施策推進に向けた具体的取組 令和６年度取組内容

取組に関わる事業
名

事業の概要 事業の進捗（令和６年度実績） 担当部局 担当課
関連指標

　8-3-3 不法投棄広域化への対応

10

　産廃スクラム（関東及びその近県
の都県市で構成する協議会）への
参加等、広域連携を推進し、構成自
治体と日頃から情報を共有すると
ともに、産業廃棄物収集運搬車両
の一斉路上調査を連携して実施す
るなど、産業廃棄物の広域移動に
伴う不法投棄の未然防止や発生時
の迅速な対応に努めます。

　広域・悪質化する産業廃棄物の不法投棄等
を未然に防止するため組織された北海道東
北各県、南東北３県、産業廃棄物不適正処理
防止広域連絡協議会（産廃スクラム37）な
どの広域連携組織を活用し、情報の共有と
パトロールや路上指導等の共同事業を実施
するなど、県境を越えて広域化している不法
投棄に対応する。

不法投棄防止総合
対策事業（再掲）

  不法投棄の未然防止、早期発
見のためのパトロールの実施、
不法投棄の原因者への原状回
復の指導のほか、県民向けの
普及啓発を行うとともに、地域
住民が行う不法投棄の監視体
制づくりを支援する。

・不法投棄管理業務委託　延べ２６6回
・不法投棄防止監視指導員　延べ3,９１２
日
　（8８名　月４～５回監視）
・適正処理監視指導員　６名設置

  不法投棄の撲滅には至ってお
らず、その発見件数及び投棄量
は年度毎に変動がある。

＜Ｒ７年度の状況＞
　規模・内容・手法を維持して継続
＜今後の方向性＞
  今後も不法投棄の未然防止のため、
監視、普及啓発等に取り組む。
・不法投棄管理業務委託（県南、南会
津、相双）
・不法投棄防止監視指導員　88名設置
・適正処理監視指導員　６名設置

不法投棄防止総合対
策事業

8-11

産業廃棄物の不法投棄
件数及び投棄量
・残存件数
・残存量

・125件(R5)
・96,410トン(R5)

減少を目指す 生活環境部 産業廃棄物課

　8-3-4 参加と連携・協働による環境保全活動の推進

11

　ふくしま環境活動支援ネットワー
ク等、環境教育のネットワーク体制
や地球温暖化対策に県民総ぐるみ
で取り組む、地球にやさしい“ふく
しま”県民会議の充実を図り、あら
ゆる主体の参加と連携・協働による
環境保全・回復活動を進めます。

　オール福島の推進体制である、「ふくしま
カーボンニュートラル実現会議」市町村部会
の開催等を通して、市町村を中心とした地
域ぐるみでの脱炭素化の推進を図る。

市町村脱炭素化推
進事業

  「ふくしまカーボンニュートラ
ル実現会議」市町村部会の開
催のほか、地方公共団体実行
計画（区域施策編）の策定に取
り組む市町村への専門家派遣
等により、市町村による地域脱
炭素の推進を図る。

・ふくしまカーボンニュートラル実現会議総
会（R6.12.9開催）
・市町村向け計画策定に関する研修会（ふ
くしまカーボンニュートラル実現会議市町
村部会）　３回開催
・市町村向け計画策定アドバイザー派遣　７
市町村　15回派遣

  脱炭素社会に向けた取組をこ
れまで以上に進めるため、市町
村や企業、関係団体との連携を
進化させ、2050年カーボン
ニュートラルの実現に向けてよ
り実践的な取組が必要。

＜Ｒ７年度の状況＞
　規模・内容・手法を維持して継続
＜今後の方向性＞
 地域の脱炭素化の進展が温室効果ガ
ス排出量の削減に一定程度寄与してお
り、当該事業は基本指標にプラスの影
響を与えた。2050年カーボンニュート
ラルの実現に向けては更なる削減努力
が必要であることから、市町村部会な
どを通して、地域脱炭素化を推進して

市町村脱炭素化推進
事業

8-2
温室効果ガス排出量（２
０１３年度比）

78.7% (R4) 76.0% 生活環境部 環境共生課

　8-3-5 事業者等への支援

12

　環境保全活動を促進する取組の
ほか、産業育成に向けた再生可能
エネルギー関連産業事業者等への
融資、省エネルギー設備の更新等
を行う事業者への補助を行う等、
事業者等を支援します。

　省エネ設備導入事業により、中小企業等が
行う省エネ設備の導入・更新に係る経費の
一部を補助するほか、既存の制度資金「ふく
しま産業育成資金」の融資枠に「カーボン
ニュートラル枠」を設け、環境関連産業や再
生可能エネルギー関連産業等の事業者、
カーボンニュートラル分野の研究開発に取り
組む事業者の資金繰りを支援し、産業の育
成を図っていく。

1.省エネ設備導入支
援事業
2.中小企業制度資
金貸付金

1.中小企業等が行う省エネ設
備の導入・更新に係る経費の一
部を補助する
2.県制度資金の「ふくしま産業
育成資金」にて「カーボン
ニュートラル枠」設定。

1.Ｒ６年度事業者向け省エネ設備更新事業
補助金　採択54件
2.「カーボンニュートラル枠」の利用実績無
し。

1.申請書類の不備が非常に多
く、審査事務に時間を要してい
る。次年度は募集案内や様式を
改正するなど、申請手続きの明
瞭化に努め、事務処理が円滑に
進むよう検討する必要がある。
2.「カーボンニュートラル枠」の
周知不足。

＜Ｒ７年度の状況＞
　規模・内容・手法を維持して継続
＜今後の方向性＞
1.募集案内や様式を改正するなど、申
請手続きの明瞭化に努める。
2.事業者支援機関、連携機関（金融機
関や商工会等）が集う会議体での制度
周知。

1.省エネ設備導入支
援事業
2.中小企業制度資金
貸付金

8-13

日頃、省エネルギーや地
球温暖化防止を意識し
た取組を行っていると
回答した県民の割合

48.8% 59.1% 以上 商工労働部 経営金融課

(4) 放射性物質に対する正しい知識の普及と環境汚染からの回復

　8-4-1 環境放射線モニタリングの実施

　原発事故により県内全域に放射性物質が
拡散し、県内の放射線量が上昇したことか
ら、県民の安全と安心を確保するため、県内
全域の約3,５00箇所に設置されているモニ
タリングポスト等や、学校、公園、観光地など
人が多く集まる場所など約２万箇所につい
て、サーベイメータにより空間線量率を測定
するとともに、河川、湖沼、海域など公共用
水域の水質、地下水、プール水、海底土等
（約500箇所）に含まれる放射性物質を定
期的に分析します。結果については、県ホー
ムページに掲載するほか、報道機関に情報
提供します。

緊急時・広域環境放
射能監視事業

　原子力発電所の事故に伴う
放射性物質の拡散に対する環
境モニタリングを行うととも
に、測定結果を分かりやすく公
表する。

　主に原子力発電所周辺（30km圏内）の
環境放射能の監視を継続して実施した。
・モニタリング結果については、県ホーム
ページ上で、大気、水質等に区分し、検索し
やすいよう掲載するとともに、空間線量率
については、リアルタイムの数値を地図上
で確認できる福島県放射能測定マップを
運用する等、県民に分かりやすい情報発信
を行った。

　原子力発電所周辺における放
射性物質の監視体制を維持す
るとともに、県内全域でのモニ
タリングを継続し、結果を県
ホームページ上に掲載する等、
県民に正確な情報を分かりやす
く発信していく必要がある。

＜Ｒ７年度の状況＞
　規模・内容・手法を維持して継続
＜今後の方向性＞
（成果が十分に確保できる見通し）
　当該事業は計画の基本指標にプラス
の影響を与えた。放射線の影響が気に
なると回答した県民の割合は20.1%
と目標を達成している。
　引き続き、県民の安全・安心を確保す
るためにも、モニタリングを継続する必
要がある。

緊急時・広域環境放
射能監視事業

8-1
日頃、放射線の影響が
気になると回答した県
民の割合

20.1% 29.0% 以下 危機管理部 原子力防災課

　放射能の影響を受けた野生鳥獣について
継続的なモニタリングを実施する。（年間
402検体を確保予定）

野生鳥獣放射線モニ
タリング調査事業

　原発事故による野生鳥獣の
放射線の影響を継続的に調査
していく。

　モニタリング件数415件

　野生鳥獣の検体を確保できて
いる地域とできていない地域
でばらつきがある。

　獣種及び地域ごとの検体数につい
て、計画を一部見直した上で、Ｒ６年度
の規模・内容・手法を維持し、継続して
いく。
　野生鳥獣の放射線モニタリングにつ
いて、正確な情報をきめ細かに発信す
ることで、県民の野生鳥獣の放射線に
対する不安の解消に寄与する。

野生鳥獣放射線モニ
タリング調査事業

8-1
日頃、放射線の影響が
気になると回答した県
民の割合

20.1% 29.0% 以下 生活環境部 自然保護課

13

　県、国、市町村等関係機関の連携
の下、身近な生活環境（大気、河
川、地下水、海域、土壌、野生鳥獣
等）の放射性物質による汚染状況
について、きめ細かな監視及び測
定を継続的に実施し、その結果を
迅速かつ分かりやすく公表します。
また、公表の方法を工夫するほか、
県内だけでなく県外へも情報発信
していきます。
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８　生活環境の保全
計画終期における福島県安全で安心な県づくりの推進に関する基本計画の取組状況じ

指標番号 指標名 現況値
令和７年度

目標値

今年度（令和７年度）の対応方針
今年度（令和７年
度）取組に関わる

事業名
事業内容に係る課題No. 施策推進に向けた具体的取組 令和６年度取組内容

取組に関わる事業
名

事業の概要 事業の進捗（令和６年度実績） 担当部局 担当課
関連指標

　8-4-2 除染等の着実な実施

14

　県、国、市町村等の関係機関の連
携の下、一体となって除染等を推
進します。
　また、放射性物質汚染対処特措法
に基づき、国の主体的責任の下、除
去土壌等の適正管理と搬出、搬出
完了後の原状回復、除染後のフォ
ローアップ、森林の放射線量低減の
ための取組等を進めるとともに、引
き続き、長期的目標として追加被
ばく線量年間１ミリシーベルト以下
が堅持されるよう、必要な除染等
の措置を安全かつ着実に実施する
ことを国に求めていきます。

　市町村の行う汚染状況重点調査地域の除
染は平成３０年３月までに完了した。
　仮置場の原状回復等に向け市町村への支
援を行うとともに、除染後のフォローアッ
プ、搬出困難な現場保管土壌の解消に向け
た取組等を進める。
　また、特定復興再生拠点区域外の除染に
ついて、その範囲や手法等が地元自治体の
意向が十分反映されたものとなるよう国に
求める。

仮置場原状回復等
支援事業

　除染実施計画に基づき、市町
村が実施する仮置場の原状回
復等のほか、市町村が実施す
る線量低減化活動を総合的に
支援する。

　1３市町村に除染対策事業交付金を支出
した。

－
＜Ｒ７年度の状況＞
　11市町村に除染対策事業交付金を支
出する。

仮置場原状回復等支
援事業

－ 生活環境部
中間貯蔵・除染対
策課

　8-4-3 中間貯蔵施設の安全確保

15

　中間貯蔵施設については、除去土
壌等の輸送、施設整備及び施設運
営が安全かつ確実に実施されるよ
う状況確認等を行うとともに、法律
に定められた搬入開始後30年以
内（Ｒ27（2045）年３月まで）の県
外最終処分が確実に実施されるよ
う国に求め、その取組状況を確認し
ていきます。

　中間貯蔵施設事業について、安全に管理・
運営されるよう安全協定に基づき、施設の
運営状況や仮置場からの輸送状況を確認す
る。
　受入・分別施設や土壌貯蔵施設等の各施
設のほか、施設周辺の河川等において環境
モニタリングを実施し、事業による周辺環境
への影響を確認する。
　国が主催する中間貯蔵除去土壌等の減容・
再生利用技術開発戦略検討会等の傍聴や環
境安全委員会への参加を通じて県外最終処
分の国の取組について確認する。

中間貯蔵施設対策
事業

  国が実施する中間貯蔵施設
事業について、立地二町（大熊
町・双葉町）との調整を図りな
がら、県民の安全・安心を確保
するため、除去土壌等の輸送
及び施設の管理・運営が安全
かつ確実に行われているか状
況確認を実施するとともに、そ
の結果を公表する。

  施設状況確認　延べ3４回
  輸送状況確認　延べ７回
　環境モニタリング　延べ53回
  環境安全委員会　１回

  引き続き、県民の不安を払拭
し、安全・安心を確保することが
必要。

＜Ｒ７年度の状況＞
　施設状況確認　延べ24回
  輸送状況確認　延べ６回
　環境モニタリング　延べ44回
  環境安全委員会　2回

中間貯蔵施設対策事
業

－ 生活環境部
中間貯蔵・除染対
策課

　8-4-4 放射線教育の推進

16

　放射線教育を中核として、防災教
育や道徳教育、人権教育、健康教
育、キャリア教育、エネルギー教育
等との関連を図った「ふくしま」な
らではのカリキュラムの構築を図っ
ていきます。

　各学校の教育課程に放射線教育を位置付
け、計画的に実施する。
　「放射線教育・防災教育実践事例」のホーム
ページ上での公開を継続することで、各学
校の放射線教育にいかすことができるよう
にする。
　理数教育優秀教員活用事業において、各
地区の理数教育優秀教員に向けた放射線教
育、エネルギー教育等に関連した研修を実
施し、教員の指導力の向上を図る。

未来へはばたけ！イ
ノベーション人材育
成事業

　各教育事務所において、イノ
ベーション人材育成推進教員
を活用した授業研修を行うと
ともに、所属校の児童生徒を対
象に体験型講座を実施する。ま
た、イノベーション人材育成推
進教員を対象とした研修を実
施する。理数コンテストや先端
技術体験を開催する。

　イノベーション人材育成推進教員を対象
とした研修として、各自の放射線教育に関
する実践に基づく協議を行うともに、楢葉
遠隔技術開発センターの視察を行った。

　イノベーション人材育成推進
教員の研修により得られた成果
や授業研修の成果をより多くの
教員が享受できるようにしてい
く必要がある。

＜Ｒ７年度の状況＞
　規模・内容・手法を一部見直しして継
続
＜今後の方向性＞
　イノベーション人材育成推進教員の育
成と活用を図り、得られた成果をより
多くの教員が知ることができるように、
各教育事務所で行う研修を充実し、周
知方法等を工夫する。

未来へはばたけ！イ
ノベーション人材育
成事業

8-9
放射線教育に係る授業
を実施した学校の割合
（公立小・中学校）

100% 100% 教育庁 義務教育課

36



９　消費者の安全確保の推進
計画終期における福島県安全で安心な県づくりの推進に関する基本計画の取組状況じ

指標番号 指標名 現況値
令和７年度

目標値

(1) 消費者の安全意識の向上

　9-1-1 消費者への情報提供

1

　県消費生活センターの展
示機能の充実を図るととも
に、広報誌の発行やホーム
ページによる情報発信等を
通じ、県民が合理的な消費
行動を行うために必要な情
報の提供を行います。

　随時、県消費生活センター展示ホールに消
費生活に関する展示を行うとともに、「ふくし
まくらしの情報」を４回作成し、ホームページ
にも掲載した。

消費者行政体制強
化事業

  年々複雑・多様化する消費者
被害を防止するため、広報誌の
発行等、各種広報媒体と連携し
周知啓発を図る。また、学校や
関係機関と連携して消費者教育
を推進するとともに、県及び各
市町村における消費生活相談体
制の強化を図る。

・出前講座の実施　76回2,709
名参加
・消費生活情報紙の作成・掲載
年４回

　消費者被害防止の観点から、
対象者や年代に見合った内容
や社会情勢を踏まえた内容等
を、限られた予算の中で、より
効果的な方法での普及・啓発活
動に取り組んでいく必要があ
る。

＜Ｒ７年度の状況＞
  規模・内容・手法を維持して継
続

消費者行政体制強
化事業

9-1

食品や日用品など、消
費生活に関して不安を
感じることなく、安心し
て暮らしていると回答
した県民の割合

62.30% 77.90% 以上 生活環境部 消費生活課

　9-1-2 世代ごとの特性に応じた消費者教育・啓発の実施

2

　消費者の情報収集能力に
は世代ごとに大きな差があ
り、また、必要となる情報も
異なります。このため、出前
講座の実施や各種資料を活
用し、世代や生活環境等に
応じたきめ細かい消費者教
育及び啓発を行います。

　各種団体からの要請により講師を派遣し、消
費生活に関する出前講座を実施する。
　若年者の消費者被害防止のため、LINE（公
式アカウント）により情報発信し、実際に起き
ている消費者トラブル等の有益な情報を月２
回配信した。
　持続可能な社会の形成に向けて、社会情勢
の変化に対応した消費者問題や社会課題に係
る事案について勉強会をオンライン併用で実
施した。

消費者行政体制強
化事業（再掲）

  年々複雑・多様化する消費者
被害を防止するため、広報誌の
発行等、各種広報媒体と連携し
周知啓発を図る。また、学校や
関係機関と連携して消費者教育
を推進するとともに、県及び各
市町村における消費生活相談体
制の強化を図る。

①出前講座の実施７６回 2,709
名参加
②月２回LINEにより実際に起き
ている消費者トラブル等の情報
を配信し注意喚起を実施
③消費者問題勉強会を年５回実
施。
④市町村への巡回訪問指導3市
3町1村 37回

　消費者被害防止の観点から、
対象者や年代に見合った内容
や社会情勢を踏まえた内容等
を、限られた予算の中で、より
効果的な方法での普及・啓発活
動に取り組んでいく必要があ
る。

＜Ｒ７年度の状況＞
  規模・内容・手法を維持して継
続

消費者行政体制強
化事業

9-4
消費生活に関する出前
講座の実施回数

76 回 50回 生活環境部 消費生活課

　9-1-3 情報活用能力の向上

　ICTを活用した地域活性化の促進を図るた
め、町村や会津大学、関係機関と協力して、高
齢者を対象に、情報活用能力の習得・向上を
目的とした情報リテラシー向上教室を行う。

デジタルデバイド解
消事業

県民の情報リテラシーの向上を
図るため、町村及び会津大学と
連携し高齢者向けスマホ教室を
開催する。

高齢者がスマホの使い方を学ぶ
ことで、情報リテラシーの向上が
図られた。

参加者数の増加を図るため、町
村とも連携しながら、より一層、
事業の普及を図っていく必要が
ある。

＜Ｒ７年度の状況＞
規模・内容・手法を一部見直しし
て継続

デジタルデバイド解
消事業

- 企画調整部 デジタル変革課

　こども・青少年政策課を始めとした関係各課
と連携し、「ふくしま情報モラル診断」の運用
等を通して、家庭や学校で児童生徒のイン
ターネット利用に関する基礎知識の習得度合
いと利用状況を把握し、その向上と改善を支
援するなど、児童生徒の情報活用能力の向上
を推進する取組を行う。
・「ふくしま情報モラル診断」の周知
・情報モラル講話
・情報活用能力の向上をはかる授業

こどもを守る情報モ
ラル向上支援事業

　家庭や学校での子どものイン
ターネット利用に関する基礎知
識の習得度合いと利用状況を
把握し、その向上と改善を図る
支援システム「ふくしま情報モラ
ル診断」を運用する（現状、Ｒ８
年度までの運用を予定）。

　「ふくしま情報モラル診断」は予
備知識なしで正答率６割程度の
問題を作成しているが、運用２年
目となる令和６年度の正答率は7
割弱に達しており、児童生徒の情
報モラルに関する基礎知識の向
上が図られている。

　システム活用が低調な方部
（いわき、南会津）もあることか
ら、県教育委員会と連携し、市
町村教育委員会を通じた各学
校に対する周知が必要である。

＜Ｒ7年度の状況＞
　規模・内容・手法を維持して継
続

こどもを守る情報モ
ラル向上支援事業

9-1

食品や日用品など、消
費生活に関して不安を
感じることなく、安心し
て暮らしていると回答
した県民の割合

62.30% 77.90% 以上 こども未来局
こども・青少年政
策課

　9-1-4 消費者団体の育成

4

　消費者団体に対する情報
提供や県消費生活センター
における活動スペースの提
供を行うなど、自主的な活
動を支援します。

　「ふくしまくらしの情報」を掲載するなど情報
提供を行うとともに、消費生活センターの研
修室等について、消費者団体の活動の用に供
するなど支援を行った。

消費者行政体制強
化事業（再掲）

  年々複雑・多様化する消費者
被害を防止するため、広報誌の
発行等、各種広報媒体と連携し
周知啓発を図る。また、学校や
関係機関と連携して消費者教育
を推進するとともに、県及び各
市町村における消費生活相談体
制の強化を図る。

・出前講座の実施　７６回2,709
名参加
・消費生活情報紙の作成・掲載
年 ４回

　消費者被害防止の観点から、
対象者や年代に見合った内容
や社会情勢を踏まえた内容等
を、限られた予算の中で、より
効果的な方法での普及・啓発活
動に取り組んでいく必要があ
る。

＜Ｒ７年度の状況＞
  規模・内容・手法を維持して継
続

消費者行政体制強
化事業

9-2
消費生活センター設置
市町村の県内人口カ
バー率

78.9% 82.0% 生活環境部 消費生活課

(2) 消費者のための安全対策の強化

　9-2-1 不当表示・取引に対する事業者への指導

5

　関係機関との連携により
商品・サービス等の適正な
表示を確保します。
　また、特定商取引法や消費
生活条例の適切な執行や不
当取引専門指導員の配置に
より不当な取引を防止しま
す。

　随時、基準や法律等に違反する事業者に関
する情報収集や調査を行い、必要に応じて事
業者に対し、是正に向けた指導や勧告、業務
停止命令等の処分を迅速に行う。

消費生活取引適正
化事業

  消費者利益の保護や、消費者
を取り巻く様々な商取引の適正
化を図る。

・景品類規制　31件
・不当表示規制　15件
・市町村消費生活担当者に対する
説明を実施
・庁内広報・補助金関係担当課に
対する景品表示法改正関係の説
明会　１回実施

  景品類に関する指導について
は、行政が補助金や委託などで
関わる事が多いため、補助金や
広報関係の担当者に対する周
知が必要である。Ｒ５年度はス
テマ規制に関する法改正があっ
たため、説明会を実施した。

＜Ｒ7年度の状況＞
  規模・内容・手法を維持して継
続

消費者行政体制強
化事業

9-1

食品や日用品など、消
費生活に関して不安を
感じることなく、安心し
て暮らしていると回答
した県民の割合

62.30% 77.90% 以上 生活環境部 消費生活課

　9-2-2 安全三法に基づく販売事業者への立入検査の実施

6

　県及び市において、安全三
法に基づき、計画的に販売
事業者への立入検査、指導
を実施します。

　県及び市において計画を策定し、それに基
づき販売事業者への立入検査、指導を実施す
る。

消費者行政事務経
費

  消費者利益の保護や、消費者
を取り巻く様々な商取引の適正
化を図る。

・消費生活用製品安全法に基づく
検査・指導（特定製品1品目、特定
保守製品2品目）
・家庭用品品質表示法に基づく検
査・指導（4品目）
・電気用品安全法に基づく検査・
指導（3品目）

  各市や各振興局を通じて年間
計画に基づき立入検査を実施
しているが、コロナ禍の影響で
数年間実施しなかった地域もあ
るため、適正な立入検査・指導
等を実施する必要がある。

＜Ｒ7年度の状況＞
  規模・内容・手法を維持して継
続

消費者行政事務経
費

9-1

食品や日用品など、消
費生活に関して不安を
感じることなく、安心し
て暮らしていると回答
した県民の割合

62.30% 77.90% 以上 生活環境部 消費生活課

担当部局 担当課

3

　個人情報の漏えいや各種
詐欺等、違法・有害情報の被
害に遭わないよう、また、ア
プリを使用することによる
事件・事故、モラル違反を避
けるため、県、市町村、関係
機関連携の下、県民を対象
としたセミナーなどにおい
て啓発活動や注意喚起を行
うとともに、児童生徒や保
護者、青少年に対しては、各
種機会を捉えながら情報活
用能力の向上のための指導
及び啓発を行います。

関連指標
No.

施策推進に向けた具体的
取組

令和６年度取組内容
取組に関わる事業

名
事業の概要 事業の進捗（令和６年度実績） 事業内容に係る課題

今年度（令和７年度）の対応方
針

今年度（令和７年
度）取組に関わる

事業名
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指標番号 指標名 現況値
令和７年度

目標値

担当部局 担当課
関連指標

No.
施策推進に向けた具体的

取組
令和６年度取組内容

取組に関わる事業
名

事業の概要 事業の進捗（令和６年度実績） 事業内容に係る課題
今年度（令和７年度）の対応方

針

今年度（令和７年
度）取組に関わる

事業名

　9-2-3 消費者事故等に関する情報の周知

7

　消費者事故に関する情報
を収集し、県のホームページ
で発信するほか、市町村へ
情報提供し、消費者への注
意喚起を行います。
　また、県内で消費者事故が
発生した場合は、消費者安
全法に基づき、速やかに国
へ通知し、被害の拡大防止
に努めます。

　随時、消費者事故に関する情報を周知し、消
費者事故が発生した場合は、迅速に対応す
る。

消費者行政事務経
費（再掲）

  消費者利益の保護や、消費者
を取り巻く様々な商取引の適正
化を図る。

  消費者安全法に基づく消費者
庁への重大事故の報告（２件）

  随時、消費者事故に関する情
報を周知し、消費者事故が発生
した場合は、迅速に対応する。

＜Ｒ7年度の状況＞
  規模・内容・手法を維持して継
続

消費者行政事務経
費

9-1

食品や日用品など、消
費生活に関して不安を
感じることなく、安心し
て暮らしていると回答
した県民の割合

62.30% 77.90% 以上 生活環境部 消費生活課

　9-2-4 福島県消費者安全確保地域協議会の開催及び情報共有

8

　定期的に協議会を開催し、
構成員の間で、見守り等に
必要な取組について協議し
ます。また、見守り等に必要
なパンフレット等を作成・配
布するほか、必要な情報を
随時、関係機関・団体に提供
します。

　随時、構成員へ必要な情報を提供するとも
に、定期的に協議会を開催し取組について協
議する。

消費者行政体制強
化事業（再掲）

  年々複雑・多様化する消費者
被害を防止するため、学校や関
係機関と連携して消費者教育を
推進するとともに、県及び各市
町村における消費生活相談体制
の強化を図る。

  県消費者安全確保地域協議会
の開催　２回

  高齢者等が消費者被害に遭っ
た場合は、発見が遅れ、深刻な
被害になりやすいことから、高
齢者等の消費者被害の未然防
止・拡大防止を図るため、地域
全体で高齢者等を見守る取組
が必要である。

＜Ｒ7年度の状況＞
  規模・内容・手法を維持して継
続

消費者行政体制強
化事業

9-3
消費者安全確保地域協
議会設置市町村の県内
人口カバー率

20.8% 50.0% 生活環境部 消費生活課

　9-2-5 市町村における消費者安全確保地域協議会の設置や消費生活協力員・協力団体の活用に向けた支援

9

　市町村に対し、消費者安全
確保地域協議会設置や消費
生活協力員・協力団体の活
用に向けた助言、支援を行
います。また、協議会設置済
み等の市町村に対しては、
運営等に関する助言、支援
を行います。

　設置を検討している市町村へ訪問等を実施
し、助言等必要な支援を行う。設置済み市町
村については、協議会の開催状況を確認す
る。

消費者行政体制強
化事業（再掲）

  年々複雑・多様化する消費者
被害を防止するため、学校や関
係機関と連携して消費者教育を
推進するとともに、県及び各市
町村における消費生活相談体制
の強化を図る。

  市町村への協議会設置の働き
かけ　8市町村訪問

  高齢者等が消費者被害に遭っ
た場合は、発見が遅れ、深刻な
被害になりやすいことから、高
齢者等の消費者被害の未然防
止・拡大防止を図るため、地域
全体で高齢者等を見守る取組
が必要である。

＜Ｒ7年度の状況＞
  規模・内容・手法を維持して継
続

消費者行政体制強
化事業

9-3
消費者安全確保地域協
議会設置市町村の県内
人口カバー率

20.8% 50.0% 生活環境部 消費生活課

(3) 消費者被害の防止と救済

　9-3-1 県消費生活センターの相談対応機能強化

10

 県消費生活センターの相談
時間を拡大するとともに、
第４日曜日に電話相談と無
料法律相談を実施し、消費
者トラブルを抱える県民の
利便性向上を図ります。

相談時間の延長
　相談受付時間を平日9:00～17:00から
9:00～18:30に延長する。
　また、毎月第４日曜日の9:00～16:30に電
話相談を実施する。
日曜無料法律相談の実施
　毎月第４日曜日に司法書士による無料法律
相談を実施する。

消費者行政体制強
化事業（再掲）

　年々複雑・多様化する消費者
被害を防止するため、学校や関
係機関と連携して消費者教育を
推進するとともに、県及び各市
町村における消費生活相談体制
の強化を図る。

 ①消費生活相談員の配置３名
（消費生活相談員計11名）
②食品安全相談員の配置１名
③消費生活相談窓口機能強化事
業
・消費生活無料法律相談の実施
73回
・日曜無料法律相談の実施　9回
④休日相談の実施 　12回
⑤法令の適正執行等
⑥相談員レベルアップ等研修　国
セン研修等への参加　44回
⑦相談電話機能強化

　年々複雑・多様化する消費者
被害を防止するため、時代の変
化に対応した消費者教育の推
進や相談対応が必要であり、
県・各市町村における消費生活
相談員の知識・技術の更新・向
上が課題である。

＜Ｒ7年度の状況＞
  規模・内容・手法を維持して継
続

消費者行政体制強
化事業

9-2
消費生活センター設置
市町村の県内人口カ
バー率

78.9% 82.0% 生活環境部 消費生活課

　9-3-2 市町村相談窓口の充実等の支援

11

　最も身近な行政機関であ
る市町村において消費者ト
ラブルに関する相談が適切
に行われるよう、市町村の
消費生活センターの設置や
相談窓口の充実強化に向け
た取組への支援を行いま
す。
　また、既に設置されている
市町村の消費生活センター
の間で被害情報の共有を行
うなど、連携強化に努めま
す。

・市町村における消費生活相談員のレベル
アップ支援
　県消費生活センターの相談員による市町村
への巡回訪問指導を3市３町１村に実施する。
・市町村における消費生活相談体制強化
　消費生活相談体制強化のため、市町村訪問
を行い相談窓口開設や相談員配置などの働
きかけを行う。
・財政支援の実施
　市町村の消費生活相談員の人件費、消費生
活相談業務の委託料、研修参加費用などを交
付金として支援する。

消費者行政体制強
化事業（再掲）

　年々複雑・多様化する消費者
被害を防止するため、学校や関
係機関と連携して消費者教育を
推進するとともに、県及び各市
町村における消費生活相談体制
の強化を図る。

・市町村への巡回訪問指導　3市
３町１村　37回
・市町村への消費者行政推進交
付金等の交付　20市町村

　相談員の人件費確保が困難等
の理由から、相談窓口未開設、
相談員未配置となっている市
町村がある。

＜Ｒ7年度の状況＞
  規模・内容・手法を維持して継
続

消費者行政体制強
化事業

9-2
消費生活センター設置
市町村の県内人口カ
バー率

78.9% 82.0% 生活環境部 消費生活課

　9-3-3 製品事故の原因調査

12

　消費者から寄せられた消
費生活用製品の事故相談や
情報に基づき、国民生活セ
ンター等と連携し事故の原
因究明に努めます。

　消費者からの依頼に従って、県消費生活セ
ンターより国民生活センターに商品テストを
依頼し、原因究明に努める。

消費者行政事務経
費（再掲）

　消費者利益の保護や、消費者
を取り巻く様々な商取引の適正
化を図る。

　消費者からの依頼により、県消
費生活センターから国民生活セン
ターに商品テストを0件依頼し
た。

　消費者からの依頼に従って、
県消費生活センターより国民生
活センターに商品テストを依頼
し、原因究明に努める。

＜Ｒ7年度の状況＞
  規模・内容・手法を維持して継
続

消費者行政事務経
費

9-1

食品や日用品など、消
費生活に関して不安を
感じることなく、安心し
て暮らしていると回答
した県民の割合

62.30% 77.90% 以上 生活環境部 消費生活課
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